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1 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

先行審査プラントの記載との比較表（Ⅴ-1-10-4 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（原子炉冷却系統施設）） 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

  

 

 設工認に必要な設計の要求事項を，Ⅴ-1-10-1「設計及び

工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」（以

下「Ⅴ-1-10-1」という。）の「3.3.1 適合性確認対象設備

に対する要求事項の明確化」に示す事項とした。 

・表現上の差異 

・図書名称等の差異（図書名称

及び読み込み表現の差異につ

いては，本事項に代表して記

載し，以下備考欄の記載を省

略する。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，共通パ

ートチーム，自然現象チーム，建築チーム及び放射線管理チー

ム）は，Ⅴ-1-10-1 の「3.3.2 各条文の対応に必要な適合性

確認対象設備の選定」に基づき，設置許可基準規則，安全審査

指針，技術基準規則，旧技術基準規則及び設置変更許可申請書

をインプットとして，設計基準対象施設と重大事故等対処設

備に係る機能ごとに「原子炉冷却系統施設」を抽出するととも

に，それらのうち号機間で共用する設備を明確にし，工認プロ

ジェクト（品質保証チーム）は，その抽出した結果をアウトプ

ットとして様式－2に整理した。 

 

 工認プロジェクト品質保証チーム管理者は，工認プロジェ

クト（品質保証チーム）が取りまとめた様式－2について，

Ⅴ-1-10-1 の「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項

の明確化」で明記している設計に必要な要求事項が適切か，

またこの要求事項に対して必要な機器等が抜けなく抽出され

ているかの観点でレビューし，承認した。 

・組織に係る体制の差異（組織

に係る体制の差異について

は，本事項に代表して記載

し，以下備考欄の記載を省略

する。） 

・設備構成の差異（柏崎刈羽は

号機間共用する設備を様式－

2で整理している。） 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，共通

パートチーム，自然現象チーム，建築チーム及び放射線管理

チーム）は，Ⅴ-1-10-1 の「3.3.3(1) 基本設計方針の作成

（設計 1）」に基づき，技術基準規則をインプットとして，技

術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方及び

技術基準規則の条文単位での適用を明確にし，工認プロジェ

クト（品質保証チーム）は，その明確にした結果をアウトプ

ットとして様式－3に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（品質保証チーム）は，様式－3をイン

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プットとして，条文と施設の関係を一覧に整理し，アウトプ

ットとして様式－4に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，共通

パートチーム，自然現象チーム，建築チーム及び放射線管理

チーム）は，実用炉規則別表第二，技術基準規則，様式－2

及び様式－4をインプットとして，抽出した機器に適用され

る技術基準規則の条項号及び条項号ごとに詳細な検討が必要

となる項目を整理し，工認プロジェクト（品質保証チーム）

は，抽出した機器を実用炉規則別表第二の施設区分ごとに並

び替えるとともに，その整理した結果をアウトプットとして

様式－5－1に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，自然

現象チーム,電源設備チーム,放射線管理チーム及び共通パー

トチーム）は，設置許可基準規則，技術基準規則及び設置変

更許可申請書をインプットとして，Ⅴ-1-10-1 の「3.3.1 適

合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」で明記した要

求事項を満たすために必要な基本設計方針を策定し，工認プ

ロジェクト（品質保証チーム）は，その策定した結果をアウ

トプットとして，各条文の設計の考え方を様式－6に，要求

事項との対比を明示した基本設計方針を様式－7に取りまと

めた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，共通

パートチーム，自然現象チーム，建築チーム及び放射線管理

チーム）は，基本設計方針をインプットとして，既工認や他

プラントの状況を参考にして，各機器の耐震重要度分類，機

器クラス，兼用する際の登録の考え方及び適合性確認対象設

備に必要な設工認書類との関連を明確にし，工認プロジェク

ト（品質保証チーム）は，その明確にした結果をアウトプッ

トとして様式－5－2に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インプットの差異 

・核原料物質，核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等

の一部改正に伴う，使用する

用語の差異（以下「新検査制

度移行に伴う表現の差異」と

いう。） 

・表現上の差異 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 工認プロジェクト品質保証チーム管理者は，工認プロジェ

クト（品質保証チーム）が取りまとめた，様式－3，様式－

4，様式－5－1，様式－5－2，様式－6及び様式－7につい

て，Ⅴ-1-10-1 の「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求

事項の明確化」で明記している設計に必要な要求事項に対し

て，設計方針が抜けなく設定されているかの観点でレビュー

し，承認した。 

 

・表現上の差異 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，自然

現象チーム,電源設備チーム,放射線管理チーム及び共通パー

トチーム）は，様式－2で抽出した機器に対し，詳細な検討

が必要となる設計の要求事項を明記している様式－5－1，様

式－5－2及び基本設計方針をインプットとして，該当する条

文の基本設計方針に対する適合性を確保するための詳細設計

を実施し，工認プロジェクト（品質保証チーム）は，その詳

細設計の結果をアウトプットとして様式－8の「工認設計結

果（要目表／設計方針）」欄に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト品質保証チーム管理者は，「運用要求」

に分類した基本設計方針を取りまとめ，保安管理グループマ

ネージャに必要な検討を依頼した。 

 

 工認プロジェクト品質保証チーム管理者は，工認プロジェ

クト（品質保証チーム）が取りまとめた様式－8の「工認設

計結果（要目表／設計方針）」欄について，Ⅴ-1-10-1 の

「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）」で明記している

施設ごとの基本設計方針に対する必要な設計が行われている

か，詳細な検討が必要な事項について設計が行われているか

の二つの観点でレビューし，承認した。 

 

 

 

 基本設計方針の設計要求事項ごとの詳細設計の実績を，そ

の実績のレビュー，設計の体制及び外部との情報伝達に関す

る実施状況を含めて，以下の「1.」以降に示す。（【 】は，

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－8の横軸をⅤ-1-

10-1 の「3.3.3(1) 基本設

計方針の作成（設計 1）」で

作成した施設ごとの基本設計

方針としている。） 

・表現上の差異（設計 2をレビ

ュー・承認していることを明

確に記載した。） 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  設工認書類との関連） 

  

  

 

  

 

  

 

1. 設計に係る解析業務の管理 

 解析業務を主管する箇所の長は，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工

認における調達管理の方法」に基づく解析を以下に示すとお

り実施した。 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 調達による解析の実施 

 

 解析業務を主管する箇所の長は，解析の調達管理におい

て，業務の内容に応じた仕様書を作成し，供給者へ要求し

た。 

 

 供給者は，仕様書をインプットとして，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 

設工認における調達管理の方法」の活動を実施するための計

画を明確にし，アウトプットとして解析業務実施計画書に取

りまとめ，当社へ提出した。 

 

 解析業務を主管する箇所の長は，解析業務実施計画書をイ

ンプットとして，供給者において，仕様書の要求事項を満た

していることを確認した。 

 

 

 

 供給者は，解析業務実施計画書をインプットとして，解析

業務を実施し，その結果をアウトプットとして業務報告書を

作成し，解析業務を主管する箇所の長へ提出した。 

 

 解析業務を主管する箇所の長は，供給者が実施した入力根

拠・入力結果の妥当性及び計算機プログラム・入力データの

適切性を確認した。 

 

 

 解析業務を主管する箇所の長は，供給者が作成した業務報

告書をインプットとして，供給者が実施した解析の結果を確

認し，承認した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.2 自社で実施する解析 

 解析を実施する箇所の長は，評価を実施するために必要な

計算方法及び入力データを明確にした上で，解析（手計算）

を実施した。 

 

 解析を実施する箇所の長は，実施した解析結果に間違いが

ないようにするために，入力根拠，入力値及び解析結果につ

いて，解析を実施した者以外の者が確認を実施した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，基本設計方針をイン

プットとして，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

地盤の設計を以下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

 

2.1 地盤の設計が必要な施設の選定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，様式－5－2をインプ

ットとして，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の区

分を確認したうえで，地盤の設計が必要な施設を選定し，そ

の結果をアウトプットとして設計資料に取りまとめた。 

・項目番号の差異（項目番号の

差異については，本事項に代

表して記載し，以下備考欄の

記載を省略する。） 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

  

  

  

 

 

  

   

  

 

 

2.2 地盤の支持性能に関する設計 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「2.1 地盤の設計が

必要な施設の選定」で選定した施設，基本設計方針，「4.1 

耐震設計の基本方針」及び「4.3 地盤の支持性能に係る基

本方針」で定めた基本方針をインプットとして，選定した地

盤の設計が必要な各施設について，それぞれの地震力により

地盤に作用する接地圧が，弾性設計用地震動においては短期

許容支持力度を下回ること，基準地震動においては極限支持

力度に対して十分な裕度を有すること，設置変更許可を申請

した地盤に設置すること等，十分な支持力を有する地盤に設

置していることを「4.1 耐震設計の基本方針」及び「4.3 

地盤の支持性能に係る基本方針」で設計した結果で確認し，

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

「4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設計」

及び「4.8 申請設備の耐震設計」で設計した結果をアウト

プットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 設備技術グループマネージャ，建築耐震グループマネージ

ャ，機器耐震技術グループマネージャ及び土木耐震グループ

マネージャは，工認プロジェクト（耐震チーム）が取りまと

めたこれらの設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

 

 

 

 

  

 

 

3. 急傾斜地の崩壊の防止に関する設計 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，急傾斜地の崩壊によ

る発電所施設への影響を確認するため，急傾斜地崩壊危険区

域をインプットとして，発電所の敷地が急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律の規定に基づく急傾斜地崩壊危険

区域に指定されていないことを確認した。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

4. 地震による損傷防止に関する設計 

4.1 耐震設計の基本方針 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，基本設計方針，設置

変更許可申請書，設置変更許可時の設計資料及びＪＥＡＧ等

の適用規格をインプットとして，以下の「4.2 基準地震動

Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」から「4.10 水平 2方

向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」で実施す

る耐震設計を行うために必要となる項目（耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の設備の分類，設計用地震力，機能維

持，構造計画，周辺斜面に対する考慮，材料に関する考慮並

びに耐震計算の基本方針）の考え方を耐震設計の基本方針と

して取りまとめ，その結果をアウトプットとして耐震性に関

する設計資料に取りまとめた。 

・インプットの差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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7 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

 

・差異なし 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

4.2 基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要 

 地震グループマネージャ及び工認プロジェクト（耐震チー

ム）は，「4.1 耐震設計の基本方針」及び設置変更許可申請

書をインプットとして，耐震設計を実施するにあたり，設置

変更許可申請書で設定した基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄについて，敷地周辺の地震発生状況，活断層の分布

状況，地震の分類及び敷地における地震波の伝播特性を基準

地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要として整理し，

工認プロジェクト（耐震チーム）は，その結果をアウトプッ

トとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 地震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震チー

ム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

・記載の適正化（不要な文字の

削除。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

 

 

  

 

 

4.3 地盤の支持性能に係る基本方針 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地盤の支持性能に

係る基本方針を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

  

  

  

4.3.1 地盤の支持性能評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」をインプットとして，設計基準対象施設及び重大事

故等対処施設の耐震設計に必要な地盤の解析用物性値・極限

支持力度・速度構造について，設置変更許可申請書に記載さ

れた値にて設定することに加え，適用可能な資料を基に設定

することを基本方針として定め，その結果をアウトプットと

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

8 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 して耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

  

  

 

  

 

 

 

4.3.2 耐震設計に用いる地盤の物性値及び諸元の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.3.1 地盤の支持

性能評価の基本方針の設定」及び設置変更許可申請書をイン

プットとして，耐震設計に用いる地盤の解析用物性値・極限

支持力度・速度構造の設定を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(1) 地盤の解析用物性値の設定 

a. 設置変更許可申請書に記載された地盤の解析用物性値の

設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設置変更許可申請書

をインプットとして，設置変更許可申請書に記載された地盤

の解析用物性値を確認し，耐震設計に用いる地盤の解析用物

性値の一部として設定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

b. 設工認で新たに必要となる地盤の解析用物性値の設定 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設工認で新たに必要

となる地盤の解析用物性値を設定するために各種試験結果等

を入手し，各種試験に基づき設定される値を地盤の解析用物

性値として設定した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.3.1 地盤の支持

性能評価の基本方針の設定」をインプットとして，設置変更

許可申請書に記載された地盤の解析用物性値の設定方法を基

に，入手した文献及び設備図書（地質調査結果）に基づく値

が適用可能であることを確認し，地盤の解析用物性値として

設定した。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

c. 耐震設計に用いる地盤の解析用物性値の整理 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.3.2(1)a. 設置

変更許可申請書に記載された地盤の解析用物性値の設定」及

び「4.3.2(1)b. 設工認で新たに必要となる地盤の解析用物

性値の設定」をインプットとして，耐震設計に用いる地盤の

解析用物性値一覧に取りまとめ，その結果をアウトプットと

して，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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9 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

(2) 地盤の極限支持力度の設定 

a. 地盤の極限支持力度の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設置変更許可申請書

をインプットとして，設置変更許可申請書に記載された地盤

の極限支持力度を確認し，耐震設計に用いる地盤の極限支持

力度の一部として設定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

b. 設工認で新たに必要となる地盤の極限支持力度の設定 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設工認で新たに必要

となる地盤の極限支持力度を設定するために文献及び発電所

が実施した改良地盤の極限支持力度に関する設備図書（地質

調査結果）を入手した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.3.1 地盤の支持

性能評価の基本方針の設定」及び設置変更許可申請書をイン

プットとして，設置変更許可申請書に記載された地盤の極限

支持力度の設定方法を基に，入手した文献及び設備図書（地

質調査結果）に基づく値が適用可能であることを確認し，地

盤の極限支持力度として設定した。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

c. 耐震設計に用いる地盤の極限支持力度の整理 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.3.2(2)a. 地盤

の極限支持力度の設定」及び「4.3.2(2)b. 設工認で新たに

必要となる地盤の極限支持力度の設定」をインプットとし

て，耐震設計に用いる地盤の極限支持力度の計算方法として

取りまとめ，その結果をアウトプットとして，耐震性に関す

る設計資料に取りまとめた。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

  

 

 

(3) 地盤の速度構造の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設置変更許可申請書

をインプットとして，設置変更許可申請書に記載された敷地

全体の地盤の速度構造を確認し，耐震設計に用いる速度構造

として設定したうえで，設工認における施設ごとの耐震設計

に用いる速度構造の設定の考え方について整理し，その結果

をアウトプットとして，耐震性に関する設計資料に取りまと

めた。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

    工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.3.1 地盤の支持 ・差異なし 
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10 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性能評価の基本方針の設定」及び「4.3.2 耐震設計に用い

る地盤の物性値及び諸元の設定」をインプットとして，設計

基準対象施設及び重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地

盤の物性値及び諸元を整理し，地盤の支持性能に係る基本方

針に取りまとめ，その結果をアウトプットとして耐震性に関

する設計資料に取りまとめた。 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が「4.3.1」及び「4.3.2」で取りまとめた設計資料

をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

 

 

  

 

 

 

 

4.4 耐震設計を行う設備の抽出 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」，様式－5－2及び設備図書をインプットとして，耐

震評価を行う施設を以下に示すとおり抽出した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

  

 

 

  

 

 

 

4.4.1 耐震評価を行う設備の抽出 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，様式－5－2をインプ

ットとして，様式－5－2に記載された耐震重要度分類及び重

大事故等対処施設の設備の分類の情報を整理し，耐震評価を

行う設備を抽出した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・表現上の差異 

 

  

  

 

  

 

 

 

4.4.2 間接支持構造物の抽出 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，様式－5－2をインプ

ットとして，それぞれの施設の間接支持構造物となる建物・

構築物及び土木構造物を確認し，耐震設計上重要な施設を支

持する建物・構築物及び土木構造物を抽出した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・表現上の差異 

  

  

  

 

4.4.3 波及的影響を検討する施設の抽出 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，耐震評価を行う施設

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

及びそれらを支持する間接支持構造物に対し，波及的影響を

及ぼすおそれのある施設をリスト化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，下位クラス施設によ

る耐震重要施設の安全機能又は常設耐震重要重大事故防止設

備若しくは常設重大事故緩和設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能への波及的影響を及ぼすおそれのある設備に

ついて，現場確認（ウォークダウン）により過不足がないこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.4.1 耐震評価を

行う設備の抽出」，「4.4.2 間接支持構造物の抽出」及び

「4.4.3 波及的影響を検討する施設の抽出」において抽出

した結果を整理し，耐震設計を行う設備の一覧を定め，耐震

性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が「4.4.1」～「4.4.3」で取りまとめた設計

資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

4.5 耐震設計方針の明確化 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」，既工認，設置変更許可申請書及びＪＥＡＧ等の適

用規格をインプットとして，耐震設計の全体的な方針につい

て，「4.5.1 地震応答解析」，「4.5.2 機能維持」，「4.5.3 

波及的影響」，「4.5.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組

合せ」の各項目の詳細な方針の検討を以下の「4.5.1」～

「4.5.4」に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.5.1 地震応答解析の基本方針 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」，設置許可変更申請書，設置許可変更時の設計資料

及びＪＥＡＧ等の適用規格をインプットとして，建物・構築

物，機器・配管系及び土木構造物の評価に用いる，地震動又

は地震力，解析方法，解析モデルの基本的な考え方及び地震

応答解析に用いる減衰定数について検討し，地震応答解析の

基本方針として取りまとめ，その結果をアウトプットとして

耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

4.5.2 機能維持の基本方針 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」，設置許可変更申請書，設置許可変更時の設計資料

及びＪＥＡＧ等の適用規格をインプットとして，建物・構築

物，機器・配管系及び土木構造物の構造強度評価に用いる構

造強度上の制限，動的機能，電気的機能，気密性，止水性，

遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能維持の方針につい

て検討し，地震に対する機能維持の基本方針として取りまと

め，その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

13 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」及びＪＳＭＥ等の適用規格をインプットとして，ダ

クティリティを高めるための構造計画，材料，耐力・強度に

関する制限及び品質管理上の配慮を検討し，ダクティリティ

の基本方針として取りまとめ，その結果をアウトプットとし

て耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」をインプットとして，機器・配管系を支持する支持

構造物の基本的な選定方針及び構造を検討し，機器・配管の

耐震支持方針として取りまとめ，その結果をアウトプットと

して耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.5.3 波及的影響に係る基本方針 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」をインプットとして，波及的影響を考慮した設計を

行うために考えられる影響を基本設計方針に記載の 4つの観

点で整理し，それらの影響による上位クラスの損傷を防止す

るための基本的な方針を検討し，波及的影響に係る基本方針

として取りまとめ，その結果をアウトプットとして耐震性に

関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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14 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.5.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価方針 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」をインプットとして，建物・構築物，機器・配管系

及び土木構造物の従来の耐震設計手法に対して，水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある部位

の抽出方法及び評価方法の基本的な考え方を水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針として取りま

とめ，その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設計 

4.6.1 耐震設計上重要な設備を設置する建物・構築物の耐

震設計 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.4 耐震設計を行

う設備の抽出」のうち耐震設計上重要な設備を設置する建

物・構築物について，耐震重要度分類又は重大事故等対処施

設の設備の分類に応じた耐震設計を以下に示すとおり実施し

た。 

・表現上の差異 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設計 

（原子炉建屋） 

a. 原子炉建屋の地震応答解析 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，原子炉建屋の機器・

設備の耐震設計に用いる地震応答解析について，以下に示す

とおり実施した。 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.6.1(1)a.(a) 基

本方針の設定」で地震応答解析の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，地震応答解析の基本方

針，既工認及び設備図書をインプットとして，

「4.6.1(1)a.(b) 解析方法の設定」及び「4.6.1(1)a.(c) 

地震応答解析の実施」を実施するための仕様書を作成し，

「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施

した。 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.3 地盤の支持性能

に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 地

震応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方

針」で定めた耐震設計方針をインプットとして，原子炉建屋

の地震応答解析を行うための評価方針，フロー及び適用規格

を検討して，耐震計算の基本方針を設定し，アウトプットと

して耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 解析方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

を行うための入力地震動，地震応答解析モデル，解析方法及

び解析条件の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した既工認，設備図書及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，原子炉建屋の地震応

答解析の方法を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

  

  

イ. 設計用模擬地震波 

 供給者は，「4.6.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる地震力について，設置変更許可申請書で設定した基準地

・記載の適正化（誤字の訂正） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄを選択し，アウトプット

として解放基盤表面における基礎地盤の地質・速度構造等を

考慮した設計用模擬地震波に取りまとめた。 

  

 

 

  

  

 

ロ. 地震応答解析モデル 

 供給者は，「4.6.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる解析モデルについて，解析モデルの設定方法及び諸元を

整理し，アウトプットとして地震応答解析モデルの図面及び

諸元表に取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

  

 

ハ. 入力地震動 

 供給者は，「4.6.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる地震力について，設置変更許可申請書で設定した基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄを選択し，アウトプット

として設置位置における基礎地盤の地質・速度構造等を考慮

した入力地震動に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ニ. 解析方法 

 供給者は，「4.6.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，解析モデルの図面及び諸元表をインプットとして，

地震応答解析に用いる解析コード及び解析方法を設定し，ア

ウトプットとして解析方法に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ホ. 解析条件 

 供給者は，「4.6.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，解析モデルの図面及び諸元表をインプットとして，

地震応答解析に用いる解析コード，解析条件及び物性値等の

諸元を整理し，アウトプットとして解析条件及び諸元表に取

りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(c) 地震応答解析の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.6.1(1)a.(b) 解析方法の設定」に基づく地震応答解析

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.1(1)a.(b) 解析方法の設定」で定めた評価方

針をインプットとして，耐震設計のための地震応答解析を実

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

施し，アウトプットとして地震応答解析結果に取りまとめ

た。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

b. 原子炉建屋の耐震計算 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.6.1(1)b.(a) 基

本方針の設定」で耐震計算の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針，既

工認及び設備図書をインプットとして，「4.6.1(1)b.(b) 地

震応答解析による評価方法の設定」及び「4.6.1(1)b.(c) 

耐震評価の実施」を実施するための仕様書を作成し，「1. 

設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について応力

解析による評価を実施してい

ない。） 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」，

「4.6.1(1)a.(b) 解析方法の設定」及び「4.6.1(1)a.(c) 

地震応答解析の実施」で定めた耐震設計方針をインプットと

して，原子炉建屋の耐震計算を行うための評価方針，フロー

及び適用規格を検討して，耐震計算の基本方針を設定し，ア

ウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

(b) 地震応答解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

による耐震計算を行うために「4.6.1(1)a.(b) 解析方法の

設定」に加え許容限界の設定を要求した。 

 

 供給者は，「4.6.1(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，当社から提供した既工認，設備図書及び供給者が所

有する適用可能な図書をインプットとして，原子炉建屋の耐

震評価に用いる許容限界について，評価対象部位に適用する

許容限界を設定し，アウトプットとして許容限界の表に取り

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 まとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

  

  

 

  

  

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

  

  

 

  

  

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

  

  

  

 

 
 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.6.1(1)b.(b) 地震応答解析による評価方法の設定」に

基づく耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.1(l)b.(b) 地震応答解析による評価方法の設

定」で定めた評価方針をインプットとして，評価方法に基づ

く耐震評価を実施し，地震応答解析による結果が許容限界以

下であることを確認し，アウトプットとして耐震評価結果に

取りまとめた。 

 

 

 供給者は，耐震設計上重要な設備を設置する原子炉建屋の

「4.6.1(1)a. 原子炉建屋の地震応答解析」及び

「4.6.1(1)b. 原子炉建屋の耐震計算」の結果を取りまと

め，工認プロジェクト（耐震チーム）により，地震応答解析

方法の設定及び評価が妥当であることの確認を受けた。ま

た，これらの結果を，アウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，原子炉建屋の地震応答解析及び原子炉建屋の耐震

計算書として取りまとめ，アウトプットとして耐震性に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は原子炉建屋について，応

力解析による評価は実施して

いない。） 

・記載の適正化（誤字の訂

正。） 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

チーム）が「4.6.1(1)a. 原子炉建屋の地震応答解析」及び

「4.6.1(1)b. 原子炉建屋の耐震計算」で取りまとめた設計

資料をレビューし，承認した。 

一。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，耐震設計上重要な設

備を設置する建物のうち，原子炉建屋基礎スラブ，タービン

建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，5号機原子炉建

屋及び格納容器圧力逃がし装置基礎について，「4.6.1(1) 

耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設計（原子炉建

屋）」と同様のプロセスにより地震応答解析，耐震計算を実

施し，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（耐震チーム）が「4.6.1(1) 耐

震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設計（原子炉建

屋）」と同様のプロセスにより地震応答解析，耐震計算を実

施し，取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 耐震設計上重要な設備を設置する構築物の耐震設計 

（主排気筒） 

a. 主排気筒の耐震計算 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，主排気筒の機器・設

備の耐震設計に用いる地震応答解析について，以下に示すと

おり実施した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.6.1(2)a.(a) 基

本方針の設定」で耐震計算の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.6.1(2)a.(b) 地震応答解

析による評価方法の設定」及び「4.6.1(2)a.(c) 応力解析

による評価方法の設定」を実施するための仕様書を作成し，

「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施

した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方

針」で定めた耐震設計方針をインプットとして，主排気筒の

地震応答解析を行うための評価方針，フロー及び適用規格を

検討して，耐震計算の基本方針を設定し，アウトプットとし

て耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

を行うための入力地震動，地震応答解析モデル，解析方法及

び解析条件の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，主排気筒の地震応答解析の方

法を以下に示すとおり設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

  

 

 

イ. 入力地震動 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる地震力について、設置変更許可申請書で設定した基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄを選択し，アウトプット

として設置位置を考慮した入力地震動に取りまとめた。 

・記載の適正化（解析方法を追

記。） 

  

  

 

 

ロ. 地震応答解析モデル 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる解析モデルについて，解析モデルの設定方法及び諸元を

整理し，アウトプットとして地震応答解析モデルの図面及び

諸元表に取りまとめた。 

・記載の適正化（解析方法を追

記。） 

  

  

 

 

 

ハ. 解析方法 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，解析モデルの図面及び諸元表をインプットとして，

・記載の適正化（解析方法を追

記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

地震応答解析に用いる解析コード及び解析方法を設定し，ア

ウトプットとして解析方法に取りまとめた。 

  

  

 

 

ニ. 解析条件 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，解析モデルの図面及び諸元表をインプットとして、

地震応答解析に用いる解析コード，解析条件及び物性値等の

諸元を整理し，アウトプットとして解析条件及び諸元表に取

りまとめた。 

・記載の適正化（解析方法を追

記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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(c) 応力解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，応力解析によ

る耐震評価を行うための評価対象部位，耐震評価に用いる荷

重及び荷重の組合せ，許容限界，解析モデル及び諸元並びに

評価方法の設定を要求した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，解析のインプットと

して地震応答解析結果を供給者に提供した。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，主排気筒の耐震評価を以下に

示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

  

  

   

イ. 評価対象部位 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，耐震評価を行う対

象部位として評価方針に適合している評価対象部位を特定

し，アウトプットとして評価対象部位の図面に取りまとめ

・差異なし 
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  た。 

  

  

  

 

  

  

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，耐震評価に用いる荷重及び荷重

の組合せを設定し，アウトプットとして荷重及び荷重の組合

せの表に取りまとめた。 

・記載の適正化 

  

  

 

  

  

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，評価対象部位に適用する許容限

界を設定し，アウトプットとして許容限界の表に取りまとめ

た。 

・差異なし 

   

  

 

 ・記載の適正化（二重記載とな

るため，記載を削除。） 

  

  

 

  

  

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，「4.6.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして耐震評価

を行う評価方法について，解析モデル，解析コード及び解析

諸元を設定し，アウトプットとして評価方法に取りまとめ

た。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.6.1(2)a.(b) 地震応答解析による評価方法の設定」及

び「4.6.1(2)a.(c) 応力解析による評価方法の設定」に基

づく耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.1(2)a.(b) 地震応答解析による評価方法の設

定」及び「4.6.1(2)a.(c) 応力解析による評価方法の設

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定」で定めた評価方針をインプットとして，評価方法に基づ

く耐震評価を実施し，地震応答解析による結果及び応力解析

による結果が許容限界以下であることを確認し，アウトプッ

トとして耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 供給者は，耐震設計上重要な設備を設置する主排気筒の

「4.6.1(2)a. 主排気筒の耐震計算」の結果を取りまとめ，

工認プロジェクト（耐震チーム）により，地震応答解析方法

の設定，荷重及び荷重の組合せの設定，解析モデル及び諸元

の設定並びに評価が妥当であることの確認を受けた。また，

これらの結果を，アウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，主排気筒の地震応答解析及び主排気筒の耐震計算

書として取りまとめ，アウトプットとして耐震性に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

  

 

4.6.2 耐震設計上重要な設備を設置する土木構造物の耐震

設計 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.4 耐震設計を行

う設備の抽出」のうち耐震設計上重要な設備を設置する土木

構造物について，耐震重要度分類又は重大事故等対処施設の

設備の分類に応じた耐震設計を以下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 軽油タンク基礎の耐震設計 

a. 軽油タンク基礎の地震応答解析 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.6.2(1)a.(a) 基

本方針の設定」で地震応答解析の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，地震応答解析の基本方針

及び設備図書をインプットとして，「4.6.2(1)a.(b) 地震応

答解析方法の設定」及び「4.6.2(1)a.(c) 地震応答解析の

実施」を実施するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る

解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方

針」で定めた耐震設計方針をインプットとして，軽油タンク

基礎の地震応答解析を行うための解析方針，フロー及び適用

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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規格を検討し，アウトプットとして耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

を行うための評価対象断面，解析方法，荷重及び荷重の組合

せ，解析モデル及び諸元並びに入力地震動の設定を要求し

た。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，軽油タンク基礎の解析方法を

以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

イ. 評価対象断面 

 供給者は，「4.6.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析の評

価を行う断面として解析方針に適合している評価対象断面を

特定し，アウトプットとして評価対象断面の図面に取りまと

めた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ロ. 解析方法 

 供給者は，「4.6.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象断面の図面をインプットとして，地震応

答解析に用いる解析コード及び解析方法を設定し，アウトプ

ットとして解析方法に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ハ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.6.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，地震応答解析に用いる荷重及び

荷重の組合せを設定し，アウトプットとして荷重及び荷重の

組合せの表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

  

  

ニ. 入力地震動 

 供給者は，「4.6.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる入力地震動について，設置変更許可申請書で設定した基

準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に算定し，アウ

トプットとして設置位置における基礎地盤の地質等を考慮し

・設計プロセスの差異（実績に

合わせ記載。） 
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  た入力地震動に取りまとめた。 

  

  

 

  

  

 

ホ. 解析モデル及び諸元 

 供給者は，「4.6.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象断面の図面をインプットとして，地震応

答解析に用いる解析モデル及び諸元について，評価対象断面

ごとに適用する解析モデルの条件及び方法並びに物性値等の

諸元を整理し，アウトプットとして解析モデルの図面及び諸

元表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 地震応答解析の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.6.2(1)a.(b) 地震応答解析方法の設定」に基づく地震

応答解析を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.2(1)a.(b) 地震応答解析方法の設定」で定め

た評価方針をインプットとして，耐震設計のための地震応答

解析を実施し，アウトプットとして地震応答解析結果に取り

まとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 軽油タンク基礎の耐震計算 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.6.2(1)b.(a) 基

本方針の設定」で耐震計算の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.6.2(1)b.(b) 耐震評価方

法の設定」及び「4.6.2(1)b.(c) 耐震評価の実施」を実施

するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」，

「4.6.2(1)a.(b) 地震応答解析方法の設定」及び

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

「4.6.2(1)a.(c) 地震応答解析の実施」で定めた耐震設計

方針をインプットとして，軽油タンク基礎の耐震計算を行う

ための評価方針，フロー及び適用規格を検討して，耐震計算

の基本方針を設定し，アウトプットとして耐震性に関する設

計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，耐震計算を行

うための計算対象断面，荷重及び荷重の組合せ，許容限界及

び評価方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.6.2(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，軽油タンク基礎の地震応答解

析及び応力解析による耐震評価方法の設定を以下に示すとお

り実施した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・記載の適正化（不要な文字の

削除。） 

  

  

 

  

  

 

イ. 評価対象断面 

 供給者は，「4.6.2(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，耐震評価を行う対

象断面として計算方針に適合している評価対象断面を特定

し，アウトプットとして評価対象断面の図面に取りまとめ

た。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ロ. 許容限界 

 供給者は，「4.6.2(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，耐震評価に用いる許容限界につ

いて，評価対象断面に適用する許容限界を設定し，アウトプ

ットとして許容限界の表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ハ. 評価方法 

 供給者は，「4.6.2(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして耐震評価

を行う評価方法を設定し，アウトプットとして評価方法に取

りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

(c) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「4.6.2(1)b.(b) 耐震評価方法の設定」に基づく耐震評価

を要求した。 

 

 供給者は，「4.6.2(1)b.(b) 耐震評価方法の設定」で定め

た評価方針をインプットとして，耐震評価方法に基づく耐震

評価を実施し，地震応答解析による結果及び耐震評価による

結果が許容限界以下であることを確認し，アウトプットとし

て耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 

 供給者は，「4.6.2(1)a. 軽油タンク基礎の地震応答解

析」及び「4.6.2(1)b. 軽油タンク基礎の耐震計算」の結果

を取りまとめ，工認プロジェクト（耐震チーム）により，地

震応答解析方法の設定，荷重及び荷重の組合せの設定，解析

モデル及び諸元の設定並びに評価が妥当であることの確認を

受けた。また，これらの結果を，アウトプットとして業務報

告書を作成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，軽油タンク基礎の地震応答解析及び耐震計算書と

して取りまとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，耐震設計上重要な設

備を設置する構造物のうち，燃料移送系配管ダクト，常設代

替交流電源設備基礎及び軽油タンク基礎（6号機設備）につ

・設備構成の差異（対象設備の

差異） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて，「4.6.2(1) 軽油タンク基礎の耐震設計」と同様のプ

ロセスにより地震応答解析及び耐震計算を実施し，耐震性に

関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が「4.6.2(1) 軽油タンク基礎の耐震設計」と同様

のプロセスにより地震応答解析及び耐震計算を実施し，取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

4.7 設計用床応答曲線の作成 

4.7.1 設計用床応答曲線の作成方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.1 耐震設計の基

本方針」，「4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震設計」をインプットとして，床応答スペクトル解析の方針

を検討し，設計用床応答曲線の作成方針を定め，アウトプッ

トとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

  

 

  

 

 

4.7.2 設計用床応答曲線の作成 

 設備技術グループマネージャは，「4.7.1 設計用床応答曲

線の作成方針の設定」をインプットとして，設計用床応答曲

線を作成するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，解析のインプットと

して「4.6 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震設

計」で実施した，地震応答解析結果（耐震設計上重要な設備

を設置する施設）を，供給者に提供した。 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，設計用床応答

曲線の作成を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，当社から提供した地震応答解析結果（耐震設計上重

要な設備を設置する施設）や供給者が所有する適用可能な図

書をインプットとして，建屋床応答時刻歴から床応答曲線を

作成し，床応答曲線が方針どおりに作成されていることを確

認し，アウトプットとして設計用床応答曲線を取りまとめ

た。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）により，設計

用床応答曲線が適切に作成されていることの確認を受け，そ

の結果をアウトプットとして，業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，設計用床応答曲線の作成方針として取りまとめ，

その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取

りまとめた。 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・差異なし 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

4.8 申請設備の耐震設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム，通信連絡設備チーム及び建

築チーム）は，「4.4 耐震設計を行う設備の抽出」にて抽出

した耐震設計を行う設備について，耐震重要度分類又は重大

事故等対処施設の設備の分類に応じた耐震設計を以下のとお

り実施した。 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.8.1 機器・配管系の耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム，通信連絡設備チーム及び建

築チーム）は，「4.4 耐震設計を行う設備の抽出」にて抽出

した機器・配管系について，耐震重要度分類又は重大事故等

対処施設の設備の分類に応じた耐震設計を所掌や調達先に応

じ，以下の「4.8.1(1) 機器・配管系全般の耐震評価」，

「4.8.1(2) 燃料集合体の耐震評価」及び「4.8.1(3) 通信

連絡設備の耐震評価」に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 機器・配管系全般の耐震評価 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，

「4.8.1(l)a. 設備ごとの耐震評価方針の設定」で耐震評価

の基本方針を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，耐震評価の基本方針をイ

ンプットとして，「4.8.1(1)b. 設備ごとの耐震評価方法の

設定」及び「4.8.1(1)c. 設備ごとの耐震評価の実施」を実

施するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の

管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

  

 

  

 

a. 設備ごとの耐震評価方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，「4.2 

基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方

針」をインプットとして，設備ごとの解析フロー及び適用規

格を検討し，解析又は加振試験といった評価手法の選定を実

施し，アウトプットとして設備ごとの耐震評価に係る基本方

針を定め，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

b. 設備ごとの耐震評価方法の設定 

(a) 解析による耐震評価 

 設備技術グループマネージャは，「4.8.1(1)a. 設備ごと

の耐震評価方針の設定」をインプットとして，申請設備ごと

の耐震設計に係る評価方法の設定，「4.8.1(1)c. 設備ごと

の耐震評価の実施」を実施するための仕様書を作成し，「1. 

設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，解析の

インプットとして，「4.6 耐震設計上重要な設備を設置する

施設の耐震設計」で調達した地震応答解析結果（耐震設計上

重要な設備を設置する施設）を，供給者に提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

設備ごとの耐震評価に係る方法の設定を要求した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制

御チーム，電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チ

ーム，自然現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）

からの要求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（実績の

違いによる記載の差異。） 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

設定」で設定した方針に従い，耐震評価の内容に応じ，以下

の「4.8.1(1)b.(a)イ.～ニ.」に示すとおり耐震評価方法を

設定した。 

  

  

  

 

  

  

  

 

イ. 地震応答解析を実施した後に応力評価を実施するもの 

(イ) 設備ごとの耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，評価対象設備の耐震評価箇所を確

認し，アウトプットとして設備ごとに耐震評価箇所を取りま

とめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

  (ロ) 設備ごとの地震応答解析の実施 ・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，解析手法の概要，解析コード等を

確認し，アウトプットとして設備ごとに地震応答解析の基本

方針を取りまとめ，以下に示すとおり地震応答解析の方法を

設定し，実施した。 

 

・差異なし 

  

 

  

 

 

  

 

・設計用地震力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとし，設備の配置及び減衰定数に応じ，

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「4.7 設計用床応答曲線の作成」で作成した設計用床応答

曲線から設計用地震力に設定し，アウトプットとして設計用

地震力を取りまとめた。 

 

 時刻歴応答解析を実施する設備について供給者は，

「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設定」をインプッ

トとして，設置変更許可申請書で設定した基準地震動Ｓｓ又

は弾性設計用地震動Ｓｄを入力地震力として設定し，アウト

プットとして設備ごとに入力地震動を取りまとめた。 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

  

 

 

  

 

 

・解析モデル及び諸元 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，既工認実績及び設備の構造を踏ま

え，質量，材料及び寸法等の情報を整理し，アウトプットと

して解析モデル及び諸元を取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

・地震応答解析の実施 

 供給者は，地震応答解析の基本方針，設計用地震力，解析

モデル及び諸元をインプットとして，地震応答解析を実施

し，アウトプットとして設備ごとに地震応答解析結果を取り

まとめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

(ハ) 設備ごとの応力評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価手法の概要，解析コード

等を確認し，アウトプットとして設備ごとに応力評価の基本

方針を取りまとめ，以下に示すとおり応力評価の方法を設定

した。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

・荷重の組合せ及び許容応力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価において考慮する荷重の

組合せと適用する許容応力状態を確認し，アウトプットとし

て設備ごとに荷重の組合せと許容限界を取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

  

 

 

  

 

・応力評価における荷重等の条件 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価に用いる荷重を整理し，

アウトプットとして設備ごとに応力評価における荷重等の条

件を取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

 

 

  

 

・形状及び寸法又は解析モデル及び諸元 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，既工認実績及び設備の構造を踏ま

え，質量，材料及び寸法等の情報を整理し，アウトプットと

して設備ごとの応力評価に用いる形状，寸法及び材料又は解

析モデルを取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

 

 

  

 

・応力評価方法 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，荷重の組合せと許容限界，自重及

び荷重，形状，寸法及び材料又は解析モデル及び諸元を用い

て応力を算出する方法を整理し，アウトプットとして設備ご

とに応力評価方法を取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

(ニ) 設備ごとの機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評

価方針の設定」において動的機能維持・電気的機能維持に係

る評価を実施するとした設備について機能維持評価方法を整

理し，アウトプットとして設備ごとに機能維持評価方法を取

りまとめた。 

・差異なし 

  

  

  

  

ロ. 固有値解析を実施した後に応力評価を実施するもの 

(イ) 設備ごとの耐震評価箇所の設定 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，評価対象設備の耐震評価箇所を確

認し，アウトプットとして設備ごとに耐震評価箇所を取りま

とめた。 

  

 

 

  (ロ) 設備ごとの固有値解析の実施 ・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，固有値解析手法の概要，解析コー

ド等を確認し，アウトプットとして設備ごとに固有値解析の

基本方針を取りまとめ，以下に示すとおり固有値解析の方法

を設定し，実施した。 

 

・差異なし 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

・固有値解析方法 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，固有値解析のモデル，諸元，解析

方法を整理し，アウトプットとして固有値解析方法を取りま

とめた。 

 

・差異なし 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

・固有振動数 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，各設備の固有振動数等を確認し，

アウトプットとして設備ごとに固有振動数を取りまとめた。 

・差異なし 

    (ハ) 設備ごとの応力評価方法の設定 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

  

 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価手法の概要，解析コード

等を確認し，アウトプットとして設備ごとに応力評価の基本

方針を取りまとめ，以下に示すとおり応力評価の方法を設定

した。 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

・荷重の組合せ及び許容応力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価において考慮する荷重の

組合せ，適用する許容応力状態，温度及び圧力条件並びに評

価部位の材料を整理し，アウトプットとして設備ごとに荷重

の組合せと許容限界を取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・設計用地震力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，設備の配置，減衰定数に応じ，

「4.7 設計用床応答曲線の作成」で作成した床応答曲線を

設計用地震力に設定し，アウトプットとして設備ごとに設計

用地震力を取りまとめた。 

 

 時刻歴応答解析を実施する設備について供給者は，

「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設定」をインプッ

トとして，設置変更許可申請書で設定した基準地震動Ｓｓ又

は弾性設計用地震動Ｓｄを設計用地震力に設定し，アウトプ

ットとして設備ごとに設計用地震力を取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

  

 

  

・応力評価方法 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力を算出する方法を整理し，ア

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 ウトプットとして設備ごとに応力評価方法を取りまとめた。 

 

  

 

 

  

 

・応力評価条件 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，既工認実績及び設備の構造を踏ま

え，質量，材料及び寸法等の情報を整理し，アウトプットと

して応力評価条件を取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

(ニ) 設備ごとの機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評

価方針の設定」において動的機能維持・電気的機能維持に係

る評価を実施するとした設備について機能維持評価方法を整

理し，アウトプットとして設備ごとに機能維持評価方法を取

りまとめた。 

・差異なし 

  

  

  

 

  

  

  

 

ハ. 地震応答解析及び応力評価を同時に実施するもの 

(イ) 設備ごとの耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，評価対象設備の耐震評価箇所を確

認し，アウトプットとして設備ごとに耐震評価箇所を取りま

とめた。 

・差異なし 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

(ロ) 設備ごとの地震応答解析及び応力評価の実施 

 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，解析手法の概要，解析コード等を

確認し，アウトプットとして設備ごとに地震応答解析及び応

力評価の基本方針を取りまとめ，以下に示すとおり地震応答

解析及び応力評価の方法を設定した。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

・荷重の組合せ及び許容応力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価において考慮する荷重の

組合せと適用する許容応力状態，温度及び圧力条件並びに応

力評価部位の材料を確認し，アウトプットとして設備ごとに

荷重の組合せと許容限界を取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設計用地震力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，設備の配置，減衰定数に応じ，

「4.7 設計用床応答曲線の作成」で作成した床応答曲線を

設計用地震力に設定し，アウトプットとして設備ごとに設計

用地震力を取りまとめた。 

 

 

 時刻歴応答解析を実施する設備について供給者は，

「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設定」，設置変更

許可申請書類をインプットとして，設置変更許可申請書で設

定した基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄを設計用地

震力に設定し，アウトプットとして設備ごとに設計用地震力

を取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

  

 

 

・モデル及び諸元 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，既工認実績及び設備の構造を踏ま

え，質量，材料及び寸法等の情報を整理し，アウトプットと

して設備ごとに地震応答解析モデル及び諸元を取りまとめ

た。 

・差異なし 

 

  

 

  

 

・固有振動数 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，各設備の固有振動数等を確認し，

アウトプットとして設備ごとに固有振動数を取りまとめた。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

  

 

・応力評価方法 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力を算出する方法を確認し，ア

ウトプットとして設備ごとに応力評価方法を取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

(ハ) 設備ごとの機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評

価方針の設定」において動的機能維持・電気的機能維持に係

る評価を実施するとした設備について機能維持評価方法を整

理し，アウトプットとして設備ごとに機能維持評価方法を取

りまとめた。 

・差異なし 

  

  

  

 

  

  

  

 

ニ. フォーマットを定めて耐震評価を提示するもの 

(イ) 設備ごとの耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，評価対象設備の耐震評価箇所を確

認し，アウトプットとして設備ごとに耐震評価箇所を取りま

とめた。 

・差異なし 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

(ロ) 設備ごとの地震応答解析及び応力評価の実施 

 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，解析手法の概要，解析コード等を

確認し，アウトプットとして設備ごとに地震応答解析及び応

力評価の基本方針を取りまとめ，以下に示すとおり地震応答

解析及び応力評価の方法を設定した。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

・荷重の組合せ及び許容応力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力評価において考慮する荷重の

組合せと適用する許容応力状態，温度及び圧力条件並びに応

力評価部位の材料を確認し，アウトプットとして設備ごとに

荷重の組合せと許容限界を取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

  

 

 

・設計用地震力 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとし，設備の配置，減衰定数に応じ，「4.7 

設計用床応答曲線の作成」で作成した床応答曲線を設計用地

震力に設定し，アウトプットとして設備ごとに設計用地震力

をフォーマットに取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

 

 

  

 

・モデル及び諸元 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，既工認実績及び設備の構造を踏ま

え，質量，材料及び寸法等の情報を整理し，アウトプットと

して設備ごとに地震応答解析モデル及び諸元をフォーマット

に取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

 

 

  

 

・応力評価方法 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

定」をインプットとして，応力を算出する方法を確認し，ア

ウトプットとして設備ごとに応力評価方法を取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

  

  

(ハ) 設備ごとの機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評価方針の設

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

定」をインプットとして，「4.8.1(1)a. 設備ごとの耐震評

価方針の設定」において動的機能維持・電気的機能維持に係

る評価を実施するとした設備について機能維持評価方法を整

理し，アウトプットとして設備ごとに機能維持評価方法を取

りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

c. 設備ごとの耐震評価の実施 

(a) 解析による耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.1(1)b. 設備ごとの耐震評価方法の設定」に基づいた

設備ごとの耐震評価を要求した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制

御チーム，電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チ

ーム，自然現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）

からの要求を受けて，「4.8.1(1)b. 設備ごとの耐震評価方

法の設定」をインプットとして，耐震評価を実施し，耐震評

価結果が評価基準値を満足していることを確認し，アウトプ

ットとして耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制

御チーム，電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チ

ーム，自然現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）

により，評価が「4.8.1(1)b. 設備ごとの耐震評価方法の設

定」で定めた評価方針に従っており，評価が妥当であること

の確認を受け，その結果をアウトプットとして，業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，計測制御チーム，電源設備チーム，津波・溢

水チーム，火災防護チーム，自然現象チーム，中央制御室チ

ーム及び建築チーム）の確認を受けて，供給者が提出した業

務報告書を承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，業務報

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

告書をインプットとして，耐震評価を行い，その結果をアウ

トプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(b) 加振試験による耐震評価 

 設備技術グループマネージャ，原子炉安全技術グループマ

ネージャ，柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総

括部技術計画グループマネージャ，柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部電気機器グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発

電所第二保全部原子炉グループマネージャは，「4.8.1(1)a. 

設備ごとの耐震評価方針の設定」をインプットとして，評価

対象設備の耐震評価（機能維持評価）に必要な加振試験を調

達するための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認に

おける調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 供給者は，設備技術グループマネージャ，原子炉安全技術

グループマネージャ，柏崎刈羽原子力発電所原子力安全セン

ター安全総括部技術計画グループマネージャ，柏崎刈羽原子

力発電所第二保全部電気機器グループマネージャ及び柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャが仕様

書にて要求した評価対象設備の加振試験を実施し，業務報告

書にて報告を行った。 

 

 設備技術グループマネージャ，原子炉安全技術グループマ

ネージャ，柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総

括部技術計画グループマネージャ，柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部電気機器グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発

電所第二保全部原子炉グループマネージャは，供給者から受

領した業務報告書を承認した。 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，自然現象チーム，中央制御室チーム及び建

築チーム）は，機能維持評価の評価基準値と耐震評価にて調

達した機能維持評価の機能維持評価用加速度を比較し，その

結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 燃料集合体の耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「4.8.1(2)a. 

燃料集合体の耐震評価方針の設定」で耐震評価の基本方針を

設定した。 

 

 設備技術グループマネージャは，耐震評価の基本方針をイ

ンプットとして，「4.8.1(2)b. 燃料集合体の耐震評価方法

の設定」及び「4.8.1(2)c. 燃料集合体の耐震評価の実施」

を実施するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業

務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

a. 燃料集合体の耐震評価方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「4.2 基準地

震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震応

答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方針」を

インプットとして，燃料集合体の解析フロー及び適用規格を

検討し，アウトプットとして燃料集合体の耐震設計の基本方

針を定め，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

b. 燃料集合体の耐震評価方法の設定 

 設備技術グループマネージャは，「4.8.1(2)a. 燃料集合

体の耐震評価方針の設定」をインプットとして，耐震評価方

法の設定，「4.8.1(2)c. 燃料集合体の耐震評価の実施」を

実施するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務

の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（実績の
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，燃料集合

体の耐震評価方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，燃料集合体の耐震評価方法を「4.8.1(1)b.(a)イ. 

地震応答解析を実施した後に応力評価を実施するもの」と同

様に耐震評価方法を設定した。 

違いによる記載の差異。） 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c. 燃料集合体の耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.1(2)b. 燃料集合体の耐震評価方法の設定」に基づい

た燃料集合体の耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，「4.8.1(2)b. 燃料集合体の耐震評価方法の設

定」をインプットとして，耐震評価を実施し，耐震評価結果

が評価基準値を満足していることを確認し，アウトプットと

して燃料集合体の耐震評価結果を取りまとめた。 

 

 

 供給者は，「4.8.1(2)b. 燃料集合体の耐震評価方法の設

定」で定めた評価方針に従っており，工認プロジェクト（原

子炉設備チーム）により，評価が妥当であることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして，業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，業務報告書を

インプットとして，耐震評価を行い，その結果をアウトプッ

トとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，

「4.8.1(1) 機器・配管系全般の耐震評価」及び「4.8.1(2) 

燃料集合体の耐震評価」をインプットとして，機器・配管系

の耐震計算書として取りまとめ，その結果をアウトプットと

して耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然

現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）は，

「4.8.1(1) 機器・配管系全般の耐震評価」及び「4.8.1(2) 

燃料集合体の耐震評価」をインプットとして，同様の手法を

使用して評価する設備について，手法・式等を１つの資料に

取りまとめ，その結果をアウトプットとして耐震性に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャ，建築技術グループマネージ

ャ，機器耐震技術グループマネージャ，土木耐震グループマ

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

52 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

ネージャ，地震グループマネージャ及び建築耐震グループマ

ネージャは，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制

御チーム，電源設備チーム，津波・溢水チーム，火災防護チ

ーム，自然現象チーム，中央制御室チーム及び建築チーム）

が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 通信連絡設備の耐震評価 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，

「4.8.1(3)a. 通信連絡設備の耐震評価方針の設定」で耐震

評価の基本方針を設定した。 

 

 設備技術グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部電子通信グループマネージャは，耐震評価の基本方

針をインプットとして，「4.8.1(3)b. 通信連絡設備の耐震

評価方法の設定」のうち，通信連絡設備の機能維持評価の評

価基準値を得るために必要な加振試験を調達するための仕様

書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認における調達管理の

方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 設備技術グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部電子通信グループマネージャは，耐震評価の基本方

針をインプットとして，「4.8.1(3)b. 通信連絡設備の耐震

評価方法の設定」及び「4.8.1(3)c. 通信連絡設備の耐震評

価の実施」を実施するための仕様書を作成し，「1. 設計に

係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，

「4.8.1(3)b. 通信連絡設備の耐震評価方法の設定」をイン

プットとして，「4.8.1(3)c. 通信連絡設備の耐震評価の実

施」のうち機能維持評価について，設備技術グループマネー

ジャ及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電子通信グループ

マネージャが調達した評価基準値と発生値を比較し，機能維

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 持評価を実施した。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

a. 通信連絡設備の耐震評価方針の設定 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，「4.2 基準

地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震

応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方針」

をインプットとして，解析フロー及び適用規格を検討し，加

振試験又は解析等の評価手法の選定を実施し，アウトプット

として通信連絡設備の耐震設計の基本方針を定め，耐震性に

関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 通信連絡設備の耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，設備技術グ

ループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電子

通信グループマネージャが行った調達の中で，供給者に対

し，通信連絡設備の耐震評価（機能維持評価）に必要な加振

試験の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）から

の要求を受けて，通信連絡設備の加振試験を実施し，業務報

告書にて報告を行った。 

 

 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，設備技術グ

ループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電子

通信グループマネージャが行った調達の中で，供給者に対

し，通信連絡設備の耐震評価方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）から

の要求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプ

ットとして「4.8.1(3)a. 通信連絡設備の耐震評価方針の設

定」で設定した方針に従い，「4.8.1(1)b.(a)ロ. 固有値解

析を実施した後に応力評価を実施するもの」と同様に，通信

連絡設備の耐震評価方法を設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・差異なし 

   c. 通信連絡設備の耐震評価の実施 ・表現上の差異（用語の違いに
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，設備技術グ

ループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電子

通信グループマネージャが行った調達の中で，供給者に対

し，「4.8.1(3)b. 通信連絡設備の耐震評価方法の設定」に

基づいた通信連絡設備の耐震評価のうち構造強度評価の実施

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）から

の要求を受けて，「4.8.1(3)b. 通信連絡設備の耐震評価方

法の設定」をインプットとして，構造強度評価を実施し，耐

震評価結果が評価基準値を満足していることを確認し，アウ

トプットとして耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）によ

り，評価が「4.8.1(3)b. 通信連絡設備の耐震評価方法の設

定」で定めた評価方法に従っており，評価が妥当であること

の確認を受け，その結果をアウトプットとして，業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部電子通信グループマネージャは，工認プロジェクト

（通信連絡設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業

務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，加振試験で

得られた機能維持評価の評価基準値と機能維持評価の機能維

持評価用加速度を比較し，通信連絡設備の機能維持評価を実

施した。 

 

 

 

 

よる差異） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（通信連絡設備チーム）は，「4.8.1(3) 

通信連絡設備の耐震評価」をインプットとして，通信連絡設

備の耐震計算書として取りまとめ，その結果をアウトプット

として耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（通信

連絡設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

 

 

 

4.8.2 建物・構築物の耐震設計 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.4 耐震設計を行

う設備の抽出」のうち建物・構築物について，耐震重要度分

類又は重大事故等対処施設の設備の分類に応じた耐震設計を

以下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

  (1) 原子炉格納容器コンクリート部 ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 原子炉格納容器コンクリート部の耐震計算 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.8.2(1)a.(a) 基

本方針の設定」で耐震計算の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針，既

工認及び設備図書をインプットとして，「4.8.2(1)a.(b) 地

震応答解析による評価方法の設定」，「4.8.2(1)a.(c) 応力

解析による評価方法の設定」及び「4.8.2(1)a.(d) 耐震評

価の実施」を実施するための仕様書を作成し，「1. 設計に

係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」

及び「4.6.1(1)a.(c) 地震応答解析の実施」で定めた耐震

設計方針をインプットとして，原子炉格納容器コンクリート

部の耐震計算を行うための評価方針，フロー及び適用規格を

検討して，耐震計算の基本方針を設定し，アウトプットとし

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 て耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

(b) 地震応答解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

による耐震計算を行うために「4.6.1(1)a.(b) 解析方法の

設定」に加え許容限界の設定を要求した。 

 

 供給者は,工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.8.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した既工認，設備図書及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，原子炉格納容器コン

クリート部の耐震評価に用いる許容限界について，評価対象

部位に適用する許容限界を設定し，アウトプットとして許容

限界の表に取りまとめた。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 応力解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，応力解析によ

る耐震評価を行うための評価対象部位，耐震評価に用いる荷

重及び荷重の組合せ，許容限界，解析モデル及び諸元並びに

評価方法の設定を要求した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，解析のインプットと

して「4.6.1(1)a. 原子炉建屋の地震応答解析」で調達した

地震応答解析結果を供給者に提供した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.8.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した既工認，設備図書及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，原子炉格納容器コン

クリート部の耐震評価を以下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

  

  

  

イ. 評価対象部位 

 供給者は，「4.8.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，耐震評価を行う対

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

象部位として評価方針に適合している評価対象部位を特定

し，アウトプットとして評価対象部位の図面に取りまとめ

た。 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.8.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，耐震評価に用いる荷重及び荷重

の組合せについて，評価方針及び適用規格に適合した

「4.6.1(1)a. 原子炉建屋の地震応答解析」による解析結果

を取込んだ荷重及び荷重の組合せを設定し，アウトプットと

して荷重及び荷重の組合せの表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，「4.8.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，評価対象部位に適用する許容限

界を設定し，アウトプットとして許容限界の表に取りまとめ

た。 

・差異なし 

 

  

  

 

 

・記載の適正化（二重記載のた

め削除） 

  

  

 

  

  

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，「4.8.2(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして耐震評価

を行う評価方法について，解析モデル，解析コード及び解析

諸元を設定し，アウトプットとして評価方法に取りまとめ

た。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(d) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.2(1)a.(b) 地震応答解析による評価方法の設定」及

び「4.8.2(1)a.(c) 応力解析による評価方法の設定」に基

づく耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けて，「4.8.2(1)a.(b) 地震応答解析による評価方法の設

定」及び「4.8.2(1)a.(c) 応力解析による評価方法の設

定」で定めた評価方法をインプットとして，評価方法に基づ

く耐震評価を実施し，地震応答解析による結果及び応力解析

による結果が許容限界以下であることを確認し，アウトプッ

トとして耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 供給者は，耐震設計上重要な設備を設置する原子炉格納容

器コンクリート部の「4.8.2(1)a. 原子炉格納容器コンクリ

ート部の耐震計算」の結果を取りまとめ，工認プロジェクト

（耐震チーム）により地震応答解析方法の設定，荷重及び荷

重の組合せの設定，解析モデル及び諸元の設定並びに評価が

妥当であることの確認を受けた。また，これらの結果を，ア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，原子炉格納容器コンクリート部の耐震計算書とし

て取りまとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が「4.8.2(1)a. 原子炉格納容器コンクリート部の

耐震計算」で取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  （その他設備）  ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム及び中央制御室チーム）

は，建物・構築物のうち，使用済燃料貯蔵プール，キャスク

ピット，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設），復水貯蔵

槽，中央制御室遮蔽，中央制御室退避室遮蔽，緊急時対策所

遮蔽及び原子炉建屋基礎スラブについて，原子炉格納容器コ

ンクリート部と同様のプロセスにより耐震計算を実施し，耐

震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャ，建築耐震グループマネージ

ャ及び建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム及び中央制御室チーム）が「4.8.2(1)a. 原子

炉格納容器コンクリート部の耐震計算」と同様のプロセスで

耐震評価を実施し取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

  

  

 

  

 

 

 

4.8.3 浸水防護施設の耐震設計 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム，建築チーム及び計

測制御チーム）は，「4.4 耐震設計を行う設備の抽出」のう

ち浸水防護施設について，耐震重要度分類又は重大事故等対

処施設の設備の分類に応じた耐震設計を以下に示すとおり実

施した。 

・表現上の差異 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 浸水防護施設に係る建物の耐震設計 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で耐震計算の基本方

針を設定した。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.8.3(1)a.(b) 地震応答解

析による評価方法の設定」，「4.8.3(1)a.(c) 耐震評価方法

の設定」及び「4.8.3(1)a.(d) 耐震評価の実施」を実施す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

a. 水密扉の耐震計算 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「4.2 基準地

震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤

の支持性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，

「4.5.1 地震応答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基

本方針」及び「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する

建物の耐震設計」で定めた耐震設計方針をインプットとし

て，水密扉の耐震計算を行うための評価方針，フロー及び適

用規格を検討して，耐震計算の基本方針を設定し，その結果

をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

による耐震計算を行うために，「4.6.1(1) 耐震設計上重要

な設備を設置する建物の耐震設計」における地震応答解析結

果を取込み，各扉の設計震度の算定を要求した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，解析のインプットと

して「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐

震設計」で調達した地震応答解析結果を供給者に提出した。 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針及び設備図書をインプットとして，水密扉の耐震評価に用

いる設計震度を算定し，アウトプットとして設計震度の表に

取りまとめた。 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，耐震評価を行

うための評価対象部位，解析方法，耐震評価に用いる荷重及

び荷重の組合せ，材料の諸元，許容限界，評価方法及び評価

条件の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針及び設備図書をインプットとして，水密扉の耐震評価を以

下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，耐震評価を行う対

象部位として評価方針に適合している評価対象部位を特定

し，その結果をアウトプットとして計算対象部位の図面に取

りまとめた。 

・記載の適正化（不要な記載を

削除。） 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，耐震評価に用いる荷重及び荷重

の組合せについて，評価方針及び適用規格に適合した

「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設

計」における地震応答解析結果を取込んだ荷重及び荷重の組

合せを設定し，その結果をアウトプットとして荷重及び荷重

の組合せの表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，評価対象部位に適用する許容限

界を設定し，その結果をアウトプットとして許容限界の表に

取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして

「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設

計」における地震応答解析結果を取込んだ評価方法を設定

し，その結果をアウトプットとして評価方法に取りまとめ

た。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

  

  

 

  

 

 

 

ホ. 評価条件 

 供給者は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，解析モデルの図面及び諸元表をインプットとして，

耐震評価を行う評価条件を設定し，その結果をアウトプット

として評価条件に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，水密扉につい

て「4.8.3(1)a.(b) 地震応答解析による評価方法の設定」

及び「4.8.3(1)a.(c) 耐震評価方法の設定」に基づく耐震

評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，水密扉について「4.8.3(1)a.(b) 地震応答解析に

よる評価方法の設定」及び「4.8.3(1)a.(c) 耐震評価方法

の設定」で定めた評価方針をインプットとして，評価方法に

基づく耐震評価を実施し，地震応答解析による結果及び耐震

評価による結果が許容限界以下であることを確認し，その結

果をアウトプットとして耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 

 供給者は，「4.8.3(1)a. 水密扉の耐震計算」の結果を取

りまとめ，工認プロジェクト（建築チーム）により，地震応

答解析方法の設定，荷重及び荷重の組合せの設定，評価対象

部位の設定及び評価条件の設定並びに評価が妥当であること

の確認を受けた。また，これらの結果を，アウトプットとし

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，水密扉の耐震計算書として取りまとめ，

その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取

りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が「4.8.3(1)a.(a)」～「4.8.3(1)a.(d)」

で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，浸水防護施設に係る建物のうち水密扉付止水堰につい

て，「4.8.3(1)a. 水密扉の耐震計算」と同様のプロセスに

より，耐震計算を実施し，耐震性に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム及び建築チーム）が「4.8.3(1)a. 水密扉の

耐震計算」と同様のプロセスで耐震評価を実施し取りまとめ

た設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

b. 管理区域外伝播防止堰の耐震計算 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で耐震計算の基本方針

を設定した。 

 

 設備技術グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.8.3(1)b.(b) 地震応答解

析による評価方法の設定」，「4.8.3(1)b.(c) 耐震評価方法

の設定」及び「4.8.3(1)b.(d) 耐震評価の実施」を実施す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

・差異なし 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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 理」に従い，調達管理を実施した。 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「4.2 基準地

震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤

の支持性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，

「4.5.1 地震応答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基

本方針」及び「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する

建物の耐震設計」で定めた耐震設計方針をインプットとし

て，管理区域外伝播防止堰の耐震計算を行うための評価方

針，フロー及び適用規格を検討して，耐震計算の基本方針を

設定し，その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計

資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析による評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応答解析

による耐震計算を行うために，「4.6.1(1) 耐震設計上重要

な設備を設置する建物の耐震設計」における地震応答解析結

果を取込み，管理区域外伝播防止堰の設計震度の算定を要求

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針及び設備図書をインプットとして，管理区域外伝播防止堰

の耐震評価に用いる設計震度を算定し，アウトプットとして

設計震度の表に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・記載の適正化（設計実績に合

わせ記載変更。） 

  

 

 

  

 

 

(c) 耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，耐震評価を行

うための評価対象部位，解析方法，耐震評価に用いる荷重及

び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
・記載の適正化（不要な記載を

削除。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」及び

「4.8.3(1)b.(b) 地震応答解析による評価方法の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，管理区域

外伝播防止堰の耐震評価を以下に示すとおり実施した。 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
 

  

  

 

  

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，耐震評価を行う対

象部位として評価方針に適合している評価対象部位を特定

し，その結果をアウトプットとして計算対象部位の図面に取

りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

ロ. 解析方法 

 供給者は，「4.8.3(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして，

「4.8.3(1)b.(b) 地震応答解析による評価方法の設定」で

求めた最大応答加速度を基に，評価対象部位に適用する解析

方法を設定し，その結果をアウトプットとして解析方法に取

りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

ハ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，耐震評価に用いる荷重及び荷重

の組合せについて，評価方針及び適用規格に適合した

「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設

計」における地震解析結果を取込んだ荷重及び荷重の組合せ

を設定し，その結果をアウトプットとして荷重及び荷重の組

合せの表に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

ニ. 許容限界 

 供給者は，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

価方針をインプットとして，評価対象部位に適用する許容限

界を設定し，その結果をアウトプットとして許容限界の表に

取りまとめた。 

行っている。） 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

ホ. 評価方法 

 供給者は，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして

「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設

計」における地震応答解析結果を取込んだ評価方法を設定

し，その結果をアウトプットとして評価方法に取りまとめ

た。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・表現上の差異 

  

  

 

 

  

 

 

 

ヘ. 評価条件 

 供給者は，「4.8.3(1)b.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針，解析モデルの図面及び諸元表をインプットとして，

耐震評価を行う評価条件を設定し，その結果をアウトプット

として評価条件に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，管理区域外伝

播防止堰について「4.8.3(1)b.(b) 地震応答解析による評

価方法の設定」及び「4.8.3(1)b.(c) 耐震評価方法の設

定」に基づく耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「4.8.3(1)b.(b) 地震応答解析による評価方法の設

定」及び「4.8.3(1)b.(c) 耐震評価方法の設定」で定めた

評価方針をインプットとして，評価方法に基づく耐震評価を

実施し，地震応答解析による結果及び耐震評価による結果が

許容限界以下であることを確認し，その結果をアウトプット

として耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 供給者は，「4.8.3(1)b. 管理区域外伝播防止堰の耐震計

算」の結果を取りまとめ，工認プロジェクト（建築チーム）

により，地震応答解析方法の設定，耐震評価方法及び評価条

件の設定並びに評価が妥当であることの確認を受けた。ま

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は調達で解析を行ってい

る。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た，これらの結果を，アウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとし，管理区域外伝播防止堰の耐震計算書として

取りまとめ，その結果をアウトプットとして耐震性に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が「4.8.3(1)b.(a)」～「4.8.3(1)b.(d)」

で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，浸水防護施設に係る建物のうち溢水伝播防止堰につい

て，「4.8.3(1)b. 管理区域外伝播防止堰の耐震計算」と同

様のプロセスにより，耐震計算を実施し，耐震性に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム及び建築チーム）が「4.8.3(1)b. 管理区域

外伝播防止堰の耐震計算」と同様のプロセスで耐震評価を実

施し，取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
 

・インプットの差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

  

   

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

  

  

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

  

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

  

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

  

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

 

 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

(2) 浸水防護施設に係る機器・配管系の耐震評価 

a. 床ドレンライン浸水防止治具の耐震評価 

(a) 床ドレンライン浸水防止治具の耐震評価の基本方針の

設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「4.2 基準地

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震応

答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」及び設

備図書をインプットとして，床ドレンライン浸水防止治具の

適用規格を整理し，また設置位置，設備構造及び耐震評価フ

ローを図にまとめ，アウトプットとして床ドレンライン浸水

防止治具の耐震評価の基本方針を定め，耐震性に関する設計

資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 床ドレンライン浸水防止治具の耐震評価方法の設定 

 

 設備技術グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.8.3(2)a.(b)  床ドレン

ライン浸水防止治具の耐震評価方法の設定」及び

「4.8.3(2)a.(c) 耐震評価の実施」を実施するための仕様

書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調

達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，床ドレ

ンライン浸水防止治具の耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，床ドレンライン浸水防止治具の耐震評価箇所

に対する固有値解析の実施，応力評価方法及び機能維持評価

方法の設定を以下に示すとおり実施した。 

・設備構成の差異 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

  

  

 

  

 

 

 

イ. 耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(a) 床ドレンライン浸水防止治具

の耐震評価の基本方針の設定」で定めた基本方針，設備図書

及びＪＥＡＧ等の適用規格をインプットとして，床ドレンラ

イン浸水防止治具の耐震評価箇所を確認して図にまとめ，そ

の結果をアウトプットとして耐震評価箇所の図面に取りまと

めた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

 

ロ. 固有値解析の実施 

 供給者は，固有値解析の基本方針の設定，固有値解析の方

法の設定，固有値解析を以下に示すとおり実施した。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

77 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

  

 

 

 

(イ) 固有値解析の基本方針の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(a) 床ドレンライン浸水防止治具

の耐震評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプッ

トとして，固有値解析手法の概要を確認し，アウトプットと

して床ドレンライン浸水防止治具の固有値解析の基本方針を

取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

(ロ) 固有値解析の方法の設定 

・固有値解析の方法 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ロ.(イ) 固有値解析の基本方

針の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格をイ

ンプットとして，固有値解析のモデル，諸元及び解析方法を

整理し，アウトプットとして床ドレンライン浸水防止治具の

固有値解析の方法を取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・固有値解析の条件 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ロ.(イ) 固有値解析の基本方

針の設定」で定めた固有値解析の基本方針及び設備図書をイ

ンプットとして，床ドレンライン浸水防止治具の構造を踏ま

え，材料，質量，寸法等の情報を整理し，アウトプットとし

て固有値解析の条件を取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(ハ) 固有値解析の実施 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ロ.(イ) 固有値解析の基本方

針の設定」で定めた固有値解析の基本方針及び

「4.8.3(2)a.(b)ロ.(ロ) 固有値解析の方法の設定」で定め

た固有値解析の方法をインプットとして，床ドレンライン浸

水防止治具の固有振動数等を確認し，アウトプットとして床

ドレンライン浸水防止治具の固有値解析結果を取りまとめ

た。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

 

ハ. 応力評価方法の設定 

 供給者は，床ドレンライン浸水防止治具の応力評価の基本

方針の設定，荷重の組合せ及び許容応力の設定，設計用地震

力の設定，応力評価方法の設定，応力評価条件の設定を以下

に示すとおり実施した。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 
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78 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(イ) 応力評価の基本方針の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(a) 床ドレンライン浸水防止治具

の耐震評価の基本方針の設定」で定めた基本方針及び

「4.8.3(2)a.(b)イ. 耐震評価箇所の設定」で定めた評価箇

所をインプットとして，評価箇所に対する荷重の組合せ及び

許容応力，設計用地震力，応力評価方法及び応力評価条件を

求めるための基本方針を設定し，その結果をアウトプットと

して床ドレンライン浸水防止治具の応力評価の基本方針に取

りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

 

 

 

(ロ) 荷重の組合せ及び許容応力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ハ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格をイン

プットとして，応力評価において考慮する荷重の組合せ，適

用する許容応力状態，温度条件及び評価部位の材料を整理

し，アウトプットとして床ドレンライン浸水防止治具の荷重

の組合せ及び許容応力を取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

(ハ) 設計用地震力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ハ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針をインプットとして，設備の配

置，減衰定数に応じ，「4.7 設計用床応答曲線の作成」で作

成した床応答曲線を設計用地震力に設定し，アウトプットと

して床ドレンライン浸水防止治具の設計用地震力を取りまと

めた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

 

 

 

(ニ) 応力評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ハ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及び適用規格をインプットとし

て，応力を算出する方法を整理し，アウトプットとして床ド

レンライン浸水防止治具の応力評価方法を取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

  

  

  

 

 

(ホ) 応力評価条件の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(b)ハ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格をイン

プットとして，床ドレンライン浸水防止治具の構造に応じた

質量，材料，寸法等の情報を整理し，アウトプットとして床

ドレンライン浸水防止治具の応力評価条件を取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 
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79 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

  

 

  

 

 

 

ニ. 機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(a) 床ドレンライン浸水防止治具

の耐震評価の基本方針の設定」で定めた基本方針，技術資料

及びＪＥＡＧ等の適用規格をインプットとして，床ドレンラ

イン浸水防止治具の機能維持評価方法を整理し，アウトプッ

トとして床ドレンライン浸水防止治具の機能維持評価方法を

取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・評価方法の差異 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 耐震評価の実施 

 供給者は，「4.8.3(2)a.(a) 床ドレンライン浸水防止治具

の耐震評価の基本方針の設定」で定めた基本方針，

「4.8.3(2)a.(b)ロ.(ハ) 固有値解析の実施」で求めた固有

値解析結果，「4.8.3(2)a.(b)ハ. 応力評価方法の設定」で

求めた，荷重の組合せ及び許容応力，設計用地震力，応力評

価方法，応力評価条件並びに「4.8.3(2)a.(b)ニ. 機能維持

評価方法の設定」で求めた機能維持評価方法をインプットと

して，床ドレンライン浸水防止治具の耐震評価について，評

価方法に基づく耐震評価を実施し，その結果をアウトプット

として耐震評価結果に取りまとめた。 

 

 

 

 供給者は，取りまとめた耐震評価結果について，工認プロ

ジェクト（津波・溢水チーム）により，評価箇所の設定，固

有値解析，応力評価方法の設定及び機能維持評価方法の設定

並びに評価が妥当であることの確認を受けた。また，これら

の結果を，アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，床ドレンライン浸水防止治具の耐震計算

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を
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80 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書として取りまとめ，その結果をアウトプットとして耐震性

に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が「4.8.3(2)a.(a)」～

「4.8.3(2)a.(c)」で取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，取水槽閉止板について，「4.8.3(2)a. 床ドレンライン

浸水防止治具の耐震評価」と同様のプロセスにより耐震評価

を実施し，耐震性に関する設計資料を取りまとめた。 

 

 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム及び建築チーム）が「4.8.3(2)a. 床ドレン

ライン浸水防止治具の耐震評価」と同様のプロセスで耐震評

価を実施し，取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

行っている。） 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

b. 取水槽水位計の耐震評価 

(a) 取水槽水位計の耐震評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，「4.2 基準地震

動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震応答

解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方針」をイ

ンプットとして，取水槽水位計の解析フロー及び適用規格を

検討し，アウトプットとして取水槽水位計の耐震設計に係る

基本方針を定め，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

  

 

 

 

(b) 取水槽水位計の耐震評価方法の設定 

 設備技術グループマネージャは，「4.8.3(2)b.(a) 取水槽

水位計の耐震評価の基本方針の設定」をインプットとして，

取水槽水位計の耐震評価方法を設定するための仕様書を作成

し，「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を

・設備構成の差異 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，取水槽水

位計の耐震評価箇所の設定，地震応答解析の実施，応力評価

の実施及び機能維持評価の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，耐震評価箇所の設定，地震応答解析，応力評価

及び機能維持評価を以下に示すとおり実施した。 

 

 

・記載の適正化（要求事項の明

記。） 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

イ. 耐震評価箇所の設定 

 供給者は「4.8.3(2)b.(a) 取水槽水位計の耐震評価の基

本方針の設定」で定めた基本方針，当社から提供した設備図

書，供給者が所有する適用可能な設備図書及びＪＥＡＧ等の

適用規格をインプットとして，取水槽水位計の耐震評価箇所

を確認し，アウトプットとして取水槽水位計の耐震評価箇所

を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

 

ロ. 地震応答解析及び応力評価の実施 

 供給者は，地震応答解析及び応力評価の基本方針の設定，

荷重の組合せ及び許容応力の設定，設計用地震力の設定，解

析モデル及び諸元の設定，固有値の設定及び応力評価方法の

設定を以下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

  

  

 

  

  

 

(イ) 地震応答解析及び応力評価の基本方針の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)b.(a) 取水槽水位計の耐震評価の基

本方針の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格

をインプットとして，地震応答解析手法の概要，応力評価手

法の概要，解析コード等を確認し，アウトプットとして取水

槽水位計の地震応答解析及び応力評価の基本方針を取りまと

めた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

  

  

  

  

(ロ) 荷重の組合せ及び許容応力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)b.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等

の適用規格をインプットとして，応力評価において考慮する

荷重の組合せ，適用する許容応力状態，温度条件及び評価部

位の材料を整理し，アウトプットとして取水槽水位計の荷重

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  の組合せ及び許容応力を取りまとめた。 

  

  

 

 

  

  

 

 

(ハ) 設計用地震力の設定 

 供給者は「4.8.3(2)b.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応力

評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットとし

て，設備の配置，減衰定数に応じ，「4.7 設計用床応答曲線

の作成」で作成した床応答曲線を設計用地震力に設定し，ア

ウトプットとして取水槽水位計の設計用地震力を取りまとめ

た。 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

(ニ) 解析モデル及び諸元の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)b.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットと

して，設備の構造を踏まえ，材料，寸法，重量等の情報を整

理し，アウトプットとして取水槽水位計の解析モデル及び諸

元を取りまとめた。 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

(ホ) 固有値 

 供給者は，「4.8.3(2)b.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットと

して，取水槽水位計の固有値を確認し，アウトプットとして

取水槽水位計の固有値を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

(ヘ) 応力評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)b.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針及び適用規格を

インプットとして，応力を算出する方法を整理し，アウトプ

ットとして取水槽水位計の応力評価方法を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

ハ. 機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)b.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針，技術資料及び

ＪＥＡＧ等の適用規格をインプットとして，取水槽水位計の

機能維持評価方法を整理し，アウトプットとして取水槽水位

計の機能維持評価方法を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

 

(c) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.3(2)b.(b) 取水槽水位計の耐震評価方法の設定」に

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

83 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基づいた取水槽水位計の耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，「4.8.3(2)b.(b) 取水槽水位計の耐震評価方法

の設定」をインプットとして，耐震評価を実施し，耐震評価

結果が評価基準値を満足していることを確認し，アウトプッ

トとして耐震評価結果を取りまとめた。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）により，

評価が「4.8.3(2)b.(a) 取水槽水位計の耐震評価の基本方

針の設定」で定めた評価方針に従っており，評価が妥当であ

ることの確認を受け，その結果をアウトプットとして，業務

報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，取水槽水位計の耐震計算書にまとめ，それ

をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）が「4.8.3(2)b.(a)～「4.8.3(2)b.(c)」で取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異 

・記載の適正化（脱字の訂

正。） 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

c. 貫通部止水処置の耐震評価 

(a) 貫通部止水処置の耐震評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「4.2 基準地

震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震応

答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」及び設

備図書をインプットとして，貫通部止水処置の適用規格を整

理し，また設置位置，設備構造及び耐震評価フローを図にま

とめ，アウトプットとして貫通部止水処置の耐震評価の基本

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

方針を定め，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 貫通部止水処置の耐震評価方法の設定 

 設備技術グループマネージャは，「4.8.3(2)c.(a) 貫通部

止水処置の耐震評価の基本方針の設定」で定めた基本方針を

インプットとして，貫通部止水処置の耐震評価方法を設定す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，貫通部

止水処置の耐震評価箇所の設定，荷重評価の実施を要求し

た。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，耐震評価箇所の設定及び荷重評価の実施を以

下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

イ. 耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)c.(a) 貫通部止水処置の耐震評価の

基本方針の設定」で定めた基本方針，当社から提供した設備

図書，供給者が所有する適用可能な設備図書及びＪＥＡＧ等

の適用規格をインプットとして，貫通部止水処置の耐震評価

箇所を確認し，アウトプットとして貫通部止水処置の耐震評

価箇所を取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

ロ. 荷重評価の実施 

 供給者は，荷重評価の基本方針の設定，荷重の組合せ及び

許容荷重の設定，設計用地震力の設定，荷重評価方法の設定

を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(イ) 荷重評価の基本方針の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)c.(a) 貫通部止水処置の耐震評価の

基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットとして，荷

重評価手法の概要を確認し，アウトプットとして貫通部止水

処置の荷重評価の基本方針を取りまとめた。 

・差異なし 

    (ロ) 荷重の組合せ及び許容荷重の設定 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

  

 

供給者は，「4.8.3(2)c.(b)ロ.(イ) 荷重評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格をイン

プットとして，応力評価において考慮する荷重の組合せ及び

適用する許容応力状態を整理し，アウトプットとして貫通部

止水処置の荷重の組合せ及び許容応力を取りまとめた。 

  

  

 

 

  

  

 

 

(ハ) 設計用地震力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)c.(b)ロ.(イ) 荷重評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針をインプットとして，設備の配

置，減衰定数に応じ，「4.7 設計用床応答曲線の作成」で作

成した床応答曲線を設計用地震力に設定し，アウトプットと

して貫通部止水処置の設計用地震力を取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(ニ) 荷重評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)c.(b)ロ.(イ) 荷重評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及び適用規格をインプットとし

て，荷重を算出する方法を整理し，アウトプットとして貫通

部止水処置の荷重評価方法を取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.3(2)c.(b) 貫通部止水処置の耐震評価方法の設定」

に基づいた貫通部止水処置の耐震評価を要求した。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「4.8.3(2)c.(b) 貫通部止水処置の耐震評価

方法の設定」をインプットとして，耐震評価を実施し，耐震

評価結果が評価基準値を満足していることを確認し，アウト

プットとして耐震評価結果を取りまとめた。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）によ

り，評価が「4.8.3(2)c.(a) 貫通部止水処置の耐震評価の

基本方針の設定」で定めた評価方針に従っており，評価が妥

当であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て，業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，貫通部止水処置の耐震計算書にまとめ，

それをアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が「4.8.3(2)c.(a)～

「4.8.3(2)c.(c)」で取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

d. 津波監視カメラの耐震評価 

(a) 津波監視カメラの耐震評価方針の設定 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，「4.2 基準地震

動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震応答

解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方針」をイ

ンプットとして，津波監視カメラの適用規格を整理し，また

設置位置，設備構造及び耐震評価フローを図にまとめ，アウ

トプットとして津波監視カメラの耐震評価の基本方針を定

め，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 津波監視カメラの耐震評価方法の設定 

 設備技術グループマネージャは，「4.8.3(2)d.(a) 津波監

視カメラの耐震評価方針の設定」をインプットとして，津波

監視カメラの耐震評価方法の設定するための仕様書を作成

し，「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を

実施した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，津波監視

カメラの耐震評価箇所の設定，地震応答解析の実施，応力評

価の実施及び機能維持評価の実施を要求した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，耐震評価箇所の設定，地震応答解析，応力評価

及び機能維持評価を以下に示すとおり実施した。 

 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

イ. 耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(a) 津波監視カメラの耐震評価方

針の設定」で定めた基本方針，当社から提供した設備図書，

供給者が所有する適用可能な設備図書及びＪＥＡＧ等の適用

規格をインプットとして，津波監視カメラの耐震評価箇所を

確認し，アウトプットとして津波監視カメラの耐震評価箇所

を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

  

 

 

ロ. 地震応答解析及び応力評価の実施 

 供給者は，地震応答解析及び応力評価の基本方針の設定，

荷重の組合せ及び許容応力の設定，設計用地震力の設定，解

析モデル及び諸元の設定，固有値の算出及び応力評価方法の

設定を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(イ) 地震応答解析及び応力評価の基本方針の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(a) 津波監視カメラの耐震評価方

針の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格をイ

ンプットとして，地震応答解析手法の概要，応力評価手法の

概要及び解析コード等を確認し，アウトプットとして津波監

視カメラの地震応答解析及び応力評価の基本方針を取りまと

めた。 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

  

 

(ロ) 荷重の組合せ及び許容応力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等

の適用規格をインプットとして，応力評価において考慮する

荷重の組合せ，適用する許容応力状態，温度条件及び評価部

位の材料を整理し，アウトプットとして津波監視カメラの荷

重の組合せ及び許容応力を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

   

 

(ハ) 設計用地震力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットと

して，「4.6.1(2) 耐震設計上重要な設備を設置する構築物

の耐震設計」における地震応答解析結果を取込み，設計用地

・設計プロセスの差異（設計実

績の差異。） 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

震力に設定し，アウトプットとして津波監視カメラの設計用

地震力を取りまとめた。 

  

  

 

  

  

 

(ニ) 解析モデル及び諸元の設定 

 供給者は「4.8.3(2)d.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応力

評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットとし

て，設備の構造を踏まえ，材料，寸法，重量等の情報を整理

し，アウトプットとして津波監視カメラの解析モデル及び諸

元を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

  

 

(ホ) 固有値の算出 

 供給者は「4.8.3(2)d.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応力

評価の基本方針の設定」で定めた基本方針をインプットとし

て，津波監視カメラの固有値を確認し，アウトプットとして

津波監視カメラの固有値を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

  

 

(ヘ) 応力評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針及び適用規格を

インプットとして，応力を算出する方法を整理し，アウトプ

ットとして津波監視カメラの応力評価方法を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

  

 

ハ. 機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(b)ロ.(イ) 地震応答解析及び応

力評価の基本方針の設定」で定めた基本方針，技術資料及び

ＪＥＡＧ等の適用規格をインプットとして，津波監視カメラ

の機能維持評価方法を整理し，アウトプットとして津波監視

カメラの機能維持評価方法を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

(c) 津波監視カメラの耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.3(2)d.(b) 津波監視カメラの耐震評価方法の設定」

に基づいた設備ごとの応力評価及び機能維持評価を要求し

た。 

 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(b) 津波監視カメラの耐震評価方

法の設定」をインプットとして，応力評価及び機能評価を実

施し，耐震評価結果が評価基準値を満足していることを確認

し，アウトプットとして津波監視カメラの耐震評価結果をリ

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ストにまとめた。 

 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(a) 津波監視カメラの耐震評価方

針の設定」で定めた評価方針に従っており，工認プロジェク

ト（計測制御チーム）により，評価が妥当であることの確認

を受け，それをアウトプットとして，業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，

「4.8.3(2)d.(a)」～「4.8.3(2)d.(c)」をインプットとし

て，津波監視カメラの耐震計算書として取りまとめ，その結

果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・記載の適正化（耐震計算書を

取りまとめたプロセスを追

記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(d) 津波監視カメラ制御架の耐震評価の基本方針の設定 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，「4.5.2 機能維

持の基本方針」及び設備図書をインプットとして，津波監視

カメラ制御架の適用規格を整理し，また設置位置，設備構造

及び耐震評価フローを図にまとめ，アウトプットとして津波

監視カメラ制御架の耐震評価の基本方針を定め，耐震性に関

する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・解析方法の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(e) 津波監視カメラ制御架の耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，「4.8.3(2)d.(d) 

津波監視カメラ制御架の耐震評価の基本方針の設定」で定め

た基本方針をインプットとして，津波監視カメラ制御架の耐

震評価方法を設定するための仕様書を作成し，「1. 設計に

係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，津波監視

カメラ制御架の耐震評価箇所の設定，応力評価の実施及び機

能維持評価の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，耐震評価箇所の設定，応力評価及び機能維持評

価を以下に示すとおり実施した。 

・設備構成の差異 

・解析方法の差異 

 

 

・解析方法の差異 

 

  

  

 

  

  

 

イ. 耐震評価箇所の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(d) 津波監視カメラ制御架の耐震

評価の基本方針の設定」で定めた基本方針，当社から提供し

た設備図書，供給者が所有する適用可能な設備図書及びＪＥ

ＡＧ等の適用規格をインプットとして，津波監視カメラ制御

架の耐震評価箇所を確認し，アウトプットとして津波監視カ

メラ制御架の耐震評価箇所を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

 

ロ. 応力評価の実施 

 供給者は，応力評価の基本方針の設定，荷重の組合せ及び

許容応力の設定，設計用地震力の設定，解析モデル及び諸元

の設定，固有値の算出及び応力評価方法の設定を以下に示す

とおり実施した。 

・解析方法の差異 

・表現上の差異 

  

  

 

  

  

 

(イ) 応力評価の基本方針の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(d) 津波監視カメラ制御架の耐震

評価の基本方針の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の

適用規格をインプットとして，応力評価手法の概要及び解析

コード等を確認し，アウトプットとして津波監視カメラ制御

架の応力評価の基本方針を取りまとめた。 

・解析方法の差異 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

  

 

(ロ) 荷重の組合せ及び許容応力の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(e)ロ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及びＪＥＡＧ等の適用規格をイン

プットとして，応力評価において考慮する荷重の組合せ，適

用する許容応力状態，温度条件及び評価部位の材料を整理

し，アウトプットとして津波監視カメラ制御架の荷重の組合

せ及び許容応力を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・解析方法の差異 

 

  

  

  

  

(ハ) 設計用地震力の設定 

 供給者は「4.8.3(2)d.(e)ロ.(イ) 応力評価の基本方針の

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

設定」で定めた基本方針をインプットとして，設備の配置，減

衰定数に応じ，「4.7 設計用床応答曲線の作成」で作成した床

応答曲線を設計用地震力に設定し，アウトプットとして津波

監視カメラ制御架の設計用地震力を取りまとめた。 

  

  

 

  

  

 

(ニ) 解析モデル及び諸元の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(e)ロ.(イ) 応力評価の基本方針の

設定」で定めた基本方針をインプットとして，設備の構造を踏

まえ，材料，寸法及び重量等の情報を整理し，アウトプットと

して津波監視カメラ制御架の解析モデル及び諸元を取りまと

めた。 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

  

 

(ホ) 固有値の算出 

 供給者は「4.8.3(2)d.(e)ロ.(イ) 応力評価の基本方針の

設定」で定めた基本方針をインプットとして，津波監視カメ

ラ制御架の固有値を確認し，アウトプットとして津波監視カ

メラ制御架の固有値を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・解析方法の差異 

 

  

  

 

  

  

 

(へ) 応力評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(e)ロ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針及び適用規格をインプットとし

て，応力を算出する方法を整理し，アウトプットとして津波

監視カメラ制御架の応力評価方法を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

  

 

  

  

 

ハ. 機能維持評価方法の設定 

 供給者は，「4.8.3(2)d.(e)ロ.(イ) 応力評価の基本方針

の設定」で定めた基本方針，技術資料及びＪＥＡＧ等の適用

規格をインプットとして，津波監視カメラ制御架の機能維持

評価方法を整理し，アウトプットとして津波監視カメラ制御

架の機能維持評価方法を取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(f) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.3(2)d.(e) 津波監視カメラ制御架の耐震評価方法の

設定」に基づいた津波監視カメラ制御架の耐震評価を要求し

た。 

・設計プロセスの差異 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，「4.8.3(2)d.(e) 津波監視カメラ制御架の耐震

評価方法の設定」をインプットとして，耐震評価を実施し，

耐震評価結果が評価基準値を満足していることを確認し，ア

ウトプットとして耐震評価結果を取りまとめた。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）により，

評価が「4.8.3(2)d.(d) 津波監視カメラ制御架の耐震評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針に従っており，評価が

妥当であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て，業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，「4.8.3(2)d.(d) 

津波監視カメラ制御架の耐震評価の基本方針の設定」から

「4.8.3(2)d.(f) 耐震評価の実施」をインプットとして，

津波監視カメラ制御架の耐震計算書として取りまとめ，その

結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）が「4.8.3(2)d.(a)」～「4.8.3(2)d.(f)」で取

りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

    4.8.4 非常用取水設備の耐震設計 ・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

  

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「4.4 耐震設

計を行う設備の抽出」のうち非常用取水設備について，耐震

重要度分類又は重大事故等対処施設の設備の分類に応じた耐

震設計を以下のとおり実施した。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 取水路の耐震設計 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で耐震計算の基本方針

を設定した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.8.4(1)b. 取水路の地震

応答解析」及び「4.8.4(1)c. 取水路の耐震計算」を実施す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

a. 取水路の耐震計算の基本方針 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「4.2 基準地

震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤

の支持性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，

「4.5.1 地震応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持

の基本方針」で定めた耐震設計方針をインプットとして，取

水路の耐震計算を行うための評価方針，フロー及び適用規格

を検討して，耐震計算の基本方針を設定し，アウトプットと

して耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

b. 取水路の地震応答解析 

(a) 地震応答解析方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，建築耐震グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，地震応

答解析のための評価対象断面，解析方法，荷重及び荷重の組

合せ，地震応答解析モデル及び諸元並びに入力地震動の設定

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた

評価方針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

適用可能な図書をインプットとして，取水路の地震応答解析

方法を以下に示すとおり設定した。 

  

  

 

  

  

 

イ. 評価対象断面 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析の評

価を行う断面として解析方針に適合している評価対象断面を

特定し，アウトプットとして評価対象断面の図面に取りまと

めた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ロ. 解析方法 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象断面の図面をインプットとして，地震応

答解析に用いる解析コード及び解析方法を設定し，アウトプ

ットとして解析方法に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ハ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，地震応答解析に用いる荷重及び

荷重の組合せを設定し，アウトプットとして荷重及び荷重の

組合せの表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ニ. 入力地震動 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，地震応答解析に用

いる入力地震動について，設置変更許可申請書で設定した基

準地震動Ｓｓを基に算定し，アウトプットとして設置位置に

おける基礎地盤の地質・速度構造等を考慮した入力地震動に

取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ホ. 解析モデル及び諸元 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象断面の図面をインプットとして，地震応

答解析に用いる解析モデル及び諸元について，評価対象断面

ごとに適用する解析モデルの条件及び方法並びに物性値等の

諸元を整理し，アウトプットとして解析モデルの図面及び諸

元表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

  

 

(b) 地震応答解析の実施 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，建築耐震グル

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.8.4(1)b.(a) 地震応答解析方法の設定」に基づく地震

応答解析を要求した。 

 

 供給者は，「4.8.4(1)b.(a) 地震応答解析方法の設定」で

定めた解析方法をインプットとして，耐震設計のための地震

応答解析を実施し，アウトプットとして地震応答解析結果に

取りまとめた。 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

c. 取水路の耐震計算 

(a) 耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，建築耐震グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，耐震評

価のための評価対象断面，荷重及び荷重の組合せ，許容限界

及び評価方法を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた

評価方針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，取水路の地震応答解析

及び応力解析による耐震評価方法の設定を以下のとおり実施

した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

  

 

 

イ. 許容限界 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，耐震計算に用いた許容限界につ

いて，評価対象断面に適用する許容限界を設定し，アウトプ

ットとして許容限界の表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

  

  

 

ロ. 評価方法 

 供給者は，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象断面の図面をインプットとして耐震評価

を行う評価方法を設定し，アウトプットとして評価方法に取

りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

(b) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，建築耐震グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「4.8.4(1)c.(a) 耐震評価方法の設定」に基づく耐震評価

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「4.8.4(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた

評価方針をインプットとして，耐震評価方法に基づく耐震評

価を実施し，地震応答解析による結果及び耐震評価の結果が

許容限界以下であることを確認し，アウトプットとして耐震

評価結果に取りまとめた。 

 

 供給者は，「4.8.4(1)b. 取水路の地震応答解析」及び

「4.8.4(1)c. 取水路の耐震計算」の結果を取りまとめ，工

認プロジェクト（津波・溢水チーム）により，地震応答解析

方法の設定，荷重及び荷重の組合せの設定，解析モデル及び

諸元の設定並びに評価が妥当であることの確認を受けた。ま

た，これらの結果を，アウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，耐震評価結果をまとめ，それをアウトプ

ットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が「4.8.4(1)a.」～「4.8.4(1)c.」で取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，取水路（6号

機設備），海水貯留堰，取水護岸，海水貯留堰（6号機設

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

備），取水護岸（6号機設備），スクリーン室，スクリーン室

（6号機設備）及び補機冷却用海水取水路について，

「4.8.4(1) 取水路の耐震計算」と同様のプロセスにより地

震応答解析及び耐震計算を実施し，耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が「4.8.4(1) 取水路の耐震計算」と同様

のプロセスで耐震計算を実施し，取りまとめた設計資料をレ

ビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評価 

 工認プロジェクト（耐震チーム，原子炉設備チーム，電源

設備チーム，自然現象チーム及び火災防護チーム）は，「4.4 

耐震設計を行う設備の抽出」にて抽出した波及的影響評価を

行う施設（「4.9.1 波及的影響を及ぼすおそれのある建物・

構築物の耐震評価」及び「4.9.2 波及的影響を及ぼすおそ

れのある機器・配管系の耐震評価」）について，以下に示す

とおり上位クラス施設の安全機能に波及的影響を及ぼすおそ

れがないことを確認した。 

・表現上の差異 

 

 

  

 

 

 

4.9.1 波及的影響を及ぼすおそれのある建物・構築物の耐

震評価 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.4 耐震設計を行

う設備の抽出」のうち波及的影響を及ぼすおそれのある建

物・構築物について，耐震重要度分類又は重大事故等対処施

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

設の設備の分類に応じた耐震設計を以下に示すとおり実施し

た。 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 波及的影響を及ぼすおそれのある建物の耐震評価 

（サービス建屋） 

a. サービス建屋の耐震計算 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.9.1(1)a.(a) 基

本方針の設定」で耐震計算の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.9.1(1)a.(b) 波及的影響

評価方法の設定」及び「4.9.1(1)a.(c) 波及的影響評価の

実施」を実施するための仕様書を作成し，「1. 設計に係る

解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・インプットの差異 

・表現上の差異 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」

及び「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐

震設計」で定めた耐震設計方針をインプットとして，サービ

ス建屋の上位クラスへの波及的影響評価を行うための評価方

針，フロー及び適用規格を検討し，波及的影響の評価方針を

設定し，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取り

まとめた。 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(b) 波及的影響評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，上位クラスへ

の波及的影響を及ぼすおそれのあるサービス建屋の波及的影

響評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，

許容限界，解析モデル及び諸元並びに評価方法の設定を要求

した。 

 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.9.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，上位クラスへの波及的影響を

及ぼすおそれのあるサービス建屋の波及的影響評価を以下に

示すとおり実施した。 

・インプットの差異 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，「4.9.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，波及的影響評価を

行う対象部位として評価方針に適合している評価対象部位を

特定し，アウトプットとして評価対象部位の図面に取りまと

めた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.9.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，サービス建屋の波及的影響評価

に用いる荷重及び荷重の組合せについて，評価方針及び適用

規格に適合した「4.9.1(1)a.(b) 波及的影響評価方法の設

定」及び「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物

の耐震設計」における地震応答解析結果を取り込んだ荷重及

び荷重の組合せを設定し，アウトプットとして荷重及び荷重

の組合せの表に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

  

  

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，「4.9.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，評価対象部位に適用する

「4.6.1(1) 耐震設計上重要な設備を設置する建物の耐震設

計」における地震応答解析結果を取り込んだ許容限界を設定

し，アウトプットとして許容限界の表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，「4.9.1(1)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして波及的影

響評価を行う評価方法について，解析モデル，解析コード及

び解析諸元を設定し，アウトプットとして評価方法に取りま

とめた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

(c) 波及的影響評価の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「4.9.1(1)a.(b) 波及的影響評価方法の設定」に基づく波

及的影響評価を要求した。 

 

 供給者は，「4.9.1(1)a.(b) 波及的影響評価方法の設定」

で定めた設計方針をインプットとして，波及的影響評価方法

に基づく耐震評価計算を実施し，上位クラスへの波及的影響

評価による結果が許容限界以下であることを確認し，アウト

プットとして波及的影響評価結果に取りまとめた。 

 

 

 供給者は，上位クラスへの波及的影響を及ぼすおそれのあ

るサービス建屋の「4.9.1(l)a. サービス建屋の耐震計算」

の評価結果を取りまとめ，工認プロジェクト（耐震チーム）

により，波及的影響評価方法の設定，荷重及び荷重の組合せ

の設定，解析モデル及び諸元の設定並びに評価が妥当である

ことの確認を受けた。また，これらの結果を，アウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，サービス建屋の耐震計算書として取りまとめ，

アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が「4.9.1(1)a.(a)」～「4.9.1(1)a.(c)」で

取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 波及的影響を及ぼすおそれのある土木構造物の耐震評

価 

（非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板） 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.9.1(2)a.(a) 基

本方針の設定」で耐震計算の基本方針を設定した。 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，耐震計算の基本方針及び

設備図書をインプットとして，「4.9.1(2)a.(b) 地震応答解

析による評価方法の設定」，「4.9.1(2)a.(c) 耐震評価方法

の設定」及び「4.9.1(2)a.(d) 耐震評価の実施」を実施す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

a. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の耐震

計算 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.2 基準地震動Ｓ

ｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」及び「4.3 地盤の支持

性能に係る基本方針」で定めた基本方針，設備図書，「4.5.1 

地震応答解析の基本方針」及び「4.5.2 機能維持の基本方

針」で定めた耐震設計方針をインプットとして，上位クラス

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

への波及的影響を及ぼすおそれのある非常用ディーゼル発電

設備燃料移送ポンプ防護板の耐震計算を行うための評価方

針，フロー及び適用規格を検討して，耐震計算の基本方針を

設定し，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取り

まとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 設計用地震力による静的解析方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，設計用地震力

による静的解析方法のための評価対象部位，解析方法，荷重

及び荷重の組合せ，設計用地震力並びに地震応答解析モデル

及び諸元の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評価方

針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃

料移送ポンプ防護板の設計用地震力による静的解析方法を以

下のとおり設定した。 

・解析手法による差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・解析手法による差異 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

(c) 耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，耐震評価を行

うための評価対象部位，解析方法，耐震評価に用いる荷重及

び荷重の組合せ，設計用地震力，解析モデル及び諸元，許容

限界並びに評価方法の設定を要求した。 

 

・表現上の差異 

・解析手法による差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」及び

「4.9.1(2)a.(b) 設計用地震力による静的解析方法の設

定」で定めた評価方針，当社から提供した設備図書及び供給

者が所有する適用可能な図書をインプットとして，非常用デ

ィーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の耐震評価方法の設

定を以下に示すとおり設定した。 

・解析手法による差異 

・設備構成の差異 

  

  

 

  

  

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，静的解析の評価を

行う部位として解析方針に適合している評価対象部位を特定

し，アウトプットとして評価対象部位の図面に取りまとめ

た。 

・解析手法による差異 

 

  

  

 

 

  

  

 

ロ. 解析方法 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして，静的解

析に用いる解析コード及び解析方法を設定し，アウトプット

として解析方法に取りまとめた。 

・解析手法による差異 

 

  

  

 

 

  

  

 

ハ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，静的解析に用いる荷重及び荷重

の組合せを設定し，アウトプットとして荷重及び荷重の組合

せの表に取りまとめた。 

・解析手法による差異 

 

 

  

  

 

ニ. 設計用地震力 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び設備図書をインプットとして，静的解析に用いる

設計用地震力について，「4.6.2(1)a. 軽油タンク基礎の地

震応答解析」で実施した地震応答解析結果を基に設定し，ア

ウトプットとして設置位置における基礎地盤の地質・速度構

造等を考慮した設計用地震力に取りまとめた。 

・解析手法による差異 

 

    ホ. 解析モデル及び諸元 ・解析手法による差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

  

 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして，静的解

析に用いる解析モデル及び諸元について，評価対象部位ごと

に適用する解析モデルの条件及び方法並びに物性値等の諸元

を整理し，アウトプットとして解析モデルの図面及び諸元表

に取りまとめた。 

 

  

  

 

  

  

 

へ. 許容限界 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針をインプットとして，評価対象部位に適用する許容限

界を設定し，アウトプットとして許容限界の表に取りまとめ

た。 

・解析手法による差異 

 

  

  

 

  

  

 

ト. 評価方法 

 供給者は，「4.9.1(2)a.(a) 基本方針の設定」で定めた評

価方針及び評価対象部位の図面をインプットとして，耐震評

価を行う評価方法を設定し，アウトプットとして評価方法に

取りまとめた。 

・解析手法による差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 耐震評価の実施 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，

「4.9.1(2)a.(b) 設計用地震力による静的解析方法の設

定」及び「4.9.1(2)a.(c) 耐震評価方法の設定」に基づく

耐震評価を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.9.1(2)a.(b) 設計用地震力による静的解析方法

の設定」及び「4.9.1(2)a.(c) 耐震評価方法の設定」で定

めた評価方針をインプットとして，耐震評価方法に基づく耐

震評価を実施し，静的解析による結果及び耐震評価の結果が

許容限界以下であることを確認し，アウトプットとして耐震

評価結果に取りまとめた。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.9.1(2)a. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送

ポンプ防護板の耐震計算」の結果を取りまとめ，工認プロジ

ェクト（耐震チーム）により，設計用地震力による静的解析

方法の設定，荷重及び荷重の組合せの設定，設計用地震力の

・表現上の差異 

・解析手法による差異 

 

 

 

 

 

・解析手法による差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・記載の適正化 

・表現上の差異 

・解析手法による差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定，解析モデル及び諸元の設定並びに評価が妥当であるこ

との確認を受けた。また，これらの結果を，アウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護

板の耐震計算書にまとめ，それをアウトプットとして耐震性

に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が「4.9.1(2)a.(a)」～「4.9.1(2)a.(d)」で取りま

とめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 波及的影響を及ぼすおそれのある機器・配管系の耐

震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

自然現象チーム及び火災防護チーム）は，「4.4 耐震設計を

行う設備の抽出」にて抽出した波及的影響を及ぼすおそれの

ある機器・配管系について，上位クラス施設の安全機能に波

及的影響を及ぼすおそれのないことを，以下に示すとおり確

認した。 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

   

 

 

(1) 機器・配管系の波及的影響評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

自然現象チーム及び火災防護チーム）は，「4.4 耐震設計を

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

行う設備の抽出」にて抽出した波及的影響を防止する設計対

象施設のうち機器・配管系について，上位クラス施設に波及

的影響を及ばさないことの確認を以下に示すとおり実施し

た。 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

a. 設備ごとの波及的影響評価に係る基本方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

自然現象チーム及び火災防護チーム）は，「4.2 基準地震動

Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄの概要」，「4.5.1 地震応答解

析の基本方針」，「4.5.2 機能維持の基本方針」及び「4.5.3 

波及的影響に係る基本方針」をインプットとして，各設備の

配置概要，構造，解析フロー，適用規格等を整理し，アウト

プットとして各設備の波及的影響評価に係る基本方針を定

め，耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設備ごとの波及的影響評価に係る方法の設定 

 設備技術グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部原子炉グループマネージャは，「4.9.2(1)a. 設備

ごとの波及的影響評価に係る基本方針の設定」をインプット

として，申請設備ごとの波及的影響評価方法の設定，

「4.9.2(1)c. 設備ごとの波及的影響評価の実施」を実施す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

自然現象チーム及び火災防護チーム）及び柏崎刈羽原子力発

電所第二保全部原子炉グループマネージャは，調達の中で，

供給者に対し，各設備の波及的影響評価に係る方法の設定を

要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設

備チーム，自然現象チーム及び火災防護チーム）及び柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャからの

要求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，「4.9.2(1)a. 設備ごとの波及的影響評価に係る

基本方針の設定」で設定した方針に応じて，「4.8.1(1) 機

器・配管系全般の耐震評価」と同様に，設備ごとの波及的影

響評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 設備ごとの波及的影響評価の実施 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

自然現象チーム及び火災防護チーム）及び柏崎刈羽原子力発

電所第二保全部原子炉グループマネージャは，調達の中で，

供給者に対し，「4.9.2(1)b. 設備ごとの波及的影響評価に

係る方法の設定」に基づいた設備ごとの応力評価等を要求し

た。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設

備チーム，自然現象チーム及び火災防護チーム）及び柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャからの

要求を受けて，「4.9.2(1)b. 設備ごとの波及的影響評価に

係る方法の設定」をインプットとして，応力評価等を実施

し，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チー

ム，自然現象チーム及び火災防護チーム）及び柏崎刈羽原子

力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより評価方

針を満たしていることの確認を受け，それを耐震性に関する

設計結果にまとめ，アウトプットとして業務報告書として当

社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，電源設備チーム，自然現象チーム及び火災防

護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承

認した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

自然現象チーム及び火災防護チーム）は，「4.9.2(1) 機

器・配管系の波及的影響評価」をインプットとして，波及的

影響を及ぼすおそれのある機器・配管系の耐震計算書として

定め，その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

・設計プロセスの差異 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（アウトプット

資料の訂正。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
・表現上の差異 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

112 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

・表現上の差異 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.10 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建物・構築物，機

器・配管系及び土木構造物の耐震設計について，水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価について，以

下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

 

 

  

 

 

4.10.1 水平 2方向及び鉛直方向地震力による影響評価に用

いる地震動 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，「4.5.4 水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」をイン

プットとして，水平 2方向及び鉛直方向地震力による影響評

価に用いる地震動について，複数の基準地震動Ｓｓにおける

地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響を考慮

した上で確認し用いることを決定し，アウトプットとして耐

震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

4.10.2 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力に対

する影響評価 

(1) 建物・構築物及び土木構造物の影響評価 

 建築耐震グループマネージャは，「4.5.4 水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」，「4.6 耐

震設計上重要な設備を耐震Ｂ，Ｃクラス機器設置する施設の

耐震設計」，「4.8 申請設備の耐震設計」及び「4.9.1 波及

的影響を及ぼすおそれのある建物・構築物の耐震評価」をイ

ンプットとして，建物・構築物及び土木構造物の水平 2方向

及び鉛直方向地震力に対する影響評価を実施するための仕様

書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調

達管理を実施した。 

 

 

・インプットの差異 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，水平 2方向及

び鉛直方向地震力に対する影響評価を行うための，地震力の

組合せの影響評価部位の抽出及び影響評価を要求した。 

・表現上の差異 

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

a. 水平 2方向及び鉛直方向の組合せの評価部位の抽出 

 供給者は，「4.5.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合

せに関する影響評価方針」，「4.6 耐震設計上重要な設備を

設置する施設の耐震設計」，「4.8 申請設備の耐震設計」及

び「4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震評

価」をインプットとして，耐震評価上の構成部位及び応答特

性を整理したうえで，建物・構築物において，水平 2方向及

び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性がある耐震評価部位

を抽出し，アウトプットとして，評価部位の抽出結果表に取

りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

b. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

 供給者は，「4.2 基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄ

の概要」，「4.5.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に関する影響評価方針」及び「4.10.1(l)a. 水平 2方向及

び鉛直方向の組合せの評価部位の抽出」をインプットとし

て，水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性が

あるとして抽出した耐震評価部位について，影響評価方針に

基づき影響評価を行い，建物・構築物及び土木構造物が有す

る耐震性への影響がないことを確認し，アウトプットとして

影響評価結果表に取りまとめた。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（耐震チーム）からの要求を

受けて，「4.10.1(1)a. 水平 2方向及び鉛直方向の組合せの

評価部位の抽出」及び「4.10.1(1)b. 水平 2方向及び鉛直

方向地震力の影響評価」で取りまとめたこれらの結果を，工

認プロジェクト（耐震チーム）により評価方針を満たしてい

ることの確認を受け，アウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（報告書の確認

行為の記載を追記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（耐震

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，建物・構築物及び土木構造物の水平 2方向及び鉛

直方向地震力の組合せに関する影響評価結果として取りまと

め，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（耐震チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系の影響評価 

 設備技術グループマネージャは，「4.5.4 水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」，「4.8 申

請設備の耐震設計」及び「4.9 波及的影響を及ぼすおそれ

のある施設の耐震設計」をインプットとして，機器・配管系

の水平 2方向及び鉛直方向地震力に対する影響評価を実施す

るための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム及び津波・溢水チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で供給者に対し，水平 2方向

及び鉛直方向地震力に対する影響評価を行うための，地震力

の組合せの影響評価部位の抽出及び影響評価を要求した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

a. 水平 2方向及び鉛直方向の組合せの評価部位の抽出 

 供給者は，「4.5.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合

せに関する影響評価方針」，「4.8 申請設備の耐震設計」及

び「4.9 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震設

計」をインプットとして，耐震評価上の構成部位及び応答特

性を整理したうえで，機器・配管系において，水平 2方向及

び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性がある耐震評価部位

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

を抽出し，アウトプットとして，評価部位の抽出結果を取り

まとめた。 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

 供給者は，「4.5.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合

せに関する影響評価方針」，「4.10 水平 2方向及び鉛直方向

地震力の組合せに関する影響評価」及び「a. 水平 2方向及

び鉛直方向の組合せの評価部位の抽出」をインプットとし

て，水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性が

ある部位として抽出した耐震評価部位について，影響評価方

針に基づいた評価を行い，機器・配管系が有する耐震性への

影響がないことを確認し，アウトプットとして影響評価結果

を取りまとめた。 

 

 供給者は，「a. 水平 2方向及び鉛直方向の組合せの評価

部位の抽出」及び「b. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の影

響評価」で取りまとめたこれらの結果を取りまとめ，耐震評

価結果が評価基準値を満足していることを確認し，アウトプ

ットとして水平 2方向及び鉛直方向地震力の影響評価結果を

取りまとめた。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制

御チーム，電源設備チーム及び津波・溢水チーム）により，

影響評価が妥当であることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして，業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，計測制御チーム，電源設備チーム及び津波・

溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，計測制御チーム，

電源設備チーム及び津波・溢水チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとし，機器・配管系の水平 2方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価結果として取りまとめ，アウト

プットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（原子炉設備チーム，計測制御チーム，電源設備チーム及び

津波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

・差異なし 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

4.11 耐震設計の基本方針を準用して行う耐震評価 

4.11.1 火災防護設備の耐震設計 

(1) 火災防護設備の耐震計算の方針 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，火災感知設備及

び消火設備の耐震評価に必要な基本方針を以下に示すとおり

定めた。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

a. 評価対象施設 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，Ⅴ-1-10-12「設

工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（火災防護設

備）」（以下「Ⅴ-1-10-12」という。）の「5.2.1(2) 構造強

度設計」及びⅤ-1-10-12 の「5.3.1(2) 構造強度設計」で定

めた火災感知設備及び消火設備の構造計画をインプットとし

て，各設備の構造計画を集約し，アウトプットとして耐震性

に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

b. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，火災防護設備の

耐震計算を実施するための荷重及び荷重の組合せ，許容限界

を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

  

 

  

 

  

  

(a) 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，Ⅴ-1-10-12 の

「5.2.1(2) 構造強度設計」及びⅤ-1-10-12 の「5.3.1(2) 

構造強度設計」をインプットとして，火災防護設備の耐震評

価で考慮すべき荷重及び荷重の組合せを設定し，アウトプッ

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

トとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

(b) 許容限界 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，Ⅴ-1-10-12 の

「5.2.1(2) 構造強度設計」及びⅤ-1-10-12 の「5.3.1(2) 

構造強度設計」で定めた機能維持の方針並びに「4.5.2 機

能維持の基本方針」で定めた構造強度上の制限をインプット

として，許容限界を設定し，アウトプットとして耐震性に関

する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

c. 耐震評価方法 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，火災防護設備の

耐震計算を実施するための耐震評価方法を以下に示すとおり

設定した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 地震応答解析の方法 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，「4.5.1 地震応

答解析の基本方針」をインプットとして，火災防護設備の地

震応答解析を行うために必要となる項目（入力地震動，解析

方法及びモデル，設計用減衰定数及び固有値測定試験）の考

え方を火災防護設備の地震応答解析の方法として定め，アウ

トプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，火災防護設備の耐震評価

を行うための仕様書を作成し「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で供給者に対し，地震応答解

析の方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.5.1 地震応答解析の基本方針」で定めた基

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異（調達内容の確

認行為に関する記載の追



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

118 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本方針及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，地震応答解析の方法を設定し，工認プロジェクト（火

災防護チーム）により「4.11.1(1) 火災防護設備の耐震計

算の方針」に従っていることの確認を受けて，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，火災防護設備の地震応答解析に使用する基

本的な評価方法を定め，アウトプットとして耐震性に関する

設計資料に取りまとめた。 

記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 応力評価の方法 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，「4.11.1(1)b. 

荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」及び

「4.11.1(1)c.(a) 地震応答解析の方法」をインプットとし

て，火災防護設備の応力評価に使用する基本的な評価方法を

定め，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが，「4.11.1(1)c.(a) 地震応答解析の方法」

で行った調達の中で，供給者に対し，使用する応力評価方法

の選定の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として評価方法を選定し，工認プロジェクト（火災防護チー

ム）により，評価方法が妥当であることの確認を受け，その

結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出

した。 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（調達内容の確

認行為に関する記載の追

記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，火災防護設備の応力評価に使用する基本的

な評価方法を定め，アウトプットとして耐震性に関する設計

資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 機能維持評価の方法 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，「4.5.2 機能維

持の基本方針」をインプットとして，火災防護設備の機能維

持評価を行うための考え方を火災防護設備の機能維持評価の

方法として定め，アウトプットとして耐震性に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）が「4.11.1(1)c.(a)」～「4.11.1(1)c.(c)」で

取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2) 火災感知設備の耐震計算 

a. 火災感知器の耐震計算 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」で耐震評価

の基本方針を設定し，「4.11.1(2)a.(b) 地震応答解析」，

「4.11.1(2)a.(c) 応力評価」及び「4.11.1(2)a.(d) 機能

維持評価」で耐震計算の基本方針に基づく耐震評価を実施し

た。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが，「4.11.1(1)c.(a) 地震応答解析の方法」

で行った調達の中で供給者に対し，以下の耐震評価の実施を

要求した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

  

 

  

 

 

 

(a) 耐震評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，「4.11.1(1) 火

災防護設備の耐震設計の方針」で定めた方針，設備図書及び

「4.5 耐震設計方針の明確化」で定めた耐震設計方針をイ

ンプットとして，火災感知器の耐震計算を行うためのフロー

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

及び適用規格を検討して，評価方針を設定し，アウトプット

として耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 地震応答解析 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(1)c.(a) 地震応答解析の方法」及び

供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

「4.8.1 機器・配管系の耐震評価」により地震応答解析を

実施し，工認プロジェクト（火災防護チーム）により地震応

答解析が妥当であることの確認を受け，その結果をアウトプ

ットとして業務報告書（火災感知器の耐震評価結果）を作成

し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）からの確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，火災感知器の地震応答解析結果をまとめ，

アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 設備技術グループマネージャは，「4.11.1(l)c.(a) 地震

応答解析の方法」で定めた固有値測定試験を行うための仕様

書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認における調達管理の

方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で供給者に対し，火災感知器

の固有振動数を測定するための固有値測定試験の実施を要求

した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，設備図書をインプットとして固有値測定試験を

実施し，工認プロジェクト（火災防護チーム）により試験内

容が「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」に従っ

・表現上の差異（調達内容の確

認行為に関する記載を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（調達内容の確

認行為に関する記載を追

記。） 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たものであることの確認を受け，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，火災感知器の固有値測定試験結果をまと

め，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

  

 

 

(c) 応力評価 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，火災感知器の応

力評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，

許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，火災感知

器の応力評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，評価対象部位を特定し，そ

の結果をリストにまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設

定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（火災防護チーム）により評価部位

に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

    ハ. 許容限界 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，許容限界を設定し，その結

果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（火災防護チーム）により許容限界の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，評価方法を設定し，その結

果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（火災防護チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

(d) 機能維持評価 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，火災感知器の機

能維持評価を行うための評価対象部位，許容限界，評価方法

及び評価条件の設定を実施し，火災感知器の機能維持評価方

法を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

  

 

  

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.l(l)c.(c) 機能維持評価の方法」をインプットとし

て，機能維持評価を行う対象部位として基本方針に適合して

いる評価対象部位を特定し，アウトプットとして耐震性に関

する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
 

  

 

  

 

ロ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

・表現上の差異（調達内容の確

認行為に関する記載を追
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，加振試験を実施し，工認プ

ロジェクト（火災防護チーム）により，その内容が

「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」に従ったも

のであることの確認を受けて，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，火災感知器の加振試験結果をまとめ，アウ

トプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

  

 

  

 

 

 

ハ. 評価方法 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.1(1)c.(c) 機能維持評価の方法」をインプットとし

て，機能維持評価の方法を定め，アウトプットとして耐震性

に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(e) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針，設備図書及び供給者が所

有する適用可能な図書をインプットとして，評価条件を設定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（火災防護チーム）により評価条件の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

(f) 耐震評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可能な図書をインプットとして，耐震評価を実施し，その結

果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，耐震評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（火災防護チーム）により耐震評価方法に基づく耐震評

価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容

限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，耐震評価結果をまとめ，アウトプットとし

て耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.1(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」で定めた耐

震評価の基本方針，「4.11.1(2)a.(b) 地震応答解析」で実

施した地震応答解析結果，「4.11.1(2)a.(c) 応力評価」で

定めた応力評価方法，「4.11.1(2)a.(d) 機能維持評価」で

定めた機能維持評価方法，「4.11.1(2)a.(e) 評価条件」及

び「4.11.1(2)a.(f) 耐震評価の実施」で実施した評価結果

をインプットとし，火災感知器の耐震計算書として取りまと

め，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

（その他の施設） 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，以下に示す機器

について，「4.11.1(2) 火災感知器の耐震計算」と同様のプ

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロセスにより耐震評価を実施し，耐震性に関する設計資料に

取りまとめた。 

・火災受信機盤 

・ボンベラック 

・制御盤 

・消火配管 

・選択弁 

  

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）が「4.11.1(2) 火災感知器の耐震計算」と同

様のプロセスで耐震評価を実施し，取りまとめた設計資料を

レビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  (3) ボンベラック（容器弁）の耐震計算 

a. ボンベラック（容器弁）の耐震計算 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」で耐震評価

の基本方針を設定し，「4.11.1(3)a.(b) 地震応答解析」，

「4.11.1(3)a.(c) 応力評価」及び「4.11.1(3)a.(d) 機能

維持評価」で耐震計算の基本方針に基づく耐震評価を実施し

た。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが，「4.11.1(1)c.(a) 地震応答解析の方法」

で行った調達の中で供給者に対し，以下の耐震評価の実施を

要求した。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  (a) 耐震評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，「4.11.1(1) 火

災防護設備の耐震設計の方針」で定めた方針，設備図書及び

「4.5 耐震設計方針の明確化」で定めた耐震設計方針をイ

ンプットとして，ボンベラック（容器弁）の耐震計算を行う

ためのフロー及び適用規格を検討して，評価方針を設定し，

アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  (b) 地震応答解析 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(1)c.(a) 地震応答解析の方法」及び

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

「4.8.1 機器・配管系の耐震評価」により地震応答解析を

実施し，工認プロジェクト（火災防護チーム）により，地震

応答解析が妥当であることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書（ボンベラック（容器弁）の耐震評

価結果）を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）からの確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，ボンベラック（容器弁）の地震応答解析結

果をまとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に

取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，「4.11.1(l)c.(a) 地震

応答解析の方法」で定めた固有値測定試験を行うための仕様

書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認における調達管理の

方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，供給者に対し，

ボンベラック（容器弁）の固有振動数を測定するための固有

値測定試験の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，設備図書をインプットとして固有値測定試験を

実施し，工認プロジェクト（火災防護チーム）により試験内

容が「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」に従っ

たものであることを確認し，その結果をアウトプットとして

業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，ボンベラック（容器弁）の固有値測定試験

結果をまとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  (c) 応力評価 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，ボンベラック

（容器弁）の応力評価を行うための評価対象部位，荷重及び

荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実

施し，ボンベラック（容器弁）の応力評価方法を以下に示す

とおり設定した。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，評価対象部位を特定し，そ

の結果をリストにまとめた。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設

定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（火災防護チーム）により評価部位

に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，許容限界を設定し，その結

果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

ロジェクト（火災防護チーム）により許容限界の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，評価方法を設定し，その結

果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（火災防護チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  (d) 機能維持評価 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，火災感知器の機

能維持評価を行うための評価対象部位，許容限界，評価方法

及び評価条件の設定を実施し，ボンベラック（容器弁）の機

能維持評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  イ. 評価対象部位 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.l(l)c.(c) 機能維持評価の方法」をインプットとし

て，機能維持評価を行う対象部位として基本方針に適合して

いる評価対象部位を特定し，アウトプットとして耐震性に関

する設計資料に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  ロ. 許容限界 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電気機器グループマネー

ジャは，加振試験を行うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1

の「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく調達管

理を実施した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電気機器グループマネー

ジャは，調達の中で，供給者に対し，ボンベラック（容器

弁）の加振試験の実施を要求した。 

 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電気機器グル

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

・設計プロセスの差異（プロセ
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

ープマネージャからの要求を受けて，「4.11.1(3)a.(a) 耐

震評価の基本方針の設定」で定めた耐震評価の基本方針及び

供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，柏崎

刈羽原子力発電所第二保全部電気機器グループマネージャに

より，その内容が「4.11.1(3)a.(a) (a) 耐震評価の基本方

針の設定」に従ったものであることの確認を受けて，その結

果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出し

た。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部電気機器グループマネー

ジャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，ボンベラック（容器弁）の加振試験結果を

まとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取り

まとめた。 

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  ハ. 評価方法 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.1(1)c.(c) 機能維持評価の方法」をインプットとし

て，機能維持評価の方法を定め，アウトプットとして耐震性

に関する設計資料に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  (e) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針，設備図書及び供給者が所

有する適用可能な図書をインプットとして，評価条件を設定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（火災防護チーム）により評価条件の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  (f) 耐震評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（火災防護チーム）からの要

求を受けて，「4.11.1(3)a.( a) 耐震評価の基本方針の設

定」で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

可能な図書をインプットとして，耐震評価を実施し，その結

果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，耐震評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（火災防護チーム）により耐震評価方法に基づく耐震評

価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容

限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，耐震評価結果をまとめ，アウトプットとし

て耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム）は，

「4.11.1(3)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」で定めた耐

震評価の基本方針，「4.11.1(3)a.(b) 地震応答解析」で実

施した地震応答解析結果，「4.11.1(3)a.(c) 応力評価」で

定めた応力評価方法，「4.11.1(3)a.(d) 機能維持評価」で

定めた機能維持評価方法，「4.11.1(3)a.(e) 評価条件」及

び「4.11.1(3)a.(f) 耐震評価の実施」で実施した評価結果

をインプットとし，ボンベラック（容器弁）の耐震計算書と

して取りまとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（火災

防護チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（プロセ

スが異なる設備があるため記

載を別とした。） 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

 

  

  

 

4.11.2 溢水防護に係る施設の耐震評価 

(1) 溢水防護に係る施設の耐震計算の方針 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，溢水防護に係

る施設の耐震評価に必要な基本方針を以下に示すとおり定め

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 た。 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

a. 評価対象施設 

(a) 溢水防護に係る施設 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，Ⅴ-1-10-13

「設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 浸水防護

施設」（以下「Ⅴ-1-10-13」という。）の「3.4.1 要求機能

及び性能目標」で定めた溢水防護に係る施設をインプットと

して，耐震評価対象施設と構造計画を表にまとめ，その結果

をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

(b) 耐震Ｂ，Ｃクラス機器 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，Ⅴ-1-10-13 の

「3.3.1 溢水評価条件の設定」でまとめた溢水源としない

耐震Ｂ，Ｃクラス機器のリストをインプットとして，耐震

Ｂ，Ｃクラス機器の耐震評価対象施設を定め，その結果をア

ウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，耐震Ｂ，Ｃク

ラス機器の耐震評価対象施設及び「4.8.1 機器・配管系の

耐震評価」をインプットとして，耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐

震評価対象施設の構造が地震力に対して構造強度を有するこ

とを定め，その結果をアウトプットとして耐震性に関する設

計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

b. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 設備技術グループマネージャは，溢水防護に係る施設の耐

震評価を行うために必要な仕様書を作成し，「1. 設計に係

る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャの行った調達の中で供給者に対し，荷重及び

荷重の組合せ並びに許容限界の設定を要求し，供給者は，荷

重及び荷重の組合せ並びに許容限界を以下に示すとおり設定

・表現上の差異 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

した。 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

(a) 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，Ⅴ-1-10-13 の「3.4.2(1)a.(b) 構造強度設

計」～「3.4.2(9)a.(b) 構造強度設計」で定めた荷重，規

格，規程類及び既往の文献をインプットとして，溢水防護に

係る施設の耐震評価にて考慮すべき荷重を整理したうえで，

それらの荷重の算定方法を定め，その結果をリストに取りま

とめた。 

 

 供給者は，耐震評価にて考慮すべき荷重，Ⅴ-1-10-13 の

「3.4.2(1)a.(b) 構造強度設計」～「3.4.2(9)a.(b) 構造

強度設計」で定めた荷重の組合せの考え方をインプットとし

て，耐震評価に用いる荷重の組合せを決定し，その結果をリ

ストに取りまとめた。 

・インプットの差異 

 

 

 

 

 

 

 

・インプットの差異 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，Ⅴ-1-10-13 の「3.4.2(1)a.(b) 構造強度設

計」～「3.4.2(9)a.(b) 構造強度設計」で定めた機能維持

の方針，「4.11.2(1)a. 評価対象施設」で定めた評価対象の

施設及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとし

て，許容限界を設定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により許容限界の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務

報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，溢水防護に関する施設ごとの評価部位ご

とに，許容限界を施設ごとの許容限界を表にまとめ，その結

・インプットの差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまと

めた。 

  

 

 

 

  

 

 

c. 耐震評価方法 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「4.11.2(1)b. 荷重及び荷重の組合せ並

びに許容限界」で行った調達の中で供給者に対し，使用する

評価方法の選定の実施を要求した。 

・表現上の差異 

  

  

  

 

  

  

  

 

(a) 地震応答解析 

 供給者は，「4.11.2(1) 溢水防護に係る施設の耐震計算の

方針」で定めた耐震評価の基本方針をインプットとして，

「4.5 耐震設計方針の明確化」及び「4.7 設計用床応答曲

線の作成」により地震応答解析の算出を行い，その結果をリ

ストに取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 使用する評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめ

た。 

 

 供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価方法の選定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，溢水防護に関する施設の耐震評価に用い

る基本的な評価方法を定め，その結果をアウトプットとして

耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が「4.11.2(1)a.」～「4.11.2(1)c.」

で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 浸水防護施設の耐震計算 

a. 循環水系隔離システムの耐震計算 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，

｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣で耐震評価の

基本方針を設定し，｢4.11.2(2)a.(b) 地震応答解析の設

定｣，｢4.11.2(2)a.(c) 耐震評価方法の設定｣及び

｢4.11.2(2)a.(d) 耐震評価の実施｣で耐震評価の基本方針に

基づく耐震評価を実施した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが「4.11.2(1)b. 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の耐震

評価の実施を要求した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

135 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

  

 

 

 

(a) 耐震評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，｢4.11.2(1) 溢

水防護に係る施設の耐震計算の方針｣で定めた耐震評価の基

本方針及び設備図書をインプットとして，循環水系隔離シス

テムの耐震評価を行うためのフロー及び適用規格を検討し

て，耐震評価の基本方針を設定し，それをアウトプットとし

て耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

(b) 地震応答解析の設定 

 供給者は，｢4.11.2(1)c.(a) 地震応答解析｣の算出結果を

インプットとして，｢4.8.1 機器・配管系の耐震評価｣によ

り地震応答解析を実施し，それをリストに取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

(c) 耐震評価方法の設定 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，循環水系隔離シ

ステムの耐震評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重

の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施

し，循環水系隔離システムの耐震評価方法を以下に示すとお

り設定した。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣

で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，評価対象部位を特定し，それを

リストに取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（計測制御チーム）により耐震評価を行う対

象部位として基本方針に適合している結果となっていること

の確認を受け，それをアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣

で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定

し，それをリストに取りまとめた。 

・差異なし 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（計測制御チーム）により評価部位

に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受

け，それをアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣

で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，許容限界を設定し，それをリス

トに取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（計測制御チーム）により許容限界の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，それをアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣

で定めた耐震評価の基本方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，評価方法を設定し，それをリス

トに取りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（計測制御チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，それをアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

ホ. 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣

で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，評価条件を設定し，それをリストに取りま

とめた。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（計測制御チーム）により評価条件の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，それをアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 耐震評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（計測制御チーム）からの要

求を受けて，｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣

で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，耐震評価を実施し，それをリストに取りま

とめた。 

 

 供給者は，耐震評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（計測制御チーム）により耐震評価方法に基づく耐震評

価を実施し，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界以

下であることの確認を受け，それをアウトプットとして業務

報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，耐震評価結果をまとめ，それをアウトプッ

トとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（計測制御チーム）は，

｢4.11.2(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定｣で定めた評価

方針，｢4.11.2(2)a.(b) 地震応答解析の設定｣で実施した地

震応答解析結果，｢4.11.2(2)a.(c) 耐震評価方法の設定｣で

定めた強度評価方法及び｢4.11.2(2)a.(d) 耐震評価の実施｣

で実施した評価結果をインプットとして，循環水系隔離シス

テムの耐震計算書を取りまとめ，それをアウトプットとして

耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（計測制御チーム及び津波・溢水チー

ム）は，タービン補機冷却海水系隔離システム及び溢水源と

しない耐震Ｂ，Ｃクラス機器について，「4.11.2(2)a. 循環

水系隔離システムの耐震計算」と同様のプロセスにより耐震

評価を実施し，それを耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（計測

制御チーム及び津波・溢水チーム）が「4.11.2(2)a. 循環

水系隔離システムの耐震計算」と同様のプロセスで耐震評価

を実施し，取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・記載の適正化（誤字の訂

正。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

 

  

  

 

 

4.11.3 可搬型重大事故等対処設備の耐震設計  

(1) 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の方針 

 工認プロジェクト（共通パートチーム，原子炉設備チーム

及び中央制御室チーム），柏崎刈羽原子力発電所第一保全部

保全総括グループマネージャ，第一保全部タービン（2・3

号）グループマネージャ，第一保全部電気機器（1・4号）グ

ループマネージャ，第二保全部原子炉グループマネージャ，

第二保全部電気機器グループマネージャ，第二保全部計測制

御グループマネージャ，第二運転管理部発電グループマネー

ジャ，防災安全部防災安全グループマネージャ，放射線安全

部放射線安全グループマネージャ，放射線安全部放射線管理

グループマネージャ及び放射線安全部化学管理グループマネ

ージャは，可搬型重大事故等対処設備の耐震評価に必要な耐

震計算の方針を以下に示すとおり定めた。 

・差異なし 

  

  

  

 

a. 評価対象設備 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)d. 

可搬型重大事故等対処設備の設計」で定めた可搬型重大事故

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

  

 

 

 

等対処設備をインプットとして，耐震評価の対象設備を表に

まとめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取り

まとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

b. 評価方針 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)d. 

可搬型重大事故等対処設備の設計」で定めた可搬型重大事故

等対処設備の評価方針をインプットとして，評価対象設備の

分類ごとに，「加振試験」，「転倒評価」，「構造強度評価」，

「機能維持評価」，「波及的影響評価」及び「水平 2方向及び

鉛直方向地震力の考慮」の中から適用する評価方針を定め，

アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（評価方針のみ

を記載したための差異。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

c. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，可搬型重大事

故等対処設備の耐震計算を実施するための荷重及び荷重の組

合せ並びに許容限界を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

  

  

 

 

(a) 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)d. 

可搬型重大事故等対処設備の設計」で定めた可搬型重大事故

等対処設備の荷重及び荷重の組合せにおける荷重の種類及び

荷重の組合せをインプットとして，可搬型重大事故等対処設

備の耐震評価で考慮すべき荷重及び荷重の組合せを設定し，

アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめ

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

た。 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 許容限界 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)d. 

可搬型重大事故等対処設備の設計」で定めた可搬型重大事故

等対処設備の機能維持の方針及び「4.5.2 機能維持の基本

方針」で定めた構造強度上の制限をインプットとして，構造

強度評価，転倒評価，機能維持評価及び波及的影響評価のそ

れぞれの評価について，評価対象設備の分類（①車両型設

備，②ボンベ設備，③その他設備）に応じた許容限界の考え

方を整理し，アウトプットとして，耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

 

 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)d. 

可搬型重大事故等対処設備の設計」で定めた可搬型重大事故

等対処設備の機能維持の方針並びに「4.5.2 機能維持の基

本方針」で定めた構造強度上の制限をインプットとして，試

験以外で許容限界を設定する施設について，許容限界を定

め，その結果をアウトプットとして耐震性に関する設計資料

に取りまとめた。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

d. 耐震評価方法 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，可搬型重大事

故等対処設備の耐震計算を実施するため，評価対象設備の分

類に応じて適用する，「地震応答解析」，「加振試験」，「構造

強度評価」，「転倒評価」，「機能維持評価」及び「波及的影響

評価」について，以下に示すとおり評価方法を設定した。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 地震応答解析の方法 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「4.5(1) 地

震応答解析の基本方針」をインプットとして，可搬型重大事

故等対処設備の地震応答解析を行うために必要となる項目

（入力地震動，解析方法及びモデル及び設計用減衰定数）の

考え方を可搬型重大事故等対処設備の地震応答解析の方法と

して定め，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取

りまとめた。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャ，柏崎刈羽原子力発電所第一

保全部保全総括グループマネージャ，第一保全部タービン

（2・3号）グループマネージャ，第一保全部電気機器（1・4

号）グループマネージャ，第二保全部原子炉グループマネー

ジャ，第二保全部電気機器グループマネージャ，第二保全部

計測制御グループマネージャ，第二運転管理部発電グループ

マネージャ，防災安全部防災安全グループマネージャ，放射

線安全部放射線安全グループマネージャ，放射線安全部放射

線管理グループマネージャ及び放射線安全部化学管理グルー

プマネージャは，可搬型重大事故等対処設備の耐震評価を行

うために必要な仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び中央制御室チー

ム）は，設備技術グループマネージャが行った調達の中で，

供給者に対し，地震応答解析の方法の設定を要求した。 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び中央

制御室チーム）からの要求を受けて，「4.5.1 地震応答解析

の基本方針」で定めた基本方針及び供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，地震応答解析の方法を設定

し，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム及び中央制御室チーム）の確認を受けて供給者

が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，可搬型重大事故等対処設備の地震応答解析

に使用する基本的な評価方法を定め，アウトプットとして耐

震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

   

 

  

 

(b) 加振試験 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「4.11.3(1)a. 

評価対象設備」「4.ll.3(1)b. 評価方針」及び

「4.11.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」を

インプットとして，加振試験の目的，入力地震動及び確認項

目を整理し，可搬型重大事故等対処設備の加振試験の方針と

して定め，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取

りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部計測制御グループマネージャ，第

二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全部防災安全

グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グループマネ

ージャ，放射線安全部放射線管理グループマネージャ及び放

射線安全部化学管理グループマネージャは，可搬型重大事故

等対処設備の加振試験の方針をインプットとして，それぞれ

の所掌する可搬型重大事故等対処設備の耐震評価に必要な加

振試験を行うために必要な仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の

「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく調達管理

を実施した。 

 

 供給者は，「4.11.3(1)a. 評価対象設備」，「4.11.3(1)b. 

評価方針」及び「4.11.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」をインプットとして，可搬型重大事故等対処設

備の加振試験の方法を設定し，それぞれ柏崎刈羽原子力発電

所第一保全部保全総括グループマネージャ，第一保全部ター

ビン（2・3号）グループマネージャ，第一保全部電気機器

（1・4号）グループマネージャ，第二保全部原子炉グループ

マネージャ，第二保全部電気機器グループマネージャ，第二

保全部計測制御グループマネージャ，第二運転管理部発電グ

ループマネージャ，防災安全部防災安全グループマネージ

ャ，放射線安全部放射線安全グループマネージャ，放射線安

全部放射線管理グループマネージャ及び放射線安全部化学管

理グループマネージャにより加振試験の方針を満たしている

ことの確認を受け，アウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

 

 

 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部計測制御グループマネージャ，第

二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全部防災安全

グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グループマネ

ージャ，放射線安全部放射線管理グループマネージャ及び放

射線安全部化学管理グループマネージャは，それぞれ供給者

から受領した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，それぞれの業

務報告書をインプットとして，可搬型重大事故等対処設備の

加振試験の方法を定め，アウトプットとして耐震性に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 転倒評価 

 

 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部計測制御グループマネージャ，第

二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全部防災安全

グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グループマネ

ージャ，放射線安全部放射線管理グループマネージャ及び放

射線安全部化学管理グループマネージャは，調達の中で供給

者に対し，使用する転倒評価の方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グル

ープマネージャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマ

ネージャ，第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージ

ャ，第二保全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気

機器グループマネージャ，第二保全部計測制御グループマネ

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ージャ，第二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全

部防災安全グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グ

ループマネージャ，放射線安全部放射線管理グループマネー

ジャ及び放射線安全部化学管理グループマネージャからの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として転倒評価の方法を設定し，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部計測制御グループマネージャ，第

二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全部防災安全

グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グループマネ

ージャ，放射線安全部放射線管理グループマネージャ及び放

射線安全部化学管理グループマネージャは，それぞれ供給者

が提出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，それぞれの業

務報告書をインプットとして，可搬型重大事故等対処設備の

転倒評価に使用する基本的な評価方法を定め，アウトプット

として耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(d) 構造強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び中央制御室チー

ム），柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマ

ネージャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージ

ャ，第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ及び

第二保全部原子炉グループマネージャは，調達の中で供給者

に対し，使用する構造強度評価方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び中央

制御室チーム），柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括

グループマネージャ，第一保全部タービン（2・3号）グルー

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プマネージャ，第一保全部電気機器（1・4号）グループマネ

ージャ及び第二保全部原子炉グループマネージャからの要求

を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，構造強度評価の方法を選定し，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャ，柏崎刈羽原子力発電所第一

保全部保全総括グループマネージャ，第一保全部タービン

（2・3号）グループマネージャ，第一保全部電気機器（1・4

号）グループマネージャ及び第二保全部原子炉グループマネ

ージャは，それぞれ供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，それぞれの業

務報告書をインプットとして，可搬型重大事故等対処設備の

構造強度評価に使用する基本的な評価方法を定め，アウトプ

ットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 機能維持評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部計測制御グループマネージャ，第

二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全部防災安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グループマネ

ージャ，放射線安全部放射線管理グループマネージャ及び放

射線安全部化学管理グループマネージャは，供給者に対し，

機能維持評価の方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グル

ープマネージャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマ

ネージャ，第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージ

ャ，第二保全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気

機器グループマネージャ，第二保全部計測制御グループマネ

ージャ，第二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全

部防災安全グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グ

ループマネージャ，放射線安全部放射線管理グループマネー

ジャ及び放射線安全部化学管理グループマネージャからの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として，機能維持評価方法を選定し，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部計測制御グループマネージャ，第

二運転管理部発電グループマネージャ，防災安全部防災安全

グループマネージャ，放射線安全部放射線安全グループマネ

ージャ，放射線安全部放射線管理グループマネージャ及び放

射線安全部化学管理グループマネージャは，それぞれ供給者

が提出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，それぞれの業

務報告書をインプットとして，可搬型重大事故等対処設備の

機能維持評価に使用する基本的な評価方法を定め，アウトプ

ットとして耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「4.5.2 機能

維持の基本方針」をインプットとして，可搬型重大事故等対

処設備の機能維持評価を行うための考え方を可搬型重大事故

等対処設備の機能維持評価の方法として定め，アウトプット

として耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 波及的影響評価 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ，第二保

全部原子炉グループマネージャ，第二保全部電気機器グルー

プマネージャ，第二保全部タービングループマネージャ，第

二保全部計測制御グループマネージャ，第二運転管理部発電

グループマネージャ，防災安全部防災安全グループマネージ

ャ，放射線安全部放射線安全グループマネージャ，放射線安

全部放射線管理グループマネージャ及び放射線安全部化学管

理グループマネージャは，設備図書をインプットとして，波

及的影響評価評価の方法を選定し，その結果をアウトプット

として設計資料を作成し，工認プロジェクト（共通パートチ

ーム）に提出した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，設計資料をイ

ンプットとして，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響評

価に使用する基本的な評価方法を定め，アウトプットとして

・表現上の差異（評価項目を追

記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（評価項目を追

記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 耐震性に関する設計資料に取りまとめた。 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算 

a. 車両型設備の耐震計算 

 工認プロジェクト（共通パートチーム），柏崎刈羽原子力

発電所第一保全部保全総括グループマネージャ，第一保全部

タービン（2・3号）グループマネージャ，第一保全部電気機

器（1・4号）グループマネージャ，第二保全部原子炉グルー

プマネージャは，それぞれ「4.11.3(2)a.(a) 耐震評価の基

本方針の設定」で耐震評価の基本方針を設定し，

「4.11.3(2)a.(b) 耐震評価の実施」で耐震計算の基本方針

に基づく耐震評価を実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(a) 耐震評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「4.11.3(1) 

可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の方針」で定めた方

針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」で定めた

耐震設計方針をインプットとして，車両型設備の耐震計算を

行うための配置，構造概要及び適用規格を検討して設備ごと

の耐震評価の基本方針を設定し，アウトプットとして耐震性

に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(b) 耐震評価の実施 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ及び第二

保全部原子炉グループマネージャは，供給者に対し，車両型

設備の耐震評価の実施を要求した。 

 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グル

ープマネージャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマ

ネージャ，第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージ

ャ及び第二保全部原子炉グループマネージャからの要求を受

けて，「4.11.3(2)a.(a) 耐震評価の基本方針の設定」で定

めた設備ごとの基本方針及び「4.11.3(1)d. 耐震評価方

法」で定めた評価方法に基づき，供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，可搬型重大事故等対処設備につ

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて，設備ごとの基本方針に従い，評価を実施し，その結果

をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，耐震評価結果のリストについて，柏崎刈羽原子

力発電所第一保全部保全総括グループマネージャ，第一保全

部タービン（2・3号）グループマネージャ，第一保全部電気

機器（1・4号）グループマネージャ及び第二保全部原子炉グ

ループマネージャにより耐震評価方法に基づく耐震評価を実

施しており，評価対象部位の評価が許容値を満足しているこ

との確認を受け，その結果をアウトプットとしてそれぞれの

業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第一保全部保全総括グループマネー

ジャ，第一保全部タービン（2・3号）グループマネージャ，

第一保全部電気機器（1・4号）グループマネージャ及び第二

保全部原子炉グループマネージャは，供給者が提出したそれ

ぞれの業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「4.11.3(1)，

(2)」の業務報告書をインプットとして，耐震評価結果をま

とめ，アウトプットとして耐震性に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（共通

パートチーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

 

 

（その他の設備） 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び中央制御室チー

ム），柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネ

ージャ，第二保全部電気機器グループマネージャ，第二保全

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部計測制御グループマネージャ，第二運転管理部発電グルー

プマネージャ，防災安全部防災安全グループマネージャ，放

射線安全部放射線安全グループマネージャ，放射線安全部放

射線管理グループマネージャ及び放射線安全部化学管理グル

ープマネージャは，ボンベ設備及びその他設備について，車

両型設備と同様のプロセスにより耐震評価を実施し，工認プ

ロジェクト（共通パートチーム）は，耐震性に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（共通

パートチーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【耐震性に関する説明書】 ・差異なし 

  

 

 

  

 

 

5. 津波による損傷防止設計 

 技術基準規則第 6条（津波による損傷の防止）及び第 51

条（津波による損傷の防止）に応じた基本設計方針への適合

性確保のために必要な設計については，浸水防護施設に示す

設計による。 

・表現上の差異 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

6. 自然現象等への配慮に関する設計 

6.1 自然現象等への配慮に関する基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針で

確認した「自然現象」及び「人為事象」の対象となる事象を

確認し，自然現象等への配慮に関する基本方針を以下に示す

とおり取りまとめた。 

 

 

 取りまとめは，「6.1.1 基本方針」で基本方針を定め，基

本方針に基づき，各事象の設計方針を「6.1.2 外部からの

衝撃への配慮」で外部からの衝撃への配慮として設定すると

ともに，組合せを「6.1.3 組合せ」で決定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

6.1.1 基本方針 

(1) 自然現象 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針を

インプットとして，自然現象による損傷の防止に関する基本

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

方針を定め，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現

象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

   

 

 

  

 

 

(2) 人為事象 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針を

インプットとして，人為事象による損傷の防止に関する基本

方針を定め，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現

象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(3) 外部からの衝撃より防護すべき施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針を

インプットとして，外部からの衝撃により防護すべき施設と

する対象の考え方を整理し，その結果を外部からの衝撃によ

り防護すべき施設の基本方針として定め，アウトプッ卜とし

て発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

  

 

 

(4) 組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び設置変更許可申請書をインプットとして，組み合わせる自

然現象を確認するとともに，組み合わせる衝撃の考え方を整

理し，その結果を組合せの基本方針として定め，アウトプッ

トとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に

関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

6.1.2 外部からの衝撃への配慮 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請書に記載された自然現象及び人為事象ごとに外部からの衝

撃への配慮すべき事項を以下に示すとおり整理した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(1) 津波 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「6.1.1(1) 

自然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本

方針及び基本設計方針をインプットとして，津波防護対策の

設計方針を設計上の配慮事項として定め，アウトプットとし

て発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，津波に対する

具体的な設計を「5. 津波による損傷防止設計」で実施し

た。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(2) 風（台風） 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の風（台

風）に対する設計の方針を設計上の配慮事項として定め，そ

の結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等

による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，風（台風）に対

する具体的な設計を「6.3 竜巻」で実施した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 竜巻 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，竜巻の設計の方針を設計上の配慮事項として定め，その

結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等に

よる損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻に対する具

体的な設計を「6.3 竜巻」で実施した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(4) 低温（凍結） 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の低温

（凍結）に対する設計の方針として防止対策を行う設計上の

配慮事項として定め，その結果をアウトプットとして発電用

原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料

に取りまとめた。 

・インプットの差異 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，低温（凍結）に

対する対策が低温（凍結）に対する設計の方針を満たしてい

ることを確認した。 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「低温（凍結）」として

評価対象としている。） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(5) 降水 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の降水に

対する設計の方針として排水対策を行う設計上の配慮事項と

して定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設

の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，降水に対する対

策が降水に対する設計の方針を満たしていることを確認し

た。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(6) 積雪 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の積雪に

対する設計の方針を設計上の配慮事項として定め，その結果

をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，積雪に対する具

体的な設計を「6.4 火山の影響」で実施した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

(7) 落雷 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の落雷に

対する設計の方針を設計上の配慮事項として定め，その結果

をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，落雷に対する対

策が落雷に対する設計の方針を満たしていることを確認し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

(8) 地滑り 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の地滑り

に対する設計の方針を設計上の配慮事項として定め，その結

果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，地滑りに対する

対策が地滑りに対する設計の方針を満たしていることを確認

した。 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 火山の影響 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，火山の影響に対する設計の方針を設計上の配慮事項とし

て定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，火山の影響に対

する具体的な設計を「6.4 火山の影響」で実施した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

  

 

(10) 生物学的事象 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(1) 自

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

然現象」で定めた自然現象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，クラゲや小動物の発生状況より生物学的事象に対する設

計の方針を行う設計上の配慮事項を定め，その結果をアウト

プットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防

止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，生物学的事象に

対する対策が生物学的事象に対する設計の方針を満たしてい

ることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 森林火災 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(2) 人

為事象」で定めた人為事象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとし

て，森林火災に対する設計の方針を設計上の配慮事項として

定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自

然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，森林火災に対す

る具体的な設計を「6.5 外部火災」で実施した。 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

 

 

 

 

 

 

 

     ・設置変更許可における設計方
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

針の差異（柏崎刈羽は，発電

所敷地内に考慮すべき爆発源

がない。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 近隣工場等の火災・爆発 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(2) 人

為事象」で定めた人為事象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針，設置変更許可申請書及び設置変更許可申

請時の設計資料をインプットとして，近隣工場等の火災に対

する設計の方針を設計上の配慮事項として定め，その結果を

アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，近隣工場等の火

災・爆発に対する具体的な設計を「6.5 外部火災」で実施

した。 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(13) 有毒ガス 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(2) 人

為事象」で定めた人為事象による損傷の防止に関する基本方

針及び基本設計方針をインプットとして，有毒ガスに対する

設計の方針を設計上の配慮事項として定め，その結果をアウ

トプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の

防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，有毒ガスに対す

る具体的な設計を「6.5 外部火災」で実施した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

  

 

 

(14) 船舶の衝突 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(2) 人

為事象」で定めた人為事象による損傷の防止に関する基本方

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

針，基本設計方針及び設置変更許可時の設計資料をインプッ

トとして，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の

船舶の衝突に対する設計の方針を設計上の配慮事項として定

め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，船舶の衝突に対

する対策が船舶の衝突に対する設計の方針を満たしているこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(15) 電磁的障害 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(2) 人

為事象」で定めた人為事象による損傷の防止に関する基本方

針，基本設計方針及び設置変更許可時の設計資料をインプッ

トとして，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の

電磁的障害に対する設計の方針を設計上の配慮事項として定

め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，電磁的障害に対

する対策が電磁的障害に対する設計の方針を満たしているこ

とを確認した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

 

 

 

(16) 航空機の墜落 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(2) 人

為事象」で定めた人為事象による損傷の防止に関する基本方

針及び設置変更許可申請書をインプットとして，重大事故等

対処設備の航空機の墜落に対する設計の方針を設計上の配慮

事項を定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施

設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りま

とめた。 

・表現上の差異（設計上の配慮

事項について，外部衝撃の他

項目と記載程度を統一す

る。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

6.1.3 組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請書に記載された地震を含む自然現象の組合せの方針を以下

に示すとおり決定した。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

(1) 組合せを検討する自然現象の抽出 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(4) 組

合せ」で定めた組合せの基本方針及び設置変更許可申請書を

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

インプットとして，組み合わせる自然現象の荷重の取扱いを

決定し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等

による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

  

 

 

(2) 主荷重同士の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，組み合わせる自

然現象の荷重の取扱い及び設置変更許可申請書をインプット

として，主荷重同士の組合せを決定し，アウトプットとして

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設

計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

(3) 組合せを検討する主荷重と従荷重の規模 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，組み合わせる自

然現象の荷重の取扱い，設置変更許可申請書をインプットと

して，組合せを検討する主荷重と従荷重の規模を決定し，ア

ウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

 

  

 

 

  

 

 

(4) 主荷重，従荷重及び常時考慮する積雪荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，組み合わせる自

然現象の荷重の取扱い及び設置変更許可申請書をインプット

として，主荷重，従荷重及び常時考慮する積雪荷重の組合せ

を決定し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(5) 自然現象の組合せの方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，組み合わせる自

然現象の荷重の取扱い，主荷重同士の組合せ，組合せを検討

する主荷重と従荷重の規模並びに主荷重，従荷重及び常時考

慮する積雪荷重の組合せをインプットとして，自然現象の組

合せの方針を決定し，アウトプットとして発電用原子炉施設

の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまと

めた。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(6) 設計基準事故又は重大事故等時の荷重の考慮 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備図書をイン

プットとして，自然現象，人為事象及び設計基準事故又は重

大事故等時の荷重の組合せを決定して，自然現象及び人為事

象と重大事故等時の荷重の組合せの表にまとめ，アウトプッ

トとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に

関する設計資料に取りまとめた。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

(7) 組合せを考慮した荷重評価 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，組み合わせる自

然現象の荷重の取扱い，主荷重同士の組合せ，組合せを検討

する主荷重と従荷重の規模及び主荷重，従荷重及び常時考慮

する積雪荷重の組合せ，「自然現象及び人為事象と重大事故

等時の荷重の組合せの表」，自重の荷重及び運転時荷重をイ

ンプットとして，組合せを考慮した荷重の考え方を表にまと

め，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 具体的な組合せを考慮した設計については，「4. 地震に

よる損傷防止」，「5. 津波による損傷防止設計」及び「6.4 

火山の影響」で実施した。 

・インプットの差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

  

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.1.1 基本方針」～「6.1.3 組合

せ」で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・差異なし 

  

【発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

説明書】 

・図書名称の適正化 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.2 防護対象の範囲 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，技術基準規則，

発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針及び設置変更許可申請書をインプットとして，発電用

原子炉施設に対する，技術基準規則の考え方及び安全評価に

おいて考慮する安全機能を整理し，アウトプットとして発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.1(3) 外

部からの衝撃より防護すべき施設」で定めた外部からの衝撃

により防護すべき施設の基本方針をインプットとして，外部

事象防護対象施設の範囲を定め，アウトプットとして発電用

原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料

に取りまとめた。 

・記載の適正化（指針名称の適

正化。） 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・設置変更許可における設計方

針の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

・差異なし 

  

【発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

説明書】 

・記載の適正化（図書名称の修

正） 

  

 

 

  

 

 

6.3 竜巻 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設計竜巻による

荷重及びその他考慮すべき荷重に対する竜巻の影響を考慮す

る施設の設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

6.3.1 竜巻防護に関する基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻より防護す

べき施設，設計竜巻及び設計飛来物の設定，竜巻の影響を考

慮する施設についての竜巻防護に関する基本方針を以下に示

すとおり定めた。 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

(1) 竜巻より防護すべき施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び「6.1.1(3) 外部からの衝撃より防護すべき施設」の基本

方針をインプットとして，外部からの衝撃より防護すべき施

設を竜巻より防護すべき施設として定め，その結果をアウト

プットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防

止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

(2) 設計竜巻及び設計飛来物の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び「6.1.2(2) 風（台風）」で定めた風（台風）に対する設

計の方針をインプットとして，設計竜巻の最大風速を確認し

て設計飛来物を設定し，その結果をアウトプットとして発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資

料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

(3) 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方針 

a. 設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針，

「6.3.1(1) 竜巻より防護すべき施設」の結果，「6.3.1(2) 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計竜巻及び設計飛来物の設定」の結果及び設備図書をイン

プットとして，竜巻の影響を考慮する施設を選定し，施設ご

との竜巻防護設計方針を定め，その結果をアウトプットとし

て発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

b. 荷重の組合せ及び許容限界 

(a) 荷重の種類 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び設備図書をインプットとして，荷重の種類を特定し，その

結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等に

よる損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(b) 荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，荷重の種類をイ

ンプットとして，荷重の組合せの考え方を設定し，その結果

をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 許容限界 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，荷重の種類，規

格及び基準をインプットとして，許容限界の考え方を設定

し，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.3.1 竜巻防護に関する基本方

針」で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

  

  

 

  

6.3.2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定 

 

(1) 選定の基本方針 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.1(1) 竜

巻より防護すべき施設」の結果，「6.3.1(2) 設計竜巻及び

設計飛来物の設定」の結果及び設備図書（配置図，構造図）

をインプットとして，竜巻の影響を考慮する施設の選定につ

いて検討し，選定の基本方針として定めるとともにフローに

まとめ，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等

による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

  

 

 

(2) 竜巻の影響を考慮する施設の選定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可時

に実施した竜巻影響評価の結果及び選定の基本方針をインプ

ットとして，施設又は設備ごとに，竜巻の影響を考慮する施

設を選定し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現

象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

(3) 竜巻防護のための固縛対象物の選定 

a. 柏崎刈羽原子力発電所における飛来物の調査  

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可時

に実施した現場調査結果をインプットとして，調査範囲を図

にまとめるとともに調査結果を表にまとめ，その結果をアウ

トプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の

防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可時

に現場調査にて整理した飛来物のリスト及び適用可能な文献

をインプットとして，固縛対象物選定の考え方を固縛対象物

選定の基本方針として定め，その結果をアウトプットとして

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設

計資料に取りまとめた。 

・記載の適正化（Ⅴ-1-1-3-3-2

「竜巻の影響を考慮する施設

及び固縛対象物の選定」や先

行プラントの記載に合わせて

いる） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

 

 

b. 固縛対象物の選定 

(a) 浮き上がり及び横滑り並びに固縛対象物の飛散距離

等，運動エネルギ及び貫通力の判断基準 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，固縛対象物選定

の基本方針をインプットとして，固縛対象物の運動エネルギ

及び貫通力の判定基準を定め，アウトプットとして発電用原

子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に

取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

  

 

 

(b) 固縛対象物の選定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，固縛対象物の飛

散距離等，運動エネルギ及び貫通力の判定基準をインプット

として，固縛対象物の選定方針を定め，アウトプットとして

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設

計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 屋外の重大事故等対処設備 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，固縛対象物選定

の基本方針をインプットとして，屋外の重大事故等対処設備

の保管場所での対策の方針を定めて図にまとめ，その結果を

アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・記載の適正化（Ⅴ-1-1-3-3-2

「竜巻の影響を考慮する施設

及び固縛対象物の選定」に記

載のあるプロセスを追記して

いる） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.3.2 竜巻の影響を考慮する施設及

び固縛対象物の選定」で取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

・表現上の差異 

  

 

 

 

  

 

 

 

6.3.3 竜巻の影響を考慮する施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.1(3)a. 

設計方針」で選定した竜巻の影響を考慮する施設に対する竜

巻防護設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(1) 要求機能及び性能目標 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.1 竜巻防

護に関する基本方針」で設定した竜巻防護に関する基本方針

をインプットとして，竜巻の影響を考慮する施設ごとに，要

求機能を整理し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自

然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻の影響を考

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慮する施設ごとに整理した要求機能をインプットとして，竜

巻の影響を考慮する施設の設備ごとに，機能設計上の性能目

標及び構造強度設計上の性能目標を定め，その結果をアウト

プットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防

止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

の明記。） 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2) 竜巻の影響を考慮する施設 

a. 屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。），竜巻より

防護すべき施設を内包する施設（建屋），屋内の外部事象防

護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす

可能性がある施設（サービス建屋，6号機及び 7号機主排気

筒，原子炉建屋クレーン，燃料取替機，発電所敷地の屋外に

保管する重大事故等対処設備及び資機材等，非常用ディーゼ

ル発電設備排気消音器，非常用ディーゼル発電設備排気管，

ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関

本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク）） 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可を

受けた竜巻に対し，竜巻の影響を考慮する施設の要求機能及

び性能目標を達成するための機能設計及び構造強度設計を以

下に示すとおり実施した。 

・表現上の差異（柏崎刈羽は，

建屋を含めて外部事象防護対

象施設として定義しているこ

とから，建屋を除いた施設の

表現をしている） 

・記載の適正化（Ⅴ-1-1-3-3-2

「竜巻の影響を考慮する施設

及び固縛対象物の選定」に記

載のある施設を追記している 

・設備構成の差異 

 

 

・差異なし 

  

  

  

  

  

 

 

(a) 方針の設定 

イ. 機能設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイン

プットとして，屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除

く。），竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建屋），屋

内の外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及

的影響を及ぼす可能性がある施設（サービス建屋，6号機及

び 7号機主排気筒，原子炉建屋クレーン，燃料取替機，発電

所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備及び資機材等，

・記載の適正化（Ⅴ-1-1-3-3-2

「竜巻の影響を考慮する施設

及び固縛対象物の選定」の記

載に合わせた記載としてい

る） 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

非常用ディーゼル発電設備排気消音器，非常用ディーゼル発

電設備排気管，ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼ

ル発電設備機関本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタン

ク））の機能設計方針を定め，その結果をアウトプットとし

て発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

設計資料として取りまとめた。 

  

  

 

  

 

 

 

 

ロ. 構造強度設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を

達成するよう，構造強度の設計方針，荷重の種類及び荷重の

組合せの考え方，機能維持の方針を以下に示すとおり実施し

た。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(イ) 構造強度の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標及

び「6.3.3(2)a.(a)イ. 機能設計」で定めた機能設計方針を

インプットとして，構造強度設計の方針を定め，アウトプッ

トとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

 

(ロ) 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を

インプットとして，荷重の種類及び荷重の組合せの考え方を

設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

(ハ) 機能維持の方針 

ⅰ. 構造設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標，

「6.3.3(2)a.(a)ロ.(イ) 構造強度の設計方針」で定めた構

造強度の設計方針及び「6.3.3(2)a.(a)ロ.(ロ) 荷重及び荷

重の組合せ」で定めた荷重をインプットとして，荷重の伝達

を踏まえた構造設計の方針を定め，構造計画及び概略図をア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ. 評価方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2)a.(a)

ロ.(ハ)ⅰ. 構造設計」の結果をインプットとして，評価方

針を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.3.3(2)a.(a) 方針の設定」で取

りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

(b) 各機器固有の設計 

イ. 強度評価 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2)a.(a)

ロ.(ハ)ⅱ. 評価方針」で定めた評価方針をインプットとし

て，屋外の外部事象防護対象施設（建屋を除く。），竜巻より

防護すべき施設を内包する施設（建屋），屋内の外部事象防

護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす

可能性がある施設（サービス建屋，6号機及び 7号機主排気

筒，原子炉建屋クレーン，燃料取替機，発電所敷地の屋外に

保管する重大事故等対処設備及び資機材等，非常用ディーゼ

ル発電設備排気消音器，非常用ディーゼル発電設備排気管，

ミスト管（燃料ディタンク，非常用ディーゼル発電設備機関

本体，潤滑油補給タンク，燃料ドレンタンク））の強度評価

を「12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価」で実施し

た。 

・記載の適正化（Ⅴ-1-1-3-3-2

「竜巻の影響を考慮する施設

及び固縛対象物の選定」に記

載のある施設を追記している 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. 屋外の重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可を

受けた竜巻に対し，竜巻の影響を考慮する施設の要求機能及

び性能目標を達成するための機能設計及び構造強度設計を以

下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

 

 

 

 

・差異なし 

    (a) 方針の設定 ・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

  

 

 

 

イ. 機能設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイン

プットとして，屋外の重大事故等対処設備の機能設計方針を

定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自

然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめ

た。 

の明記。） 

 

  

  

 

  

 

 

 

ロ. 構造強度設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を

達成するよう，構造強度の設計方針，荷重の種類及び荷重の

組合せの考え方並びに機能維持の方針を以下に示すとおり実

施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(イ) 構造強度の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標及

び「6.3.3(2)b.(a)イ. 機能設計」で定めた機能設計方針を

インプットとして，構造強度設計の方針を定め，アウトプッ

トとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

  

 

 

 

(ロ) 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を

インプットとして，荷重の種類及び荷重の組合せの考え方を

設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

(ハ) 機能維持の方針 

ⅰ. 構造設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標，

「6.3.3(2)b.(a)ロ.(イ) 構造強度の設計方針」で定めた構

造強度の設計方針及び「6.3.3(2)b.(a)ロ.(ロ) 荷重及び荷

重の組合せ」で定めた荷重をインプットとして，荷重の伝達

を踏まえた構造設計の方針を定め，構造計画及び概略図をア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

    ⅱ. 評価方針 ・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2)b.(a)

ロ.(ハ)ⅰ. 構造設計」の結果をインプットとして，評価方

針を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.3.3(2)b.(a) 方針の設定」で取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

(b) 各機器固有の設計 

イ. 強度評価 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2)b.(a)

ロ.(ハ)ⅱ. 評価方針」で定めた評価方針をインプットとし

て，固縛装置の強度評価を「12.2 竜巻への配慮が必要な施

設の強度評価」で実施した。 

・差異なし 

  ― ― 

  

 

 

  

 

 

c. 防護対策施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可を

受けた竜巻に対し，竜巻の影響を考慮する施設の要求機能及

び性能目標を達成するための機能設計及び構造強度設計を以

下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

(a) 方針の設定 

イ. 機能設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイン

プットとして，防護対策施設の機能設計方針を定め，その結

果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する設計資料として取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

  

 

 

 

ロ. 構造強度設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を

達成するよう，構造強度の設計方針，荷重の種類及び荷重の

組合せの考え方，機能維持の方針を以下に示すとおり実施し

た。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(イ) 構造強度の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標及

び「6.3.3(2)c.(a)イ. 機能設計」で定めた機能設計方針を

インプットとして，構造強度設計の方針を定め，アウトプッ

トとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

  

 

 

(ロ) 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を

インプットとして，荷重の種類及び荷重の組合せの考え方を

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

(ハ) 機能維持の方針 

i. 構造設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標，

「6.3.3(2)c.(a)ロ.(イ) 構造強度の設計方針」で定めた構

造強度の設計方針及び「6.3.3(2)c.(a)ロ.(ロ) 荷重及び荷

重の組合せ」で定めた荷重をインプットとして，荷重の伝達

を踏まえた構造設計の方針を定め，構造計画及び概略図をア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ⅱ. 評価方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2)c.(a)

ロ.(ハ)ⅰ. 構造設計」の結果をインプットとして，評価方

針を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャ，設備技術グループマ

ネージャ及び建築技術グループマネージャは，工認プロジェ

クト（自然現象チーム）が「6.3.3(2)c.(a) 方針の設定」

で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

(b) 各機器固有の設計 

イ. 強度評価 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2)c.(a)

ロ.(ハ)ⅱ. 評価方針」で定めた評価方針をインプットとし

て，防護対策施設の強度評価を「12.2 竜巻への配慮が必要

な施設の強度評価」で実施した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

d. 二次的影響を及ぼす可能性がある施設 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請書に記載された竜巻に対し，竜巻の影響を考慮する施設の

要求機能及び性能目標を達成するための機能設計を以下に示

すとおり実施した。 

 

・表現上の差異（柏崎刈羽は，

設置変更許可において竜巻随

伴事象を二次的な波及影響と

して整理している。） 

 

・記載の適正化（実際のプロセ

スを記載している） 

  

  

  

  

  

 

 

(a) 方針の設定 

イ. 機能設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイン

プットとして，二次的影響を及ぼす可能性がある施設の機能

設計方針を定め，その結果をアウトプットとして発電用原子

・表現上の差異（柏崎刈羽は，

設置変更許可において竜巻随

伴事象を二次的な波及影響と

して整理している。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料とし

て取りまとめた。 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

 

 

 

・差異なし 

  

【発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

説明書】【強度に関する説明書】 

・資料構成の差異 

   

 

 

  

 

 

6.4 火山の影響 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，火山の影響を考

慮する施設の設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

6.4.1 火山防護に関する基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，降下火砕物より

防護すべき施設，設計に用いる降下火砕物特性及び降下火砕

物の影響に対する設計方針についての火山防護に関する基本

方針を以下に示すとおり定めた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

 

(1) 降下火砕物より防護すべき施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び「6.1.1(3) 外部からの衝撃より防護すべき施設」の基本

方針をインプットとして，降下火砕物より防護すべき施設と

して定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設

の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまと

めた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(2) 設計に用いる降下火砕物特性 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請書をインプットとして，設計に用いる降下火砕物の特性を

確認し，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

    (3) 降下火砕物の影響に対する設計方針 ・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

a. 設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針，

設置変更許可申請書及び「6.4.1(1) 降下火砕物より防護す

べき施設」で抽出した施設をインプットとして，降下火砕物

の影響を考慮する施設を選定し，施設ごとの降下火砕物の影

響に対する設計方針を定め，その結果をアウトプットとして

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設

計資料に取りまとめた。 

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

b. 荷重の組合せ及び許容限界 

(a) 荷重の種類 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針，

「6.1.3 組合せ」で定めた自然現象の組合せの方針及び設

備図書をインプットとして，荷重の種類を特定し，その結果

をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(b) 荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，荷重の種類をイ

ンプットとして，荷重の組合せの考え方を設定し，その結果

をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 許容限界 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，荷重の種類，規

格及び規準をインプットとして，許容限界の考え方を設定

し，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.4.1 火山防護に関する基本方

針」で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

  

  

  

  

 

 

6.4.2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

(1) 選定の基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.1(1) 降

下火砕物より防護すべき施設」で定めた基本方針並びに設備

図書（配置図，構造図）をインプットとして，降下火砕物の

影響を考慮する施設について検討して選定の基本方針として

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

定め，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等に

よる損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請時に実施した火山影響評価の結果及び基本設計方針をイン

プットとして，降下火砕物の影響を考慮する施設についてリ

スト化し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

6.4.3 降下火砕物の影響に対する施設の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，火山の配慮に関

する基本方針及び「6.4.2 降下火砕物の影響を考慮する施

設の選定」で抽出した施設に対して影響因子の設定により，

施設分類を定め，要求機能及び性能目標を設定し，降下火砕

物の影響に対する施設の機能設計方針の設定並びに構造強度

設計の方針の設定について，以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 影響因子の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請書，設備図書及び文献をインプットとして，降下火砕物の

影響因子を設定し，アウトプットとして発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（説明書の記載

と統一。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施設分類 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，降下火砕物の配

慮に関する基本方針，「6.4.2 降下火砕物の影響を考慮する

施設の選定」で抽出した施設のリスト及び降下火砕物の影響

因子をインプットとして，影響因子ごとの降下火砕物の影響

を考慮する施設の分類についてリスト化し，アウトプットと

して発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.4.3(1) 影響因子の設定」から

「6.4.3(2) 施設分類」で取りまとめた設計資料をレビュー

し，承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

  

 

 

 

(3) 降下火砕物の影響を考慮する施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(2) 施

設分類」で明確にした施設分類ごとに降下火砕物の影響を考

慮する施設に対する火山防護設計を以下に示すとおり実施し

た。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

a. 要求機能及び性能目標 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.1 火山防

護に関する基本方針」で明確にした火山防護に関する基本方

針並びに「6.4.3(2) 施設分類」で明確にした施設をインプ

ットとして，降下火砕物の影響を考慮する施設ごとに，要求

機能を整理し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，降下火砕物の影

響を考慮する施設ごとに整理した要求機能をインプットとし

て，外部事象防護対象施設ごとに，機能設計上の性能目標及

び構造強度設計上の性能目標を定め，その結果をアウトプッ

トとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に

関する設計資料に取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

b. 降下火砕物の影響を考慮する施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可を

受けた降下火砕物の影響を考慮する施設についての機能設計

方針及び構造強度設計方針を以下に示すとおり実施した。 

・記載の適正化（他の記載との

統一。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物への荷重を

考慮する施設を除く） 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，降下火砕物の影

響を考慮する施設（構造物への荷重を考慮する施設を除く）

の要求機能及び性能目標を達成するための機能設計を以下に

示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

イ. 方針の設定 

(イ) 機能設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイ

ンプットとして，降下火砕物の影響を考慮する施設（構造物

への荷重を考慮する施設を除く）の機能設計方針を定め，ア

ウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(b) 構造物への荷重を考慮する施設 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，構造物への荷重

を考慮する施設の要求機能及び性能目標を達成するための機

能設計及び構造強度設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

イ. 方針の設定 

(イ) 機能設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイ

ンプットとして，構造物への荷重を考慮する施設の機能設計

方針を定めた。 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

(ロ) 構造強度設計 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標

を達成するよう，構造強度の設計方針，荷重の種類及び荷重

の組合せの考え方，機能維持の方針を以下に示すとおり実施

した。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

i. 構造強度の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標

並びに「6.4.3(3)b.(b)イ.(イ) 機能設計」で定めた機能設

計方針をインプットとして，構造強度設計の方針を定め，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ⅱ. 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標

をインプットとして，荷重の種類及び荷重の組合せの考え方

を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

  

  

ⅲ. 機能維持の方針 

(i) 構造設計 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目

標，「6.4.3(3)b.(b)イ.(ロ)ⅰ. 構造強度の設計方針」で定

めた構造強度の設計方針並びに「6.4.3(3)b.(b)イ.(ロ)ⅱ. 

荷重及び荷重の組合せ」で定めた荷重をインプットとして，

荷重の伝達を踏まえた構造設計の方針を定め，構造計画及び

概略図をアウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 評価方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)b.(b)

イ.(ロ)ⅲ.(i) 構造設計」の結果をインプットとして，評

価方針を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャ，設備技術グループマ

ネージャ，土木耐震グループマネージャ及び建築技術グルー

プマネージャは，工認プロジェクト（自然現象チーム）が取

りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ロ. 各機器固有の設計 

(イ) 強度評価 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)b.(b)

イ.(ロ)ⅲ.(ⅱ) 評価方針」で定めた評価方針をインプット

として，外部事象防護対策施設の強度評価を，「12.3 火山

への配慮が必要な施設の強度評価」で実施した。 

・記載の適正化（他の記載との

統一。） 

  

【発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

説明書】【強度に関する説明書】 

・記載の適正化（図書名称の修

正。） 

・資料構成の差異 

  

 

 

  

 

6.5 外部火災 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，森林火災，発電

所敷地内の危険物タンク等の火災，航空機墜落による火災，

石油コンビナート施設の火災・爆発，危険物貯蔵施設の火

災，高圧ガス貯蔵施設の火災・爆発，発電所近くを通る燃料

輸送車両の火災・爆発，漂流船舶の火災・爆発，二次的影響

（ばい煙等），有毒ガスの影響及び爆発による飛来物の影響

・プラント固有条件の差異及び

設置変更許可における設計方

針の差異（設置変更許可で説

明している発電所敷地外で考

慮すべき火災・爆発源及び火

災・爆発の固有名称が異な

る） 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

185 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

を考慮した施設の設計を外部火災防護に関する設計に含め，

以下に示すとおり実施した。 

  

 

 

  

 

 

6.5.1 外部火災防護に関する基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，外部火災防護に

関する基本方針を以下に示すとおり定めた。 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

(1) 外部火災より防護すべき施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び「6.1.1(3) 外部からの衝撃より防護すべき施設」で定め

た外部からの衝撃より防護すべき施設の基本方針をインプッ

トとして，外部からの衝撃より防護すべき施設を外部火災よ

り防護すべき施設として定め，その結果をアウトプットとし

て発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 外部火災より防護すべき施設の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び「6.5.1(1) 外部火災より防護すべき施設」で選定した外

部火災より防護すべき施設をインプットとして，外部火災よ

り防護すべき施設の設計方針を定め，その結果をアウトプッ

トとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に

関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設置変更許可申

請書をインプットとして，森林火災の影響評価において発電

所敷地内に設置する防火帯幅を定め，アウトプットとして外

部火災への配慮に関する基本方針に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.1.2(13) 有

毒ガス」で定めた有毒ガスに対する設計の方針，外部火災よ

り防護すべき施設の設計方針及び施設の構造を示した設備図

書（構造図）をインプットとして，外部火災による二次的影

響（ばい煙等）及び有毒ガスの侵入を防止するための設計方

針を定め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設

の自然現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまと

めた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

  

 

 

 

(3) 防護すべき施設の評価方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.5.1(2) 外

部火災より防護すべき施設の設計方針」で定めた外部火災よ

り防護すべき施設の設計方針をインプットとして，外部事象

防護対象施設の評価方針を定め，その結果をアウトプットと

して発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関す

る設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

(4) 防護措置の設計方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.5.1(2) 外

部火災より防護すべき施設の設計方針」で定めた外部火災よ

り防護すべき施設の設計方針及び「6.5.1(3) 防護すべき施

設の評価方針」で定めた防護すべき施設の評価方針をインプ

ットとして，防護措置の設計方針を定め，その結果をアウト

プットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防

止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

6.5.2 外部火災の影響を考慮する施設の選定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.5.1(1) 外

部火災より防護すべき施設」の結果，様式－2の設備及び発

電所敷地内の施設の位置情報を示した設備図書（配置図）を

インプットとして，外部火災の影響を考慮する施設を選定

し，アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

6.5.3 外部火災防護における評価の基本方針 

(1) 評価の基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.5.1(3) 防

護すべき施設の評価方針」で定めた防護すべき施設の評価方

針をインプットとして，火災・爆発源ごとに外部火災防護に

おける評価の基本方針を定め，その結果をアウトプットとし

て発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（設置変更許可

を受けた外部火災の事象個別

名称との整合を考慮し，「火

災・爆発源」と記載してい

る） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

  

 

  

 

(2) 許容温度 

 原子炉安全技術グループマネージャは，基本設計方針をイ

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンプットとして，外部火災防護における影響評価を実施する

ための調達を行うために仕様書を作成し，「1. 設計に係る

解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，調達の中で，供給

者に対し，外部事象防護対象施設が外部火災に対して十分な

健全性を有することを確認するための評価に用いる許容温度

の設定根拠を要求した。 

 

 供給者は，原子炉安全技術グループマネージャからの要求

を受けて，発電所敷地内の施設の位置情報を示した設備図書

（配置図）及び施設の構造を示した設備図書（構造図）をイ

ンプットとして，評価の際に当社供給の最新設備図書を使っ

ていることを確認し，外部事象防護対象施設が外部火災に対

して十分な健全性を有することを確認するための評価に用い

る許容温度の設定根拠を検討し，アウトプットとして外部事

象防護対象施設が外部火災に対して十分な健全性を有するこ

とを確認するための評価に用いる許容温度の設定根拠に取り

まとめた。 

 

 供給者は，取りまとめた外部事象防護対象施設が外部火災

に対して十分な健全性を有することを確認するための評価に

用いる許容温度の設定根拠について，原子炉安全技術グルー

プマネージャにより評価方針を満たしていることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，供給者が提出した

業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，外部事象防護対象施設ごとに許容温度を定

めるとともに，その考え方を許容温度設定根拠に取りまと

め，その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，

承認した。 

 

・差異なし 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

6.5.4 外部火災防護における評価方針 

(1) 評価方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，火災・爆発源ご

とに「6.5.3 外部火災防護における評価の基本方針」で定

めた評価の基本方針及び許容温度並びに設置変更許可申請書

をインプットとして，発電所敷地内の火災源による火災，発

電所敷地外の火災・爆発源による火災・爆発，二次的影響

（ばい煙等）及び有毒ガスに関する外部火災より防護すべき

施設の評価方針を定め，その結果をアウトプットとして発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する設計資

料に取りまとめた。 

・表現上の差異（設置変更許可

を受けた外部火災の事象個別

名称との整合を考慮し，「火

災・爆発源」と記載してい

る） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 計算方法 

 原子炉安全技術グループマネージャは，基本設計方針をイ

ンプットとして，外部火災防護における影響評価を実施する

ための調達を行うために仕様書を作成し，「1. 設計に係る

解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，調達の中で供給者

に対し，外部火災影響評価における計算方法の設定を要求し

た。 

 

 供給者は，原子炉安全技術グループマネージャからの要求

を受けて，発電所敷地内の施設の位置情報を示した設備図書

（配置図）及び施設の構造を示した設備図書（構造図）をイ

ンプットとして，評価の際に当社供給の最新設備図書を使っ

ていることを確認し，外部火災における熱影響評価の計算方

法を検討し，アウトプットとして外部火災における熱影響評

価の計算方法に取りまとめた。 

 

 供給者は，取りまとめた計算方法について，原子炉安全技

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

術グループマネージャにより評価方針を満たしていることの

確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，供給者が提出した

業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，火災・爆発源ご

との外部火災防護における評価の基本方針，業務報告書及び

文献をインプットとして，森林火災，発電所敷地内の危険物

タンク等の火災，航空機墜落による火災及び重畳火災の火災

源による火災の計算方法を定め，その結果をアウトプットと

して発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電所敷地外の火災源については，設置変更許可時の設計

資料をインプットとして，石油コンビナート施設の火災・爆

発，危険物貯蔵施設の火災，高圧ガス貯蔵施設の火災・爆

発，発電所近くを通る燃料輸送車両の火災・爆発及び漂流船

舶の火災・爆発の影響について計算方法を定め，その結果を

アウトプットとして発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

 

 

 

 

・設計プロセスの差異 

 

 

 

・表現上の差異（設置変更許可

を受けた外部火災の事象個別

名称との整合を考慮し，「火

災・爆発源」と記載してい

る） 

・プラント固有条件の差異及び

設置変更許可における設計方

針の差異（設置変更許可で説

明している発電所敷地内外で

考慮すべき火災・爆発源及び

火災・爆発の固有名称が異な

る） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・インプットの差異 

・プラント固有条件の差異及び

設置変更許可における設計方

針の差異（設置変更許可で説

明している発電所敷地内外で

考慮すべき火災・爆発源及び

火災・爆発の固有名称が異な

る。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

（自然現象チーム）が「6.5.4 外部火災防護における評価

方針」で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.5 外部火災防護における評価の実施 

 原子炉安全技術グループマネージャは，「6.5.4(2) 計算

方法」で行った外部火災防護における影響評価を実施するた

めの調達の中で供給者に対し，外部火災影響評価における評

価の実施を要求した。 

 

 供給者は，原子炉安全技術グループマネージャからの要求

を受けて，発電所敷地内の施設の位置情報を示した設備図書

（配置図），施設の構造を示した設備図書（構造図）及び計

算方法をインプットとして，評価の際に当社供給の最新設備

図書を使っていることを確認したうえで，外部火災における

熱影響評価を実施し，アウトプットとして評価条件及び評価

結果に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価条件及び評価結果について，原子炉安全技

術グループマネージャにより評価方針を満たした結果となっ

ていることの確認を受け，その結果をアウトプットとして業

務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，供給者が提出した

業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，発電所敷地内の

施設の位置情報を示した設備図書（配置図），施設の構造を

示した設備図書（構造図）及び計算方法をインプットとし

て，外部火災における熱影響評価を実施し，アウトプットと

して評価条件及び評価結果を取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書及び

評価結果をインプットとして，外部事象防護対象施設の建屋

表面温度が許容温度以下となることを確認し，アウトプット

として発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関

する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

評価を実施したことによる差

異。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

評価を実施したことによる差

異） 

・表現上の差異（他の記載との

統一。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（自然現象チーム）が「6.5.5 外部火災防護における評価

の実施」で取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

・表現上の差異 

  

【発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

説明書】 

・記載の適正化（図書名称の修

正） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 立ち入りの防止に係る設計 

 工認プロジェクト（放射線管理チーム）及び柏崎刈羽原子

力発電所原子力安全センター防災安全部防護管理グループマ

ネージャは，基本設計方針及び原子炉施設保安規定をインプ

ットとして，立ち入りの防止に関する設計を以下に示すとお

り実施した。 

 

 工認プロジェクト（放射線管理チーム）は，人がみだりに

管理区域内に立ち入らないようにするため，壁，柵，塀等の

人の侵入を防止するための設備を設け，かつ，管理区域であ

る旨を表示する設計を実施し，管理区域内への設置が必要な

設備を設置する設計であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター防災安全部防護

管理グループマネージャは，保全区域と管理区域以外の場所

との境界には，他の場所と区別するため，壁，柵，塀等の保

全区域を明らかにするための設備を設ける設計又は保全区域

である旨を表示する設計を実施し，保全区域内への設置が必

要な設備を設置する設計であることを確認した。 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

192 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター防災安全部防護

管理グループマネージャは，業務上立ち入る者以外の者がみ

だりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，

塀等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計又は周辺

監視区域である旨を表示する設計を実施し（ただし，当該区

域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は除

く），周辺監視区域内への設置が必要な設備を設置する設計

であることを確認した。 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 不法な侵入等の防止設計 

 工認プロジェクト（放射線管理チーム），柏崎刈羽原子力

発電所原子力安全センター防災安全部防護管理グループマネ

ージャ及び柏崎刈羽原子力発電所総務部業務システムグルー

プマネージャは，基本設計方針をインプットとして，不法な

侵入等の防止のうち，侵入防止及び出入管理並びに不正アク

セス行為の防止に関する設計を以下に示すとおり実施した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター防災安全部防護

管理グループマネージャは，基本設計方針をインプットとし

て，発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための

区域を設定し，核物質防護対策として，その区域を人の容易

な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁

により区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止

及び出入管理を行う設計を実施し，この区域内への設置が必

要な設備を設置する設計であることを確認し，工認プロジェ

クト（放射線管理チーム）は，その結果をアウトプットとし

て，安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所総務部業務システムグループマネー

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（設計資

料を工認プロジェクトで作成

しているためによる差異。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（設計資
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャは，基本設計方針をインプットとして，発電用原子炉施

設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の

操作に係る情報システムについて，電気通信回線を通じた外

部からのアクセスを遮断する方法を用いて，不正アクセス行

為の防止対策のための制御システム等に関する設計を実施

し，工認プロジェクト（放射線管理チーム）は，アウトプッ

トとして安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 防災安全グループマネージャは，工認プロジェクト（放射

線管理チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

料を工認プロジェクトで作成

しているためによる差異。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

【安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書】 

・差異なし 

  

 

 

  

  

 

9. 火災による損傷の防止 

 技術基準規則第 11 条（火災による損傷の防止），第 52 条

（火災による損傷の防止）に応じた基本設計方針への適合性

確保のために必要な設計については，火災防護設備に示す設

計による。 

・表現上の差異 

  

 

 

  

  

 

10. 溢水による損傷防止設計 

 技術基準規則第 12 条（発電用原子炉施設内における溢水

等による損傷の防止）に応じた基本設計方針への適合性確保

のために必要な設計については，浸水防護施設に示す設計に

よる。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

11. 健全性に係る設計 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，安全設備及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に

関する設計を以下に示すとおり実施した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，基本設計方針

をインプットとして，健全性に関する設計の考え方を，

「11.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散」，

「11.2 悪影響防止」，「11.3 環境条件等」，「11.4 操作性

及び試験・検査性」の四つに分けて検討し，これらの項目ご

とに健全性に関する設計方針を基本方針として定め，アウト

プットとして安全設備及び重大事故等対処設備が使用される

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

条件の下における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）及び各工認プロジ

ェクトチームは，健全性に関する設計方針をインプットとし

て，設備ごとに健全性に関する設備設計を実施した。 

 

 なお，健全性に関する設備設計のうち，地震については，

「4. 地震による損傷防止に関する設計」に基づき工認プロ

ジェクト（耐震チーム）が，津波については，「5. 津波に

よる損傷防止設計」に基づき工認プロジェクト（津波・溢水

チーム）が，自然現象及び外部人為事象については，「6. 

自然現象等への配慮に関する設計」に基づき工認プロジェク

ト（自然現象チーム）が，火災については，「9. 火災によ

る損傷の防止」に基づき工認プロジェクト（火災防護チー

ム）が，溢水については，「10. 溢水による損傷防止設計」

に基づき工認プロジェクト（津波・溢水チーム）が，それぞ

れ設計を行った。 

 

 

 

 以下，項目ごとにその内容を示す。 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

11.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

11.1.1 基本方針及び対象設備の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，基本設計方針

をインプットとして，多重性又は多様性及び独立性を有し位

置的分散を図る要因を，自然現象，外部人為事象，溢水，火

災及びサポート系の故障に分類し，分類した項目ごとに健全

性に関する設計方針（多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散）をアウトプットとして基本方針に定めた。 

 

 また，基本設計方針をインプットとして，多重性又は多様

性及び独立性を有し位置的分散を図る設計対象設備を，安全

設備を含めた安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要

度が特に高い安全機能を有するもの（外部人為事象のうち発

電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止については，安

全設備を含めた設計基準対象施設を対象とする。）と全ての

・表現上の差異（基本設計方針

の記載を引用しているた

め。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（重要施設とい

う略語を定義しないことによ

る差異） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 重大事故等対処設備に定め，アウトプットとして対象設備リ

ストを取りまとめた。 

  

 

 

 

  

 

 

 

11.1.2 安全設備を含めた安全機能を有する系統のうち，安

全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの 

 各工認プロジェクトチームは，所掌する設計対象設備ごと

に，健全性に関する設計方針（多重性又は多様性及び独立性

並びに位置的分散），対象設備リスト，設備図書並びに配置

図及び系統図をインプットとして，安全設備を含めた安全機

能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するものが，単一故障を発生した場合でもその機能を

達成できるように，多重性又は多様性及び独立性を考慮した

系統施設ごとの考慮事項を検討し，アウトプットとして系統

施設ごとの考慮事項を工認プロジェクト（共通パートチー

ム）に提出した。また，安全設備を含めた重要施設が検討し

た系統施設ごとの考慮事項どおり設計されていることを確認

し，アウトプットとして確認後の配置図及び系統図を工認プ

ロジェクト（共通パートチーム）に提出した。 

・表現上の差異（重要施設とい

う略語を定義しないことによ

る差異） 

・表現上の差異（基本設計方針

の記載を引用しているため） 

  

 

 

 

  

 

 

11.1.3 重大事故等対処設備 

(1) 各工認プロジェクトチームは，健全性に関する設計方

針（多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散），対象

設備リスト及び様式－2設備リストをインプットとして，重

大事故等対処設備が，共通要因によって，設計基準事故対処

設備の安全機能及び使用済燃料貯蔵プールの冷却機能若しく

は注水機能と同時に機能が損なわれるおそれがないように，

重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の多重性，多

様性，独立性及び位置的分散を考慮する対象設備を抽出して

アウトプットとして考慮内容とともにリスト化した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

(2) 各工認プロジェクトチームは，所掌する設計対象設備

ごとに健全性に関する設計方針（多重性又は多様性及び独立

性並びに位置的分散），「(1)」で抽出した考慮内容を含む多

重性，多様性，独立性及び位置的分散を考慮する対象設備リ

スト及び設備図書並びに配置図及び系統図をインプットとし

て，実際の重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所並び

に設備の多重性，多様性，独立性及び位置的分散を確認し，

アウトプットとして確認後の配置図及び系統図を工認プロジ

ェクト（共通パートチーム）に提出した。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（考慮事項の明

記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

11.2 悪影響防止等 

11.2.1 基本方針及び対象設備の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，基本設計方針

をインプットとして，悪影響を及ぼす要因を重大事故等対処

設備使用時及び通常待機時の系統的な影響，内部発生飛散物

による影響及び共用に分類し，分類した項目ごとに健全性に

関する設計方針（悪影響防止等）をアウトプットとして基本

方針に定めた。 

 

 

 また，基本設計方針をインプットとして，悪影響防止等を

図る設計対象設備を，安全設備を含めた設計基準対象施設

（共用又は相互接続の禁止に対する考慮は，安全設備を含め

た重要安全施設を，共用又は相互接続による安全性の考慮

は，安全設備を含めた安全施設を対象とする。）とすべての

重大事故等対処設備に定め，アウトプットとして対象設備リ

ストにリスト化した。 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異（考慮事項の明

記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（考慮事項の明

記） 

 

  

 

 

  

 

 

11.2.2 安全設備を含めた設計基準対象施設 

 各工認プロジェクトチームは，所掌する設計対象設備ごと

に，健全性に関する設計方針（悪影響防止等），対象設備リ

スト及び設備図書並びに配置図，系統図及び構造図をインプ

ットとして，安全設備を含めた設計基準対象施設が，悪影響

を及ぼす要因の影響により，他の設備から悪影響を受け，安

全性を損なわないよう，配置上の考慮又は多重性を考慮して

健全性に関する設備設計を実施するとともに，設計が設計方

針（悪影響防止等）を満足することを確認し，アウトプット

として確認後の配置図，系統図及び構造図を工認プロジェク

ト（共通パートチーム）に提出した。 

・表現上の差異（考慮事項の明

記） 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

11.2.3 重大事故等対処設備 

 各工認プロジェクトチームは，所掌する設計対象設備ごと

に，健全性に関する設計方針（悪影響防止等），対象設備リ

スト及び設備図書並びに配置図，系統図及び構造図をインプ

ットとして，重大事故等対処設備が，各工認プロジェクトチ

ームに関連する悪影響を及ぼす要因の影響により，他の設備

に悪影響を及ぼさないための健全性に関する設備設計を実施

するとともに，設計が設計方針（悪影響防止等）を満足する

・表現上の差異（考慮事項の明

記） 

・インプットの差異 

・表現上の差異（考慮事項の明

記） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

ことを確認し，アウトプットとして確認後の配置図，系統図

及び構造図を工認プロジェクト（共通パートチーム）に提出

した。 

  

  

 

  

 

 

 

11.2.4 内部発生飛散物の影響評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「11.2.1 基

本方針及び対象設備の設定」で取りまとめた設計結果のう

ち，内部発生飛散物による影響に係る設計結果に基づき，以

下に示す配管破損評価及び高速回転機器の損壊による飛散物

評価を実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

(1) 配管破損評価 

a. 基本方針の策定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び STANDARD REVIEW PLAN 3.6.2(SRP3.6.2)をインプットと

して，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管破損防

護に係る評価の基本方針を定めた。 

・適用規格の差異（材料の違い

による差異。） 

  

 

 

  

 

 

 

b. 評価対象の選定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本方針及び

様式－5－2をインプットとして，配管破損に伴う飛散物とし

て，評価を行う対象配管及びガスタービン駆動補機を選定し

た。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・評価対象の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 評価方針及び評価内容の設定 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，内部発生

エネルギーの高い流体を内蔵する配管破損評価の実施を要求

した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した基本方針，評価対象及び設

備図書をインプットとして内部発生エネルギーの高い流体を

内蔵する配管破損防護に係る評価方針及び評価内容を定め

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

た。 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

d. 評価の実施 

 供給者は，「11.2.4(1)c. 評価方針及び評価内容の設定」

で設備技術グループマネージャが行った調達の中で定めた評

価方針及び評価内容並びに評価対象をインプットとして，内

部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管破損評価を行

い，配管破損評価について，工認プロジェクト（原子炉設備

チーム）により評価方針及び評価内容を満たす配管破損評価

となっていることの確認を受け，アウトプットとして発電用

原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物に

よる損傷防護に関する評価結果にまとめ，それを業務報告書

として当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び業務報告書をインプットとして，内部発生エネルギーの

高い流体を内蔵する配管の破損を想定する箇所において，飛

散物が生じても防護対象設備への影響がないことを確認し，

その結果をアウトプットとして発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する

設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（実際の評価結

果を記載。） 

  

  

 

 

  

  

 

 

(2) 高速回転機器の損壊による飛散物評価 

a. 基本方針の策定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

をインプットとして，オーバースピードに起因する高速回転

機器の損壊について評価するための基本方針を定めた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

 

b. 評価対象の選定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，機器の損壊に伴い飛散物とならないこと

について評価を行う高速回転機器を選定した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

  

 

  

 

c. 評価方針及び評価内容の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び電源設備チー

ム）は，基本方針，評価対象及び設備図書をインプットとし

・設備構成の差異（柏崎刈羽は

ガスタービンについても設計

している。） 
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て，異なる駆動源ごとにオーバースピードに起因する機器の

損壊防止に対する設備設計内容を確認するとともに，ガスタ

ービンについては，原子力安全委員会原子炉安全専門審査会

報告書「タービンミサイル評価について」をインプットとし

て，仮想的な損壊を想定する評価方針及び評価内容を定め

た。 

  

  

 

  

  

 

d. 評価の実施 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び電源設備チー

ム）は，「ハ. 評価方針及び評価内容の設定」で定めた評価

方針及び評価内容並びに評価対象をインプットとして，オー

バースピードに起因する高速回転機器の損壊について評価を

行い，オーバースピードに起因する高速回転機器の損壊に伴

う飛散物が発生しないことを確認し，その結果をアウトプッ

トとして発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊

に伴う飛散物による損傷防護に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム及び電源設備チーム）が取りまとめた設計資料

をレビューし，承認した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

11.3 環境条件等 

11.3.1 基本方針及び対象設備の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，基本設計方針

をインプットとして，環境条件等を，環境圧力，環境温度及

び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影

響（低温（凍結）及び降水），荷重，海水を通水する系統へ

の影響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響，冷却材の性

状（冷却材中の破損物等の異物を含む。）の影響及び設置場

所における放射線の影響に分類し，アウトプットとして，分

類した項目ごとに健全性に関する設計方針（環境条件等）を

基本方針に定めた。 

 

 また，基本設計方針をインプットとして，環境に対する設

備設計を実施する設計対象設備を，安全設備を含めた安全施

設とすべての重大事故等対処設備に定め，アウトプットとし

て対象設備リストに取りまとめた。 

・表現上の差異（考慮事項の明

記） 

・表現上の差異 

・表現上の差異（基本設計方針

の記載を引用したため。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  11.3.2 環境条件の設定と評価（環境圧力，環境温度及び湿 ・表現上の差異 
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度による影響，放射線による影響及び設置場所における放射

線の影響） 

 原子炉安全技術グループマネージャは，設工認に必要な設

計を行うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務

の管理」に従い，解析業務の調達管理を実施した。 

 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，供給者に対し，設

備の設置場所及び保管場所における環境条件及び環境に関す

る諸元の解析を要求した。 

 

 供給者は，設備の設置場所及び保管場所における環境条件

（環境圧力，環境温度，湿度及び放射線）及び環境に関する

諸元（圧力耐性，温度耐性，湿度耐性及び放射線耐性）につ

いて解析を実施し，原子炉安全技術グループマネージャによ

り環境に対する設備設計に必要な情報（インプット）として

妥当であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 原子炉安全技術グループマネージャは，供給者が提出した

業務報告書を承認した。 

・調達内容の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，業務報告

書，設備図書，健全性に関する設計方針（環境条件等）及び

対象設備リストをインプットとし，アウトプットとして場所

ごとに設備が耐えるべき環境条件を設定した。 

・インプットの差異 

 

 

  

 

(2) 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計

を行うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認に

・調達内容の差異 
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おける調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，環境条件に関する評価

（圧力耐性，温度耐性，湿度耐性及び放射線耐性）の実施を

要求した。 

 

 供給者は，各工認プロジェクトチームからの要求を受け

て，当社から提供した健全性に関する設計方針（環境条件

等）及び供給者が所有する図書をインプットとして，環境条

件に関する評価（圧力耐性，温度耐性，湿度耐性及び放射線

耐性）を実施し，各工認プロジェクトチームの確認を受け

た。評価の実施に当たっては，供給者が所有する適用可能な

図書をインプットとして机上にて評価するとともに，机上で

の確認が困難なものについては，必要により設備が耐えるべ

き環境条件を再現した試験環境下における実証試験結果，文

献等をインプットとして作成して評価を実施した。 

 

 供給者は，評価結果について，工認プロジェクト（共通パ

ートチーム）に健全性に関する設計方針（環境条件等）の要

求を満たす設計となっていることの確認を受け，アウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，各工認プロジェクトチー

ムの確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

11.3.3 環境耐性の評価（屋外の天侯による影響（低温（凍

結）及び降水），荷重，海水を通水する系統への影響，電磁

的障害，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材

中の破損物等の異物を含む。）の影響） 

・表現上の差異（考慮事項の明

記。） 

 

 

 

 

(1) 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，環境に対

する設備設計に必要な情報（インプット）として，環境に関

する諸元（屋外の天候による影響（低温（凍結）及び降

水），海水耐性及び電磁波耐性）を設定した。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について自社で

設計を行っている。） 

  (2) 各工認プロジェクトチームは，設計対象設備ごとに健

全性に関する設計方針（環境条件等）及び設備図書をインプ

・表現上の差異（考慮事項の明

記。） 
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ットとして，屋外の天候による影響（低温（凍結）及び降

水），荷重による影響，海水を通水する系統への影響，電磁

的障害，周辺機器等からの影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を確認し，アウトプット

として評価結果にまとめ，工認プロジェクト（共通パートチ

ーム）に提出した。 

・資料構成の差異 

  

 

 

  

 

 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設計方針の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，可搬型重大事

故等対処設備に対する詳細設計を以下に示すとおり実施し

た。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

a. 設計の基本方針 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，健全性に関す

る設計方針（環境条件等）及び設備図書をインプットとし

て，可搬型重大事故等対処設備に対して，以下に示す設備分

類ごとに要求機能及び性能目標を定めるための設計の基本方

針を定め，その結果をアウトプットとして安全設備及び重大

事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関す

る設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

b. 設備分類 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)a. 

設計の基本方針」をインプットとして，可搬型重大事故等対

処設備を構造により分類し，アウトプットとして安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，分類の結果及

び「11.3.3(3)a. 設計の基本方針」をインプットとして，

車両型設備について，評価方法により更に分類し，アウトプ

ットとして安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

c. 要求機能及び性能目標 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)a. 

設計の基本方針」をインプットとして，設備分類ごとに地震

後においても重大事故等に対処するために必要な要求機能を

整理し，アウトプットとして安全設備及び重大事故等対処設

備が使用される条件の下における健全性に関する設計資料に

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，設備分類ごと

に整理した要求機能をインプットとして，設備分類ごとに，

機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を定

め，その結果をアウトプットとして安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条件の下における健全性に関する設計

資料に取りまとめた。 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

   

 

 

 

d. 可搬型重大事故等対処設備の設計 

（車両型設備） 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，車両型設備の

要求機能及び性能目標を達成するための機能設計及び構造強

度設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

 

  

  

 

  

  

  

 

(a) 方針の設定 

イ. 機能設計 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)c. 

要求機能及び性能目標」で定めた機能設計上の性能目標をイ

ンプットとして，車両型設備の機能設計方針を定めアウトプ

ットとして安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

  

  

 

ロ. 構造強度設計 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)c. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標

を達成するよう，構造強度の設計方針，荷重の設定，荷重の

組合せの考え方及び機能維持の波及的影響評価の方針を以下

に示すとおり実施した。 

・表現上の差異 

  

  

 

 

  

  

 

 

(イ) 構造強度の設計方針 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)c. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標

及び「11.3.3(3)d.(a)イ. 機能設計」で定めた機能設計方

針をインプットとして，構造強度設計の方針を定め，アウト

プットとして安全設備及び重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

  

  

(ロ) 荷重及び荷重の組合せ 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)c. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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をインプットとして，荷重の種類及び荷重の組合せの考え方

を設定し，アウトプットとして安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全性に関する設計資料

に取りまとめた。 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

(ハ) 機能維持の方針 

ⅰ. 構造設計 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)c. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目

標，「11.3.3(3)d.(a)ロ.(イ) 構造強度の設計方針」で定め

た構造強度の設計方針及び「11.3.3(3)d.(a)ロ.(ロ) 荷重

及び荷重の組合せ」で定めた荷重をインプットとして，荷重

の伝達を踏まえた構造設計の方針を定め，構造計画及び概略

図をアウトプットとして安全設備及び重大事故等対処設備が

使用される条件の下における健全性に関する設計資料に取り

まとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

ⅱ. 評価方針 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「b. 設備分

類」の結果及び「11.3.3(3)d.(a)ロ.(ハ)ⅰ. 構造設計」の

結果をインプットとして，評価方針を定め，アウトプットと

して安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

   

  

 

 

(ニ) 波及的影響評価の方針 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.3(3)c. 

要求機能及び性能目標」で定めた構造強度設計上の性能目

標，「11.3.3(3)d.(a)ロ.(イ) 構造強度の設計方針」で定め

た構造強度の設計方針をインプットとして，波及的影響の評

価方針を設定し，アウトプットとして安全設備及び重大事故

等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する設

計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

(b) 各機器固有の設計 

イ. 耐震評価 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，

「11.3.3(3)d.(a)ロ.(ハ)ⅱ. 評価方針」で定めた評価方針

をインプットとして，車両型設備の耐震評価を，「4.11.3 

可搬型重大事故等対処設備の耐震設計」で実施した。 

・差異なし 

  （その他の設備） ・表現上の差異（説明書での表
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 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，ボンベ設備，

その他設備について，「11.3.3(3)d. 可搬型重大事故等対処

設備の設計（車両型設備）」と同様のプロセスにより設計及

び耐震評価を実施し，安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する設計資料に取りま

とめた。 

現に統一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

11.4 操作性及び試験・検査性 

11.4.1 操作性 

(1) 基本方針及び対象設備の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，操作性につい

ては，基本設計方針，設備図書，運転基準等をインプットと

して，考慮事項を操作環境，操作準備，操作内容，状態確

認，系統の切替性，可搬型重大事故等対処設備の接続性及び

アクセスルートに分類し，アウトプットとして，分類した項

目ごとに健全性に関する設計方針（操作性）を基本方針に定

めた。 

 

 また，基本設計方針をインプットとして，操作性に対する

設備設計を図る設計対象設備を，安全設備を含めた安全施設

とすべての重大事故等対処設備と定め，アウトプットとして

対象設備リストにリスト化した。 

・設計プロセスの差異（考慮項

目の差異。） 

・表現上の差異（基本設計方針

の記載を引用したため。） 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（対象設備の明

確化。） 

  

 

 

  

 

 

(2) 安全設備を含めた安全施設 

 各工認プロジェクトチームは，所掌する設計対象設備ごと

に，健全性に関する設計方針（操作性），対象設備リスト及

び設備図書をインプットとして，安全設備を含めた安全施設

の機能として，誤操作を防止するとともに，容易に操作が行

えるように，新設設備については操作性を考慮した設備設計

を実施し，また，既設設備については操作性を確認し，アウ

トプットとして確認後の設備図書を工認プロジェクト（共通

パートチーム）に提出した。 

・表現上の差異 

・記載の適正化 

 

  

 

  

 

(3) 重大事故等対処設備 

 各工認プロジェクトチームは，所掌する設計対象設備ごと

に，健全性に関する設計方針（操作性），対象設備リスト及

び設備図書をインプットとして，重大事故等対処設備におい

て，確実な操作，作動状態の確認，速やかな切替え及び容易

かつ確実な接続ができるように，新設設備については操作性

・設計プロセスの差異（考慮項

目の差異） 

・表現上の差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

を考慮した設備設計を実施し，また，既設設備については操

作性を確認し，アウトプットとして確認後の設備図書を工認

プロジェクト（共通パートチーム）に提出した。 

 

 また，発電所内の道路及び通路（アクセスルート）の確保

ができるように，アクセス性を確認し，アウトプットとして

評価結果を工認プロジェクト（共通パートチーム）に提出し

た。 

 

 

 

 

・資料構成の差異 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

11.4.2 試験・検査性 

(1) 基本方針及び対象設備の設定 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，試験・検査性

については，基本設計方針，設備図書，定期事業者検査要領

書，保全プログラム及び定期事業者検査以外の試験検査に係

る事項（長期計画等）をインプットとして，設備を機器の種

類ごとに区分し（ポンプ，ファン，圧縮機，弁（手動弁，電

動弁，空気作動弁及び安全弁），容器（タンク類），熱交換

器，空調ユニット，流路，内燃機関，発電機，その他電源設

備，計測制御設備，遮蔽及び通信連絡設備），設備区分ごと

に必要な構造検査，系統検査を抽出したうえで，アウトプッ

トとして健全性に関する設計方針（試験・検査性）を基本方

針に定めた。 

 

 また，基本設計方針をインプットとして，試験・検査性に

対する設備設計を図る設計対象設備を，安全設備を含めた設

計基準対象施設とすべての重大事故等対処設備を設計対象設

備と定め，アウトプットとして対象設備リストにリスト化し

た。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（対象設備の明

確化） 

 

 

 

 

 

(2) 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の試験・検

査性 

 各工認プロジェクトチームは，設計対象設備ごとに，健全

性に関する設計方針（試験・検査性），対象設備リスト，設

備図書，系統図及び構造図をインプットとして，設計基準対

象施設及び重大事故等対処設備の健全性及び能力を確認する

ために必要な，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇

所の保守点検（試験及び検査を含む）が可能となるよう，新

・差異なし 
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設設備については設備設計を実施し，また，既設設備につい

ては保守点検性を確認し，アウトプットとして確認後の設備

図書，系統図及び構造図を工認プロジェクト（共通パートチ

ーム）に提出した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 設計資料の作成 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.1.1 基

本方針及び対象設備の設定」で定めた設計方針（多重性又は

多様性及び独立性並びに位置的分散）及び対象設備リスト，

「11.1.2 安全設備を含めた安全機能を有する系統のうち，

安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」で受領

した系統施設ごとの考慮事項，確認後の配置図及び系統図，

「11.1.3(1)」で抽出した考慮内容を含む多重性又は多様性

及び独立性並びに位置的分散を考慮する対象設備リスト並び

に「11.1.3(2)」の確認後の配置図及び系統図をインプット

として収集するとともに，設計方針（多重性又は多様性及び

独立性並びに位置的分散）を満足することを確認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.2.1 基

本方針及び対象設備の設定」で定めた設計方針（悪影響防止

等）及び対象設備リスト並びに「11.2.2 安全設備を含めた

設計基準対象施設」及び「11.2.3 重大事故等対処設備」の

確認後の配置図，系統図及び構造図をインプットとして収集

するとともに，設計方針（悪影響防止等）を満足することを

確認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.3.1 基

本方針及び対象設備の設定」で定めた設計方針（環境条件

等）及び対象設備リスト，「11.3.2(1)」で設定した環境条

件，環境に関する諸元，場所ごとに設備が耐えるべき環境条

件，「11.3.2(2)」で供給者から入手した業務報告書，

「11.3.3(1)」で設定した諸元，「11.3.3(2)」の評価結果，

並びに「11.3.3(3) 可搬型重大事故等対処設備の設計方針

の設定」で取りまとめた設計資料をインプットとして，設計

方針（環境条件等）で想定される環境条件等において，安全

設備を含めた安全施設及び重大事故等対処設備の機能が十分

に発揮できる設備設計であることを，環境条件と諸元との比

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（設計実

績の差異による記載の差

異。） 
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較等により確認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.4.1(1)  

基本方針及び対象設備の設定」で定めた設計方針（操作性）

及び対象設備リスト並びに「11.4.1(2) 安全設備を含めた

安全施設」及び「11.4.1(3) 重大事故等対処設備」の確認

後の設備図書及び設計資料をインプットとして収集するとと

もに，設計方針（操作性）を満足することを確認した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，「11.4.2(1)  

基本方針及び対象設備の設定」で定めた設計方針（試験・検

査性）及び対象設備リスト並びに「11.4.2(2) 設計基準対

象施設及び重大事故等対処設備の試験・検査性」の確認後の

設備図書，系統図及び構造図をインプットとして収集すると

ともに，設計方針（試験・検査性）を満足することを確認し

た。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，これらの確認

結果を，アウトプットとして安全設備及び重大事故等対処設

備が使用される条件の下における健全性に関する設計資料に

取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（共通

パートチーム）が取りまとめたこれらの設計資料をレビュー

し，承認した。 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・差異なし 

 

  

【安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書】【発電用原子炉施設の蒸気タ

ービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関す

る説明書】 

・差異なし 

    12. 材料及び構造に係る設計 

工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

耐震チーム，火災防護チーム及び中央制御室チーム）は，ク

ラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，重大事故等クラ

ス２機器，重大事故等クラス２支持構造物，重大事故等クラ

・表現上の差異（対象設備の追

記。） 
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ス３機器及び原子炉格納容器について，評価対象機器の機器

クラスごとに材料及び構造に係る設計に関する強度評価を以

下の「12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価」に示す

とおり実施した。なお，クラス１機器を支持する支持構造物

及び重大事故等クラス２機器を支持する支持構造物であっ

て，重大事故等クラス２管及び重大事故等クラス２弁に溶接

により取り付けられ，その損壊により重大事故等クラス２機

器に損壊を生じさせるおそれがある重大事故等クラス２支持

構造物の設計については，「4.8.1 機器・配管系の耐震設

計」に示すとおり実施した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

耐震チーム，津波・溢水チーム，火災防護チーム，自然現象

チーム及び建築チーム）は，「12.1」によらない自然現象の

荷重を考慮する必要があるもの，内燃機関，可搬型の非常用

電源装置及び炉心支持構造物の材料及び構造に係る設計に関

する強度評価を以下の「12.2」～「12.7」に示すとおり実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

12.1 クラス機器及び支持構造物の強度評価 

12.1.1 クラス１機器の強度評価 

(1) クラス１機器の強度計算の基本方針 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，評価対象となるクラス１機器を抽出し

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，評価対象機器

に対して，評価方針を以下の「a.」に示すとおり検討した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

 

・差異なし 

    a. クラス１機器の構造及び強度  ・インプットの差異 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

210 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方

針，ＪＳＭＥ，既工認及び告示第５０１号をインプットとし

て，強度計算における適用規格の選定の方法を定め，ＪＳＭ

Ｅで規定されている評価対象項目ごとに適用する安全側の規

格を「強度説明書における適用規格の整理一覧」に取りまと

めた後，規格間の相違がある評価対象項目について整理し，

その結果をアウトプットとして，クラス１機器の構造及び強

度に関する評価方針に取りまとめた。 

・表現上の差異（柏崎刈羽は，

「適用規格整理表」という言

葉を定義していない。） 

・表現上の差異（規格の相違を

表に整理しないことによる差

異。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，

「12.1.1(1)a.」に示す評価方針に従って評価を実施するこ

とで基本設計方針を満足することを確認し，使用する材料を

含めたクラス１機器の強度計算の基本方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) クラス１機器（管及び弁）の強度計算方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.1(1) 

クラス１機器の強度計算の基本方針」で定めたクラス１機器

の強度計算の基本方針をインプットとして，評価対象項目ご

とに選定した安全側の規格に規定されている評価式とその解

析に必要な入力条件となる，機器の材料，形状，寸法，設計

条件，設計過渡条件及び外荷重を整理し，これらの結果をア

ウトプットとして，クラス１機器の強度計算方法に取りまと

めた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，クラス１機器

の強度計算方法をインプットとして，強度計算に必要な条件

及びその結果を記載するフォーマットを定め，アウトプット

として，強度計算書のフォーマットに取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

  

 

 

(3) クラス１機器（管及び弁）の強度計算書 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，評価対象機器の材料及

び構造に係る設計としての強度を確認するための解析業務の

実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した設備図書，供給者が所有す

る適用可能な図書，「12.1.1(1) クラス１機器の強度計算の

基本方針」で定めたクラス１機器の強度計算の基本方針及び

「12.1.1(2) クラス 1機器（管及び弁）の強度計算方法」

で定めたクラス 1機器の強度計算方法をインプットとして，

解析に用いる入力条件となるデータを抽出して整理したうえ

で，評価対象機器ごとに強度評価に用いる解析を実施し，工

認プロジェクト（原子炉設備チーム）により「12.1.1(2) 

クラス１機器（管及び弁）の強度計算方法」で取りまとめた

強度計算方法に従った解析結果となっていることの確認を受

けた。また，その結果をアウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.1(1) 

クラス１機器の強度計算の基本方針」で定めたクラス１機器

の強度計算の基本方針，「12.1.1(2) クラス１機器（管及び

弁）の強度計算方法」で定めたクラス１機器の強度計算方法

及び強度計算書のフォーマット並びに業務報告書をインプッ

トとして，評価対象項目ごとの強度計算書のフォーマットに

まとめた後，機器区分ごとに集約し，アウトプットとして，

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が「12.1.1(1)」～「12.1.1(3)」で取りまと

めた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

12.1.2 クラス２機器の強度評価 

(1) クラス２機器の強度計算の基本方針 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，評価対象となるクラス２機器を抽出し

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，評価対象機器

に対して，評価方針を以下の「a.」に示すとおり検討した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. クラス２機器の構造及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及びＪＳＭＥをインプットとして，強度計算における適用規

格の選定の方法を定め，その結果をアウトプットとして，ク

ラス２機器の構造及び強度に関する評価方針に取りまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，この結果を強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（原子炉格納容

器の強度計算の基本方針につ

いては後段で別に項目を立て

て記載する。） 

 

・表現上の差異 

 

 

  

  

 

 

 

(2) クラス２機器（管）の強度計算方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.2(1) 

クラス２機器の強度計算の基本方針」で定めたクラス２機器

の強度計算の基本方針をインプットとして，評価対象項目ご

とに選定した規格に規定されている評価式とその解析に必要

な入力条件となる，機器の材料，形状，寸法，設計条件及び

外荷重を整理し，これらの結果をアウトプットとして，クラ

ス２機器の強度計算方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，クラス２機器

の強度計算方法をインプットとして，強度計算に必要な条件

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

及びその結果を記載するフォーマットを定め，アウトプット

として，強度計算書のフォーマットに取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) クラス２機器（管）の強度計算書 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，評価対象機器の材料及

び構造に係る設計としての強度を確認するための解析業務の

実施を要求した。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した設備図書，供給者が所有す

る適用可能な図書，「12.1.2(1) クラス２機器の強度計算の

基本方針」で定めたクラス２機器の強度評価の基本方針及び

「12.1.2(2) クラス２機器の強度計算方法」で定めたクラ

ス２機器の規定に基づく強度計算方法をインプットとして，

解析に用いる入力条件となるデータを抽出して整理したうえ

で，評価対象機器ごとに強度評価に用いる解析を実施し，工

認プロジェクト（原子炉設備チーム）により「12.1.2(2) 

クラス２機器の強度計算方法」で取りまとめた強度計算方法

に従った解析結果となっていることの確認を受けた。また，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

・設備構成の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.2(1) 

クラス２機器の強度計算の基本方針」で定めたクラス２機器

の強度評価の基本方針，「12.1.2(2) クラス２機器の強度計

算方法」で定めたクラス２機器の規定に基づく強度計算方法

及び強度計算書のフォーマット並びに業務報告書をインプッ

トとして，評価対象項目ごとの強度計算書のフォーマットに

まとめた後，機器区分ごとに集約し，アウトプットとして，

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が「12.1.2(1)」～「12.1.2(3)」で取りまと

めた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.3 クラス３機器の強度評価 

(1) クラス３機器の強度計算の基本方針 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，評価対象となるクラス３機器並びにクラ

ス３機器と同等の強度評価を実施する消火設備を抽出し，高

圧ガス保安法又は消防法の規制を受ける消火設備用ボンベ及

び消火器並びにそれらを除く機器に区分した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，評価対象機器

に対して，区分ごとの評価方針を以下の「a.」及び「b.」に

示すとおり検討した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・評価対象設備の差異（柏崎刈

羽 7号機のクラス３機器とし

て，今回工認申請する設備で

JIS B 8501 に基づき評価を

実施するものはない。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  a. クラス３機器のうち消火設備用ボンベ及び消火器を除く ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

機器の構造及び強度 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，クラス３機器

及びクラス３機器と同等の強度評価を実施する機器のうち消

火設備用ボンベ及び消火器を除く機器に対して，基本設計方

針，ＪＳＭＥ，告示第５０１号及び既工認における評価結果

をインプットとして，クラス２機器をクラス３機器として兼

用し，クラス２機器として既工認における評価の実績がある

機器については既工認における評価結果の確認による評価を

実施し，それを除く機器については強度計算における適用規

格の選定の方法を定め，ＪＳＭＥで規定されている評価対象

項目ごとに適用する規格を「強度説明書における適用規格の

整理一覧」に取りまとめた後，規格間の相違がある評価対象

項目について整理し，その結果をアウトプットとして，クラ

ス３機器のうち消火設備用ボンベ及び消火器を除く機器の構

造及び強度に関する評価方針に取りまとめた。 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（柏崎刈羽は，

「適用規格整理表」という言

葉を定義していない。） 

・表現上の差異（規格の相違を

表に整理しないことによる差

異。） 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

b. クラス３機器のうち消火設備用ボンベ及び消火器の構造

及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，クラス３機器

及びクラス３機器と同等の強度評価を実施する機器のうち，

消火設備用ボンベ及び消火器に対して，基本設計方針，技術

基準規則，高圧ガス保安法及び消防法をインプットとして，

技術基準規則第 17 条と，高圧ガス保安法及び消防法を比較

し，材料並びに構造及び強度の規定において要求する水準が

同等であることを確認したうえで，高圧ガス保安法又は消防

法に適合するものを使用する設計とすることとし，その結果

をアウトプットとして，クラス３機器のうち消火設備用ボン

ベ及び消火器の構造及び強度に関する設計の方針に取りまと

めた。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・インプットの差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，上記「a.」に

示す評価方針に従って評価を実施すること及び「b.」で示す

方針に従った消火設備用ボンベ及び消火器を使用することで

基本設計方針を満足することを確認し，使用する材料を含め

たクラス３機器の強度計算の基本方針に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) クラス３機器（容器及び管）の強度計算方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，クラス３機器

として評価する機器のうち消火設備用ボンベ及び消火器を除

く機器に対して，「12.1.3(1) クラス３機器の強度計算の基

本方針」で定めたクラス３機器の強度計算の基本方針をイン

プットとして，評価対象項目ごとに選定した安全側の規格に

規定されている評価式とその解析に必要な入力条件となる，

機器の材料，形状，寸法及び設計条件を整理し，その結果を

アウトプットとして，クラス３機器の規定に基づく強度計算

方法に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価対象設備の差異（柏崎刈

羽 7号機のクラス３機器とし



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

217 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，この結果を強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

て，今回工認申請する設備で

JIS B 8501 に基づき評価を

実施するものはない。） 

 

 

 

 

・評価対象設備の差異（柏崎刈

羽 7号機のクラス３機器とし

て，今回工認申請する設備で

JIS B 8501 に基づき評価を

実施するものはない。） 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

(3) クラス３機器（容器及び管）の強度計算書 

 

・評価手法による差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 適用規格に従った解析業務による強度評価を実施したク

ラス３機器の強度評価 

(a) 調達による解析業務により強度評価を実施したクラス

３機器の強度評価 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，火災防護チーム及

び津波・溢水チーム）は，設備技術グループマネージャが行

った調達の中で，供給者に対し評価対象機器の材料及び構造

に係る設計としての強度を確認するための解析業務の実施を

要求した。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，火災防

護チーム及び津波・溢水チーム）からの要求を受けて，当社

から提供した設備図書，供給者が所有する適用可能な図書，

「12.1.3(1) クラス３機器の強度計算の基本方針」で定め

たクラス３機器の強度計算の基本方針，「12.1.3(2) クラス

３機器（容器及び管）の強度計算方法」で定めたクラス３機

器の規定に基づく強度計算方法をインプットとして，解析に

用いる入力条件となるデータを抽出して整理したうえで，評

価対象機器ごとに強度評価に用いる解析を実施し，工認プロ

ジェクト（原子炉設備チーム，火災防護チーム及び津波・溢

水チーム）により「12.1.3(2) クラス３機器（容器及び

管）の強度計算方法」で取りまとめた強度計算方法に従った

解析結果となっていることの確認を受けた。また，その結果

をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出し

た。 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（（原

子炉設備チーム，火災防護チーム及び津波・溢水チーム）の

確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，火災防護チーム及

 

 

 

・設計プロセスの差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び津波・溢水チーム）は，「12.1.3(1) クラス３機器の強度

計算の基本方針」で定めたクラス３機器の強度計算の基本方

針，「12.1.3(2) クラス３機器（容器及び管）の強度計算方

法」で定めたクラス３機器の規定に基づく強度計算方法及び

強度計算書のフォーマット並びに入手した業務報告書をイン

プットとして，評価対象項目ごとの強度計算書のフォーマッ

トにまとめた後，機器区分ごとに集約し，アウトプットとし

て，強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，火災防護チーム及び津波・溢水チーム）が

「12.1.3(1)」～「12.1.3(3)」で取りまとめた設計資料をレ

ビューし，承認した。 

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽はクラス４機器の評価を行

っていない。） 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

12.1.4 原子炉格納容器の強度評価 

(1) 原子炉格納容器の強度計算の基本方針 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，評価対象となる原子炉格納容器を抽出し

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，評価対象機器

に対して，評価方針を以下の「a.」に示すとおり検討した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

・差異なし 

 
  

 

a. 原子炉格納容器の構造及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

及びＪＳＭＥをインプットとして，強度計算における適用規

格の選定の方法を定め，その結果をアウトプットとして，原

子炉格納容器の構造及び強度に関する評価方針に取りまとめ

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，上記「a.」に

示す評価方針に従って評価を実施することで基本設計方針を

満足することを確認し，使用する材料を含めた格納容器の強

度計算の基本方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器の強度計算方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.4(1) 

原子炉格納容器の強度計算の基本方針」で定めた原子炉格納

容器の強度計算の基本方針をインプットとして，評価対象項

目ごとに選定した規格に規定されている評価式とその解析に

必要な入力条件となる，機器の材料，形状，寸法，設計条件

及び外荷重を整理し，これらの結果をアウトプットとして，

原子炉格納容器の強度計算方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，原子炉格納容

器の強度計算方法をインプットとして，強度計算に必要な条

件及びその結果を記載するフォーマットを定め，アウトプッ

トとして，強度計算書のフォーマットに取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(3) 原子炉格納容器の強度計算書 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，評価対象機器の材料及

び構造に係る設計としての強度を確認するための解析業務の

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

223 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した設備図書，供給者が所有す

る適用可能な図書，「12.1.4(1) 原子炉格納容器の強度計算

の基本方針」で定めた原子炉格納容器の強度評価の基本方針

及び「12.1.4(2) 原子炉格納容器の強度計算方法」で定め

た原子炉格納容器の規定に基づく強度計算方法をインプット

として，解析に用いる入力条件となるデータを抽出して整理

したうえで，評価対象機器ごとに強度評価に用いる解析を実

施し，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）により

「12.1.4(2) 原子炉格納容器の強度計算方法」で取りまと

めた強度計算方法に従った解析結果となっていることの確認

を受けた。また，その結果をアウトプットとして業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.4(1) 

原子炉格納容器の強度評価の基本方針」で定めた原子炉格納

容器の強度評価の基本方針，「12.1.4(2) 原子炉格納容器の

強度計算方法」で定めた原子炉格納容器の規定に基づく強度

計算方法及び強度計算書のフォーマット並びに業務報告書を

インプットとして，評価対象項目ごとの強度計算書のフォー

マットにまとめた後，機器区分ごとに集約し，アウトプット

として，強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が「12.1.4(1)」～「12.1.4(3)」で取りまと

めた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.5 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支

持構造物の強度評価 

(1) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持

構造物の強度計算の基本方針 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，評価対象となる重大事故等クラス２機器

及び重大事故等クラス２支持構造物を抽出し，設計基準対象

施設としての機器クラス区分に応じて，重大事故等クラス２

機器のうちクラス１機器，原子炉格納容器，それらを除く機

器及び重大事故等クラス２支持構造物のうちクラス１支持構

造物を除く支持構造物に区分した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，評価対象機器

に対して，区分ごとの評価方針を以下の「a.」～「d.」に示

すとおり検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ＪＳＭＥ及び告示第５０１号における材料の規定によら

ない場合の評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方

針，ＪＳＭＥ及び告示第５０１号をインプットとして，材料

が使用条件に対して適切な材料であることを示すために，材

料の機械的強度，化学的成分，破壊じん性及び非破壊試験に

ついて確認することとし，アウトプットとして，ＪＳＭＥ及

び告示第５０１号における材料の規定によらない場合の評価

方針に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び原子

炉格納容器を除く機器並びに重大事故等クラス２支持構造物

であってクラス１支持構造物を除く支持構造物の構造及び強

度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器並びに重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１

支持構造物を除く支持構造物に対して，基本設計方針，ＪＳ

ＭＥ，告示第５０１号及び既に実施された評価結果（既工

認）をインプットとして，評価区分の整理フローを作成し

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器並びに重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１

支持構造物を除く支持構造物に対して，整理フローに従い，

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  設備区分ごとの方針を以下の(a)及び(b)に示すとおり検討し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) クラス２機器又はクラス２支持構造物の規定に基づく

評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器並びに重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１

支持構造物を除く支持構造物に対して，評価区分の整理フロ

ーをインプットとして，強度計算における適用規格の選定の

方法を定め，ＪＳＭＥで規定されている評価対象項目ごとに

適用する規格を「強度説明書における適用規格の整理一覧」

に取りまとめた後，規格間の相違がある評価対象項目につい

て整理し，その結果をアウトプットとして，クラス２機器又

はクラス２支持構造物の規定に基づく評価方針に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（柏崎刈羽は，

「適用規格整理表」という言

葉を定義していない。） 

・表現上の差異（規格の相違を

表に整理しないことによる差

異。） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(b) クラス２機器の規定によらない場合の評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，適用規格の当

該クラスにおいて評価式が規定されていない機器及び精緻な

評価が必要となりクラス２機器の規定によらない評価を実施

する必要がある機器に対して，評価区分の整理フロー及び機

械工学便覧をインプットとして，ＪＳＭＥ及び告示第５０１

号の当該クラス以外に規定されている評価式又は機械工学便

覧に規定されている評価式から強度評価に用いる評価式を選

定し，選定した評価式及びＪＳＭＥ又は告示第５０１号を参

考にした許容値を用いた評価を実施することが妥当であるこ

とを確認したうえで，それらを用いた強度評価を実施する方

針を定め，アウトプットとして，クラス２機器の規定によら

ない場合の評価方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，上記(a)及び

(b)に示す評価方針に従って評価を実施すること並びに疲労

破壊による破壊の防止についての評価に対して，基本設計方

針，ＪＳＭＥ，告示第５０１号及び既に実施された評価結果

（既工認）をインプットして重大事故等クラス２機器に対し

て評価を省略することが妥当であることを確認したうえで，

評価を省略することとし，アウトプットとして，重大事故等

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

クラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除

く機器並びに重大事故等クラス２支持構造物であってクラス

１支持構造物を除く支持構造物の構造及び強度に関する評価

方針に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重大

事故等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物の構

造及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び重大事故等クラス２支

持構造物であってクラス１支持構造物に対して，基本設計方

針，ＪＳＭＥ，告示第４５２号，告示第５０１号及び既に実

施された評価結果（既工認）をインプットとして，技術基準

規則の重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持

構造物に対する要求を整理し，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び

運転状態Ⅴの強度評価結果を用いて，重大事故等クラス２機

器及び重大事故等クラス２支持構造物としての強度評価を実

施する方針を定め，アウトプットとして，重大事故等クラス

２機器であってクラス１機器及び重大事故等クラス２支持構

造物であってクラス１支持構造物の構造及び強度に関する評

価方針に取りまとめた。 

・インプットの差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の構造

及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であって原子炉格納容器に対して，基本設計方

針，ＪＳＭＥ，告示第５０１号，既工認における評価結果及

び原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能の評価結果をイ

ンプットとして，技術基準規則の重大事故等クラス２機器に

対する要求を整理し，既工認における評価結果及び原子炉格

納容器の放射性物質閉じ込め機能の評価結果を用いて，重大

事故等クラス２機器としての強度評価を実施する方針を定

め，アウトプットとして，重大事故等クラス２機器であって

原子炉格納容器の構造及び強度に関する評価方針に取りまと

めた。 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，上記「a.」～

「d.」に示す評価方針に従って評価を実施することで基本設

計方針を満足することを確認し，使用する材料を含めた重大

事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強

度計算の基本方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等クラス２機器（容器，管，ポンプ及び弁）

及び重大事故等クラス２支持構造物（容器及びポンプ）の強

度計算方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器並びに重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１

支持構造物を除く支持構造物のうち，既工認における評価結

果又は既に実施された評価結果がない機器に対して，

「12.1.5(1) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の強度計算の基本方針」で定めた重大事故等

クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算

の基本方針をインプットとして，評価対象項目ごとに選定し

た規格に規定されている評価式とその解析に必要な入力条件

となる，機器又は支持構造物の材料，形状，寸法及び設計条

件を整理し，その結果をアウトプットとして，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器のクラス２機器の規定又は同等性を示す評価式による強

度計算並びに重大事故等クラス２支持構造物のクラス２支持

構造物の規定による強度計算方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器又は重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１支

持構造物を除く支持構造物のうち，既工認における評価結果

又は既に実施された評価結果がある機器に対して，

「12.1.5(1) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の強度計算の基本方針」で定めた重大事故等

クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算

・表現上の差異（説明書での表

現を引用。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（説明書での表

現を引用。） 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の基本方針をインプットとして，既工認における評価結果又

は既に実施された評価結果を設工認の強度評価に用いること

が妥当であることを確認したうえで，それぞれの評価に用い

た評価方法を整理し，その結果をアウトプットとして，既工

認における評価結果又は既に実施された評価結果の確認によ

る強度評価方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び重大事故等クラス２支

持構造物であってクラス１支持構造物に対して，「12.1.5(1) 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の強度計算の基本方針」で定めた重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の基本方針をイ

ンプットとして，評価対象項目ごとにＪＳＭＥに規定されて

いる評価式とその解析に必要な入力条件となる，機器又は支

持構造物の材料，形状，寸法及び設計条件を整理し，また，

既工認における評価結果又は既に実施された評価結果を設工

認の強度評価に用いることが妥当であることを確認したうえ

で，それぞれの評価に用いた評価方法を整理し，その結果を

アウトプットとして，重大事故等クラス２機器であってクラ

ス１機器の強度評価方法及び重大事故等クラス２支持構造物

であってクラス１支持構造物の強度評価方法に取りまとめ

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であって原子炉格納容器に対して，「12.1.5(1) 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の強度計算の基本方針」で定めた重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の基本方針をイ

ンプットとして，原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能

の評価結果及び既工認における評価結果を設工認の強度評価

に用いることが妥当であることを確認したうえで，原子炉格

納容器の放射性物質閉じ込め機能の評価に用いた評価方法を

整理し，その結果をアウトプットとして，重大事故等クラス

２機器であって原子炉格納容器の強度評価方法に取りまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（説明書での表

現を引用。） 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（説明書での表

現を引用。） 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２支持構造物に対して，「12.1.5(1) 重大事故等クラス

２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の基本

方針」で定めた重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の強度計算の基本方針をインプットとして，

選定した規格に規定されている評価式とその解析に必要な入

力条件となる，支持構造物の材料，形状，寸法及び設計条件

を整理し，その結果をアウトプットとして，重大事故等クラ

ス２支持構造物の強度計算方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く

機器のクラス２機器の規定又は同等性を示す評価式による強

度計算方法並びに重大事故等クラス２支持構造物の強度計算

方法及び重大事故等クラス２機器であってクラス１機器の強

度評価方法及び重大事故等クラス２支持構造物であってクラ

ス１支持構造物の強度評価方法をインプットとして，強度計

算に必要な条件及びその結果を記載するフォーマットを定

め，アウトプットとして，強度計算書のフォーマットに取り

まとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等クラス２機器（容器，管，ポンプ及び弁）

及び重大事故等クラス２支持構造物（容器及びポンプ）の強

度計算書 

a. 既工認における評価結果又は既に実施された評価結果，

原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能の評価結果を確認

することによる強度評価を実施した重大事故等クラス２機器

及び重大事故等クラス２支持構造物の強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.1.5(1) 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の強度計算の基本方針」で定めた重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の基本方針，

「12.1.5(2) 重大事故等クラス２機器（容器，管，ポンプ

・表現上の差異（説明書での表

現を引用。） 

・記載の適正化（他の記載と統

一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

及び弁）及び重大事故等クラス２支持構造物（容器及びポン

プ）の強度計算方法」で定めた既工認における評価結果又は

既に実施された評価結果の確認による強度評価方法，重大事

故等クラス２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器

の強度評価方法並びに重大事故等クラス２支持構造物であっ

てクラス１支持構造物の強度評価方法をインプットとして，

それぞれの評価結果を確認することにより，評価対象機器及

び支持構造物が設計条件に対して十分な強度を有する設計で

あることを確認し，機器区分ごとにその結果をアウトプット

として，強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 適用規格に従った解析業務による強度評価を実施した重

大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度評価 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チーム

及び電源設備チーム）は，設備技術グループマネージャが行

った調達の中で，評価対象機器及び支持構造物の材料及び構

造に係る設計としての強度を確認するための解析業務の実施

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制

御室チーム及び電源設備チーム）からの要求を受けて，当社

から提供した設備図書，供給者が所有する適用可能な図書，

「12.1.5(1) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の強度評価の基本方針」で定めた重大事故等

クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算

の基本方針，「12.1.5(2) 重大事故等クラス２機器（容器，

管，ポンプ及び弁）及び重大事故等クラス２支持構造物（容

器及びポンプ）の強度計算方法」で定めた重大事故等クラス

２機器であってクラス１機器及び原子炉格納容器を除く機器

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のクラス２機器の規定又は同等性を示す評価式による強度計

算方法並びに重大事故等クラス２支持構造物の強度計算方法

をインプットとして，解析に用いる入力条件となるデータを

抽出して整理したうえで，評価対象機器及び支持構造物ごと

に強度評価に用いる解析を実施し，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，中央制御室チーム及び電源設備チーム）によ

り「12.1.5(2) 重大事故等クラス２機器（容器，管，ポン

プ及び弁）及び重大事故等クラス２支持構造物（容器及びポ

ンプ）の強度計算方法」で取りまとめた強度計算方法に従っ

た解析結果となっていることの確認を受けた。また，その結

果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出し

た。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，中央制御室チーム及び電源設備チーム）の確

認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チーム

及び電源設備チーム）は，「12.1.5(1) 重大事故等クラス２

機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度評価の基本方

針」で定めた重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

２支持構造物の強度計算の基本方針，「12.1.5(2) 重大事故

等クラス２機器（容器，管，ポンプ及び弁）及び重大事故等

クラス２支持構造物（容器及びポンプ）の強度計算方法」で

定めた重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び原

子炉格納容器を除く機器のクラス２機器の規定又は同等性を

示す評価式による強度計算方法，重大事故等クラス２支持構

造物のクラス２支持構造物の規定による強度計算方法，重大

事故等クラス２機器であってクラス１機器の強度計算方法，

重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物

の強度評価方法，強度計算書のフォーマット並びに業務報告

書をインプットとして，使用条件に対して適切な材料を使用

する設計であることを確認したうえで，その結果を評価対象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目ごとの強度計算書のフォーマットにまとめた後，機器区

分ごとに集約し，アウトプットとして，強度に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，中央制御室チーム及び電源設備チーム）が上

記の(1)～(3)で取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

12.1.6 重大事故等クラス３機器の強度評価 

(1) 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2を

インプットとして，評価対象となる重大事故等クラス３機器

を抽出し，完成品及びそれを除く機器に区分した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，評価対象機器

に対して，区分ごとの評価方針を以下の「a.」及び「b.」に

示すとおり検討した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

a. 完成品を除く重大事故等クラス３機器の構造及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及びＪＳＭＥをインプットとして，ＪＳＭＥの規定を準用し

た強度評価又はＪＳＭＥで考慮されている裕度を参考にした

実条件を踏まえた耐圧試験による強度評価を実施する方針を

定め，アウトプットとして，完成品を除く重大事故等クラス

３機器の構造及び強度に関する評価方針に取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

b. 重大事故等クラス３機器のうち完成品の構造及び強度 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

並びに一般産業品の規格及び基準をインプットとして，適用

される規格及び基準が妥当であることを含め，評価対象機器

が一般産業品の規格及び基準に適合することを確認すること

により強度評価を実施する方針を定め，アウトプットとし

て，重大事故等クラス３機器のうち完成品の構造及び強度に

関する評価方針に取りまとめた。 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，上記「a.」及

び「b.」に示す評価方針に従って評価を実施することで基本

設計方針を満足することを確認し，使用する材料を含めた重

大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針に取りまとめ

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等クラス３機器の強度評価方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，完成品を除く

重大事故等クラス３機器のうちＪＳＭＥの規定を準用した機

器に対して，「12.1.6(1) 重大事故等クラス３機器の強度評

価の基本方針」で定めた重大事故等クラス３機器の強度評価

の基本方針をインプットとして，ＪＳＭＥに規定されている

評価式を整理し，その結果をアウトプットとして，完成品を

除く重大事故等クラス３機器の強度評価方法に取りまとめ

た。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，重大事故等ク

ラス３機器のうち完成品の機器に対して，「12.1.6(1) 重大

事故等クラス３機器の強度評価の基本方針」で定めた重大事

故等クラス３機器の強度評価の基本方針をインプットとし

て，一般産業品の規格及び基準への適合性を確認するための

項目を整理し，その結果をアウトプットとして，重大事故等

クラス３機器のうち完成品の強度評価方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チー

ム，放射線管理チーム及び電源設備チーム）は，完成品を除

く重大事故等クラス３機器の強度評価方法及び重大事故等ク

ラス３機器のうち完成品の強度評価方法をインプットとし

て，強度評価に必要な条件及びその結果を記載するフォーマ

ットを定め，アウトプットとして，強度評価書のフォーマッ

トに取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チー

・評価手法による差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  ム，放射線管理チーム及び電源設備チーム）は，これらの結

果を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等クラス３機器の強度評価書 

 

・評価手法による差異 

 

 

 

 

・評価手法による差異 

 

 

 

 

 

 

・評価手法による差異 

 

 

 

 

 

・評価手法による差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価手法による差異 

 

 

 

 

 

・評価手法による差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. ＪＳＭＥで考慮されている裕度を参考にした実条件を踏

まえた耐圧試験の結果を確認することによる強度評価を実施

した重大事故等クラス３機器の強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チー

ム，放射線管理チーム及び電源設備チーム）は，評価対象機

器の設備図書を入手した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チー

ム，放射線管理チーム及び電源設備チーム）は，「12.1.6(1) 

重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針」で定めた重

大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針，評価対象機器

の設備図書をインプットとして，評価対象機器の耐圧試験の

結果が良好であることを確認することにより，評価対象機器

が設計条件に対して十分な強度を有する設計であることを確

認し，その結果をアウトプットとして，強度に関する設計資

料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b. 一般産業品の規格及び基準に適合することを確認するこ

とによる強度評価を実施した重大事故等クラス３機器の強度

評価 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チーム

及び電源設備チーム）は，評価対象機器の設備図書を入手し

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，中央制御室チーム

及び電源設備チーム）は，「12.1.6(1) 重大事故等クラス３

機器の強度評価の基本方針」で定めた重大事故等クラス３機

器の強度評価の基本方針，「12.1.6(2) 重大事故等クラス３

機器の強度評価方法」で定めた重大事故等クラス３機器のう

ち完成品の強度評価方法及び強度評価書のフォーマット，評

価対象機器の設備図書及び法令等の公的な規格をインプット

として，評価対象機器が一般産業品の規格及び基準に適合す

・差異なし 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることを確認することにより，設計条件に対して十分な強度

を有し，使用条件に対して適切な材料を使用する設計である

ことを確認し，その結果をアウトプットとして，強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，中央制御室チーム，放射線管理チーム及び電

源設備チーム）が上記(1)～(3)で取りまとめた設計資料をレ

ビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【強度に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

 

  

  

 

 

12.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度評価 

12.2.1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻への配慮が

必要な施設の強度評価に必要な基本方針を以下に示すとおり

定めた。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評価対象施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた竜巻の影響を考慮する施設と

施設ごとの要求機能及び位置情報をインプットとして，強度

評価の対象施設を分類し表にまとめ，アウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた各施設の構造強度設計の

方針をインプットとして，各施設の構造計画を表にまとめ，

アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 設備技術グループマネージャ，建築耐震グループマネージ

ャ及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネ

ージャは，竜巻への配慮が必要な施設のうち，防護対策設備

を除く強度評価を行うために必要な仕様書を作成し，「1. 

設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）及び

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

は，調達の中で供給者に対し，荷重及び荷重の組合せ，許容

限界の設定を要求し，供給者は，荷重及び荷重の組合せ，許

容限界を以下に示すとおり設定した。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた各施設の荷重，規格，規定類及び既往の文献をインプッ

トとして，竜巻防護に関する施設の強度評価にて考慮すべき

荷重を整理したうえで，それらの荷重の算定方法を設定し，

その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重の算定方法の設定結果のリストについて，

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）又は柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より荷重の考え方を満たした結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，荷重の算定方法を定め，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 供給者は，強度評価にて考慮すべき荷重，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた荷重の組合せの考え方を

インプットとして，各施設の強度評価に用いる荷重の組合せ

を設定し，その結果をリストにまとめた。 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は結果をリストとしてまと

めている。） 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は結果をリストとしてまと

めている。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，荷重の組合せの設定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）又は柏崎

刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャによ

り荷重の組合せの考え方を満たした結果となっていることの

確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，各施設の強度評価に用いる荷重の組合せを

表にまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取

りまとめた。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チ

ーム）又は柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループ

マネージャからの要求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を

考慮する施設」で定めた各施設の評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，許容限界を設定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）又は柏崎刈羽

原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより許

容限界の設定方針を満たした結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，許容限界について表にまとめ，アウトプッ

トとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 強度評価方法 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

「12.2.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で設

備技術グループマネージャ又は建築耐震グループマネージャ

が行った調達の中で供給者に対し，使用する評価方法の選定

の実施を要求した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，「12.2.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」

で行った調達の中で供給者に対し，使用する評価方法の選定

の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チ

ーム）又は柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループ

マネージャからの要求を受けて，供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，評価方法を選定し，その結果を

リストにまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）又は柏崎刈羽

原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより評

価方針を満たした結果となっていることの確認を受け，その

結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。 

 

 設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護に関する施設の強度評価に用いる

基本的な評価方法を定め，アウトプットとして強度に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が「12.2.1」で取りまとめた設計資料をレビュ

ーし，承認した。 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の差

異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

12.2.2 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）及び

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，「12.2.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で

行った調達の中で供給者に対し，以下の強度評価の実施を要

求した。 

・差異なし 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(1) 竜巻への配慮が必要な機器・配管系の強度計算 

a. 軽油タンク 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，

「12.2.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で強度評価

の基本方針を設定し，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子

炉グループマネージャは，「12.2.2(1)a.(b) 強度評価方法

の設定」，「12.2.2(1)a.(c) 評価条件」及び

「12.2.2(1)a.(d) 強度評価の実施」で強度評価の基本方針

に基づく強度評価を実施した。 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（実際の

設計プロセスを記載。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

  

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.1 竜巻

への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針」で定めた基本

方針及び設備図書をインプットとして，軽油タンクの強度計

算の強度評価を行うためのフロー及び適用規格を検討して，

評価方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資

料に取りまとめた。 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，軽油タンクの強度評価を行うための評価対象部位，荷

重及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設

定を実施し，軽油タンクの強度評価方法を以下に示すとおり

設定した。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a.(a) 強度

評価の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，評価対象部位を特

定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より強度評価を行う対象部位として基本方針に適合している

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a.(a) 強度

評価の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，荷重及び荷重の組

合せを設定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネ

ージャにより強度評価を行う対象部位として基本方針に適合

している結果となっていることの確認を受け，その結果をア

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a.(a) 強度

評価の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，許容限界を選定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

強度評価を行う対象部位として基本方針に適合している結果

となっていることの確認を受け，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a.(a) 強度

評価の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，評価方法を選定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

強度評価を行う対象部位として基本方針に適合している結果

となっていることの確認を受け，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a.(a) 強度

評価の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，評価条件を設定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

強度評価を行う対象部位として基本方針に適合している結果

となっていることの確認を受け，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a.(b) 強度

評価方法の設定」で定めた強度評価方法及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，強度評価を実施し，

その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，柏崎刈羽原子

力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより強度評

価方法に基づく強度評価を実施しており，評価対象部位の発

生応力又は荷重が許容限界以下であることの確認を受け，そ

の結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提

出した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，

「12.2.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.2.2(1)a.(a) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法及び「12.2.2(1)a.(c) 評価条件」で設定した

評価条件及び「12.2.2(1)a.(d) 強度評価の実施」で実施し

た評価結果をインプットとし，軽油タンクの強度計算書とし

て取りまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  b. 吸気配管 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，

「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で強度評価

の基本方針を設定し，「12.2.2(1)b.(b) 強度評価方法の設

定」及び「12.2.2(1)b.(c) 評価条件」「12.2.2(1)b.(d) 

強度評価の実施」で強度評価の基本方針に基づく強度評価を

実施した。 

・設備構成の差異 

  (a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.1 竜巻

への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針」で定めた基本

方針及び設備図書をインプットとして，吸気配管の強度計算

の強度評価を行うためのフロー及び適用規格を検討して，評

価方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料

に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  (b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが「12.2.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに

許容限界」で行った調達の中で，供給者に対し，吸気配管の

強度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合

せ，許容限界及び評価方法の設定を要求した。 

・設備構成の差異 

  イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリ

ストにまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対

象部位として基本方針に適合している結果となっていること

の確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を

作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その

結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（自然現象チーム）により強度評価

を行う対象部位として基本方針に適合している結果となって

いることの確認を受け，その結果をアウトプットとして業務

報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

・設備構成の差異 

  ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，許容限界を選定し，その結果をリスト

にまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対象部

位として基本方針に適合している結果となっていることの確

認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価方法を選定し，その結果をリスト

にまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対象部

位として基本方針に適合している結果となっていることの確

認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

・設備構成の差異 
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をインプットとして，評価条件を設定し，その結果をリスト

にまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対象部

位として基本方針に適合している結果となっていることの確

認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.2(1)b.(b) 強度評価方法の設定」で定

めた強度評価方法及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，強度評価を実施し，その結果をリストにま

とめた。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（自然現象チーム）により強度評価方法に基づく強度評

価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容

限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，

「12.2.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.2.2(1)b,(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法及び「12.2.2(1)b.(c) 評価条件」で設定した

評価条件及び「12.2.2(1)b.(d) 強度評価の実施」で実施し

た評価結果をインプットとし，吸気配管の強度計算書として

取りまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，換気空調設備，

波及的影響を及ぼす可能性がある消音器並びに排気管及びミ

スト管について，「12.2.2(1)b. 吸気配管」と同様なプロセ

スにより強度評価を実施し，強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2) 竜巻への配慮が必要な建物・構築物の強度設計 

（竜巻より防護すべき施設を内包する施設） 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，「12.2.2(2)a. 強度

評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定し，

「12.2.2(2)b. 強度評価方法の設定」，「12.2.2(2)c. 評価

条件の設定」及び「12.2.2(2)d. 強度評価の実施」で強度

評価の基本方針に基づく強度評価を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが「12.2.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度評価の

実施を要求した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

  

 

 

a. 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，「12.2.1 竜巻への

配慮が必要な施設の強度計算の基本方針」で定めた基本方針

及び設備図書をインプットとして，竜巻より防護すべき施設

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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を内包する施設の強度評価を行うための評価方針，フロー及

び適用規格を検討して，評価方針を設定し，アウトプットと

して強度に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，竜巻より防護

すべき施設を内包する施設の強度評価を行うための評価対象

部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限界及び評価方法の設定

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）の要求を受け

て，「12.2.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，当社から提供した既工認，設備図書及び供給者が所

有する適用可能な図書をインプットとして，竜巻より防護す

べき施設を内包する施設の強度評価方法を以下に示すとおり

設定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(a) 評価対象部位 

 供給者は，「12.2.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，竜巻より

防護すべき施設を内包する施設の強度評価を行う対象部位と

して基本方針に適合している評価対象部位を特定し，アウト

プットとして評価対象部位の図面に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(b) 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「12.2.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針をインプットとして，竜巻より防護すべき施

設を内包する施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せ

を設定し，アウトプットとして荷重及び荷重の組合せの表に

取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(c) 許容限界 

 供給者は，「12.2.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び評価対象部位の図面をインプットとし

て，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度評価に用

いる許容限界について，評価対象部位ごとに適用する許容限

界を設定し，アウトプットとして許容限界の表に取りまとめ

た。 

・差異なし 

    (d) 評価方法 ・差異なし 
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供給者は，「12.2.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針，既工認及び設備図書をインプットとして，

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度評価の評価方

法を設定し，アウトプットとしてその結果を取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

c. 評価条件の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，竜巻より防護

すべき施設を内包する施設の強度評価を行うための評価条件

の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で定め

た評価方針，当社から提供した設備図書及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，竜巻より防護すべき

施設を内包する施設の強度評価に用いる諸元を定め，アウト

プットとして評価条件に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 強度評価の実施 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが行った調達の中で，供給者に対し，竜巻より防護

すべき施設を内包する施設の「12.2.2(2)b. 強度評価方法

の設定」で定めた強度評価方法及び「12.2.2(2)c. 評価条

件の設定」で定めた評価条件に基づく強度評価を要求した。 

 

供給者は，「12.2.2(2)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法及び「12.2.2(2)c. 評価条件の設定」で定め

た評価条件をインプットとして，竜巻より防護すべき施設を

内包する施設の強度評価方法及び評価条件に基づく強度評価

を実施し，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界以下

であることを確認し，アウトプットとして強度評価結果に取

りまとめた。 

 

供給者は，これらの結果を竜巻より防護すべき施設を内包

する施設の強度評価結果に取りまとめ，工認プロジェクト

（建築チーム）により，竜巻より防護すべき施設を内包する

施設の強度設計として妥当であることの確認を受け，アウト

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとし，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計

算書として取りまとめ，アウトプットとして強度に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）が「12.2.2(2)a.」～「12.2.2(2)d.」で取りまとめ

た設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他設備） 

工認プロジェクト（建築チーム）は，波及的影響を及ぼす

可能性がある施設について，「12.2.2(2) 竜巻への配慮が必

要な建物・構築物の強度設計」と同様のプロセスにより強度

評価を実施し，強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.3 防護対策施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フー

ド，竜巻防護鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル

発電設備燃料移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備

燃料移送配管防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の設計

の方針 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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竜巻への配慮が必要な施設のうち，防護対策施設の強度設計

方針を以下に示すとおり定めた。 

  

 

  

 

(1) 強度設計の基本方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

竜巻への配慮が必要な施設のうち，防護対策施設の強度設計

の基本方針を以下に示すとおり定めた。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

a. 対象施設 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

「6.3.3(1) 要求機能及び性能目標」で定めた竜巻の影響を

考慮する施設と施設ごとの要求機能及び位置情報をインプッ

トとして，強度評価の対象施設のうち防護対策施設を選定

し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

b. 構造概要 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた各施設の

構造強度設計の方針をインプットとして，防護対策施設の構

造概要を示し，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 荷重及び荷重の組合せ 

設備技術グループマネージャ，建築耐震グループマネージ

ャ及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネ

ージャは，竜巻への配慮が必要な施設のうち，竜巻防護ネッ

ト，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護鉄筋コンクリート製フー

ド，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板，非常

用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板，建屋内防護壁及

び竜巻防護扉の強度評価を行うために必要な仕様書を作成し

「1. 設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（二重記載とな

るため記載を削除。） 
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工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）及び

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，調達の中で供給者に対し，荷重及び荷重の組合せの設定

を要求し，供給者は，荷重及び荷重の組合せを以下に示すと

おり設定した。 

 

供給者は，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた各施設の荷重，規格，規定類及び既往の文献をインプッ

トとして，竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉の強度評価にて考慮す

べき荷重を整理したうえで，それらの荷重の算定方法を設定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，荷重の算定方法の設定結果のリストについて，

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）又は柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より荷重の考え方を満たした結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

業務報告書をインプットとして，荷重の算定方法を定め，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

供給者は，強度評価にて考慮すべき荷重，「6.3.3(2) 竜

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻の影響を考慮する施設」で定めた荷重の組合せの考え方を

インプットとして，各施設の強度評価に用いる荷重の組合せ

を設定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，荷重の組合せの設定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）又は柏崎

刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャによ

り荷重の組合せの考え方を満たした結果となっていることの

確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認し

た。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

業務報告書をインプットとして，各施設の強度評価に用いる

荷重の組合せを表にまとめ，アウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

  

 

(2) 防護対策施設の設計方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護鉄筋コンク

リート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板，建

屋内防護壁及び竜巻防護扉の設計方針を以下に示すとおり定

めた。 

・設備構成の差異 

  

 

  

  

 

 

 

a. 竜巻防護ネットの構造設計 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた竜巻防護ネットの構造強

度の設計方針，「12.2.3(1)b. 構造概要」及び

「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」をインプットとし

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

て，竜巻防護ネットの設計方針を設定し，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

b. 竜巻防護鋼製フードの構造設計 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた竜巻防護鋼製フードの構

造強度の設計方針，「12.2.3(1)b. 構造概要」及び

「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」をインプットとし

て，竜巻防護鋼製フードの設計方針を設定し，アウトプット

として強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

  

 

 

 

 

c. 竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの構造設計 

工認プロジェクト（建築チーム）は，「6.3.3(2) 竜巻の

影響を考慮する施設」で定めた竜巻防護鉄筋コンクリート製

フードの構造強度の設計方針，「12.2.3(1)b. 構造概要」及

び「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」をインプットと

して，竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの設計方針を設定

し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

d. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の構造

設計 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた非常用ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプ防護板の構造強度の設計方針，

「12.2.3(1)b. 構造概要」及び「12.2.3(1)c. 荷重及び荷

重の組合せ」をインプットとして，非常用ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプ防護板の設計方針を設定し，アウトプット

として強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

e. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の構造設

計 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた非常用ディーゼル発電設

備燃料移送配管防護板の構造強度の設計方針，「12.2.3(1)b. 

構造概要」及び「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」を

インプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

防護板の設計方針を設定し，アウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  f. 建屋内防護壁の構造設計 ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた建屋内防護壁の構造強度

の設計方針，「12.2.3(1)b. 構造概要」及び「12.2.3(1)c. 

荷重及び荷重の組合せ」をインプットとして，建屋内防護壁

の設計方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設計

資料に取りまとめた。 

 

 

g. 竜巻防護扉の構造設計 

工認プロジェクト（建築チーム）は，「6.3.3(2) 竜巻の

影響を考慮する施設」で定めた竜巻防護扉の構造強度の設計

方針，「12.2.3(1)b. 構造概要」及び「12.2.3(1)c. 荷重

及び荷重の組合せ」をインプットとして，竜巻防護扉の設計

方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

(3) 防護対策施設の評価方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

防護対策施設の評価方針を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

a. 竜巻防護ネット 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建築耐震グルー

プマネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で

行った調達の中で，供給者に対し，竜巻防護ネットの評価方

針の設定を要求し，供給者は，竜巻防護ネットの評価方針を

以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた竜巻防護ネットの機能維持の設計方針，「12.2.3(1)c. 

荷重及び荷重の組合せ」，「12.2.3(2)a. 竜巻防護ネットの

構造設計」及び供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，竜巻防護ネットの評価方針を設定し，その結果を

リストにまとめた。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，工認プロジェク

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト（自然現象チーム）により構造強度設計上の性能目標を満

足する方針となっていることの確認を受け，その結果をアウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護ネットの評価方針を定め，アウト

プットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. 竜巻防護鋼製フード 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行った調達

の中で，供給者に対し，竜巻防護鋼製フードの評価方針の設

定を要求し，供給者は，竜巻防護鋼製フードの評価方針を以

下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響

を考慮する施設」で定めた竜巻防護鋼製フードの機能維持の

設計方針，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」，

「12.2.3(2)b. 竜巻防護鋼製フードの構造設計」及び供給

者が所有する適用可能な図書をインプットとして，竜巻防護

鋼製フードの評価方針を設定し，その結果をリストにまとめ

た。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，柏崎刈羽原子力

発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより構造強度

設計上の性能目標を満足する方針となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護鋼製フードの評価方針を定め，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 竜巻防護鉄筋コンクリート製フード 

工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行っ

た調達の中で，供給者に対し，竜巻防護鉄筋コンクリート製

フードの評価方針の設定を要求し，供給者は，竜巻防護鉄筋

コンクリート製フードの評価方針を以下に示すとおり設定し

た。 

 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた

竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの機能維持の設計方針，

「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」，「12.2.3(2)c. 竜

巻防護鉄筋コンクリート製フードの構造設計」及び供給者が

所有する適用可能な図書をインプットとして，竜巻防護鉄筋

コンクリート製フードの評価方針を設定し，その結果をリス

トにまとめた。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，工認プロジェク

ト（建築チーム）により構造強度設計上の性能目標を満足す

る方針となっていることの確認を受け，その結果をアウトプ

ットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの評価方針

を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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d. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建築耐震グルー

プマネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で

行った調達の中で，供給者に対し，非常用ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプ防護板の評価方針の設定を要求し，供給者

は，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の評価

方針を以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の機能

維持の設計方針，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」，

「12.2.3(2)d. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

防護板の構造設計」及び供給者が所有する適用可能な図書を

インプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポン

プ防護板の評価方針を設定し，その結果をリストにまとめ

た。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により構造強度設計上の性能目標を満

足する方針となっていることの確認を受け，その結果をアウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

防護板の評価方針を定め，アウトプットとして強度に関する

設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

e. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建築耐震グルー

プマネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で

行った調達の中で，供給者に対し，非常用ディーゼル発電設

備燃料移送配管防護板の評価方針の設定を要求し，供給者

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

は，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の評価方

針を以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の機能維

持の設計方針，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」，

「12.2.3(2)e. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防

護板の構造設計」及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防

護板の評価方針を設定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により構造強度設計上の性能目標を満

足する方針となっていることの確認を受け，その結果をアウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防

護板の評価方針を定め，アウトプットとして強度に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

f. 建屋内防護壁 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備技術グルー

プマネージャ及び建築耐震グループマネージャが

「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行った調達の中

で，供給者に対し，建屋内防護壁の評価方針の設定を要求

し，供給者は，建屋内防護壁の評価方針を以下に示すとおり

設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた建屋内防護壁の機能維持の設計方針，「12.2.3(1)c. 荷

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

重及び荷重の組合せ」，「12.2.3(2)f. 建屋内防護壁の構造

設計」及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，建屋内防護壁の評価方針を設定し，その結果をリスト

にまとめた。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により構造強度設計上の性能目標を満

足する方針となっていることの確認を受け，その結果をアウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム）の確認を受け

て供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，建屋内防護壁の評価方針を定め，アウトプ

ットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

g. 竜巻防護扉 

工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行っ

た調達の中で，供給者に対し，竜巻防護扉の評価方針の設定

を要求し，供給者は，竜巻防護扉の評価方針を以下に示すと

おり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた

竜巻防護扉の機能維持の設計方針，「12.2.3(1)c. 荷重及び

荷重の組合せ」，「12.2.3(2)g. 竜巻防護扉の構造設計」及

び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，竜

巻防護扉の評価方針を設定し，その結果をリストにまとめ

た。 

 

供給者は，評価方針の設定結果について，工認プロジェク

ト（建築チーム）により構造強度設計上の性能目標を満足す

る方針となっていることの確認を受け，その結果をアウトプ

ットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，竜巻防護扉の評価方針を定め，アウトプットと

して強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

(4) 許容限界 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）は，

竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護鉄筋コンク

リート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板，建

屋内防護壁及び竜巻防護扉の許容限界を以下に示すとおり設

定した。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 竜巻防護ネットの許容限界 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建築耐震グルー

プマネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で

行った調達の中で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，

供給者は，竜巻防護ネットの許容限界を以下に示すとおり設

定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた竜巻防護ネットの設計方針，「12.2.3(3)a. 竜巻防護ネ

ット」で定めた竜巻防護ネットの評価方針及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，竜巻防護ネットの

許容限界を設定し，その結果をまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護ネットの許容限界について表にま

とめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 竜巻防護鋼製フードの許容限界 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行った調達

の中で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，供給者は，

竜巻防護鋼製フードの許容限界を以下に示すとおり設定し

た。 

 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響

を考慮する施設」で定めた竜巻防護鋼製フードの設計方針，

「12.2.3(3)b. 竜巻防護鋼製フード」で定めた竜巻防護鋼

製フードの評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書を

インプットとして，竜巻防護鋼製フードの許容限界を設定

し，その結果をまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，柏崎刈羽原子力

発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより許容限界

の設定方針を満たした結果となっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護鋼製フードの許容限界について表

にまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの許容限界 

工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行っ

た調達の中で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，供給

者は，竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの許容限界を以下

に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた

竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの設計方針，

「12.2.3(3)c. 竜巻防護鉄筋コンクリート製フード」で定

めた竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの評価方針及び供給

者が所有する適用可能な図書をインプットとして，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フードの許容限界を設定し，その結果を

まとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満たした結果

となっていることの確認を受け，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの許容限界

について表にまとめ，アウトプットとして強度に関する設計

資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

d. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の許容

限界 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建築耐震グルー

プマネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で

行った調達の中で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，

供給者は，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

の許容限界を以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の設計

方針，「12.2.3(3)d. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポ

ンプ防護板」で定めた非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポ

ンプ防護板の評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポ

ンプ防護板の許容限界を設定し，その結果をまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

防護板の許容限界について表にまとめ，アウトプットとして

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

e. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の許容限

界 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建築耐震グルー

プマネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で

行った調達の中で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，

供給者は，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の

許容限界を以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の設計方

針，「12.2.3(3)e. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

防護板」で定めた非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防

護板の評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護

板の許容限界を設定し，その結果をまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイン

プットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護

板の許容限界について表にまとめ，アウトプットとして強度

に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 f. 建屋内防護壁の許容限界 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備技術グルー

プマネージャ及び建築耐震グループマネージャが

「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行った調達の中

で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，供給者は，建屋

内防護壁の許容限界を以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた建屋内防護壁の設計方針，「12.2.3(3)f. 建屋内防護

壁」で定めた建屋内防護壁の評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，建屋内防護壁の許容限

界を設定し，その結果をまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム）の確認を受け

て供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，建屋内防護壁の許容限界について表にまと

め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

g. 竜巻防護扉の許容限界 

工認プロジェクト（建築チーム）は，建築耐震グループマ

ネージャが「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行っ

た調達の中で供給者に対し，許容限界の設定を要求し，供給

者は，竜巻防護扉の許容限界を以下に示すとおり設定した。 

 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた

竜巻防護扉の設計方針，「12.2.3(3)g. 竜巻防護扉」で定め

た竜巻防護扉の評価方針及び供給者が所有する適用可能な図

書をインプットとして，竜巻防護扉の許容限界を設定し，そ

の結果をまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満たした結果

となっていることの確認を受け，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，竜巻防護扉の許容限界について表にまとめ，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

    (5) 強度評価方法 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）及び

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行った調達の

中で供給者に対し，使用する評価方法の選定の実施を要求

し，供給者は，使用する評価方法を以下に示すとおり選定し

た。 

差異。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 竜巻防護ネットの強度評価 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方針を満たした結

果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護ネットの強度評価に用いる基本的

な評価方法を定め，アウトプットとして強度に関する設計資

料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

b. 竜巻防護鋼製フードの強度評価 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，供給者が所有する適用可

能な図書をインプットとして，評価方法を選定し，その結果

をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

評価方針を満たした結果となっていることの確認を受け，そ

の結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提

出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，竜巻防護鋼製フードの強度評価に用いる基

本的な評価方法を定め，アウトプットとして強度に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

c. 竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの強度評価 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプットとし

て，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方針を満たした結果と

なっていることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの強度評価

に用いる基本的な評価方法を定め，アウトプットとして強度

に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 d. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の強度

評価 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方針を満たした結

果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプット

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

防護板の強度評価に用いる基本的な評価方法を定め，アウト

プットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

e. 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の強度評

価 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方針を満たした結

果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防

護板の強度評価に用いる基本的な評価方法を定め，アウトプ

ットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 f. 建屋内防護壁の強度評価 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプット

として，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方針を満たした結

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム）の確認を受け

て供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，建屋内防護壁の強度評価に用いる基本的な

評価方法を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料

に取りまとめた。 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

g. 竜巻防護扉の強度評価 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，供給者が所有する適用可能な図書をインプットとし

て，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の選定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方針を満たした結果と

なっていることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，竜巻防護扉の強度評価に用いる基本的な評価方

法を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

設備技術グループマネージャ及び土木耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チー

ム）が「12.2.3」で取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

12.2.4 防護対策施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フー

ド，竜巻防護鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル

発電設備燃料移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備

・表現上の差異（表題の記載変

更。） 

・設備構成の差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料移送配管防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の強度

計算 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び建築チーム）及び

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，「12.2.3(1)c. 荷重及び荷重の組合せ」で行った調達の

中で供給者に対し，以下の強度評価の実施を要求した。 

 

 

 

・差異なし 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

(1) 竜巻防護ネットの強度計算 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(1)a. 

強度評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定

し，「12.2.4(1)b. 強度評価方法の設定」，「12.2.4(1)c. 

評価条件」及び「12.2.4(1)d. 強度評価の実施」で強度評

価の基本方針に基づく強度評価を実施した。 

・設備構成の差異 

  

 

 

  

 

 

a. 強度評価の基本方針の設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.3 防護

対策施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の設計の方針」で定

めた方針及び設備図書をインプットとして，竜巻防護ネット

の強度評価を行うためのフロー及び適用規格を検討して，評

価方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料

に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

  

 

b. 強度評価方法の設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻防護ネット

の強度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合

せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，竜巻

防護ネットの強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 

  

 

  

 

(a) 評価対象部位 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(1)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果をアウトプ

・差異なし 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

ットとしてリストにまとめた。 

 

供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対

象部位として基本方針に適合している結果となっていること

の確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を

作成し，当社に提出した。 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(b) 荷重及び荷重の組合せ 

供給者は,工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(1)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

アウトプットとしてリストにまとめた。 

 

供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（自然現象チーム）により評価部位

に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(c) 許容限界 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(1)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を選定し，その結果をアウトプット

としてリストにまとめた。 

 

供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

(d) 評価方法 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(1)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，評価方法

を選定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

・差異なし 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

た。 

 

供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

c. 評価条件 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(1)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，評価条件

を選定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

た。 

 

供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 強度評価の実施 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(1)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.2.4(1)c. 評価条件」で定めた評価条件

及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

強度評価を実施し，その結果をアウトプットとしてリストに

まとめた。 

 

供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（自然現象チーム）により強度評価方法に基づく強度評

価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容

限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(1)a. 

強度評価の基本方針の設定」で定めた評価方針，

「12.2.4(1)b. 強度評価方法の設定」で定めた強度評価方

法，「12.2.4(1)c. 評価条件」で設定した評価条件及び

「12.2.4(1)d. 強度評価の実施」で実施した評価結果をイ

ンプットとし，竜巻防護ネットの強度計算書として取りまと

め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 (2) 竜巻防護鋼製フードの強度計算 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(2)a. 

強度評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定

し，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネー

ジャは，「12.2.4(2)b. 強度評価方法の設定」，

「12.2.4(2)c. 評価条件」及び「12.2.4(2)d. 強度評価の

実施」で強度評価の基本方針に基づく強度評価を実施した。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 a. 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.3 防護

対策施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の設計の方針」で定

めた方針及び設備図書をインプットとして，竜巻防護鋼製フ

・設備構成の差異 
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ードの強度評価を行うためのフロー及び適用規格を検討し

て，評価方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設

計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 b. 強度評価方法の設定 

 

 

 

 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，竜巻防護鋼製フードの強度評価を行うための評価対象

部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価

条件の設定を実施し，竜巻防護鋼製フードの強度評価方法を

以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 (a) 評価対象部位 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.4(2)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，評価対象部位を特定

し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より強度評価を行う対象部位として基本方針に適合している

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 (b) 荷重及び荷重の組合せ 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.4(2)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，荷重及び荷重の組合せ

を設定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

た。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネ

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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ージャにより評価部位に対する荷重及び荷重の組合せとなっ

ていることの確認を受け，その結果をアウトプットとして業

務報告書を作成し，当社に提出した。 

  

 

 

 (c) 許容限界 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.4(2)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，許容限界を選定し，そ

の結果をアウトプットとしてリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

許容限界の設定方針を満たした結果となっていることの確認

を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 (d) 評価方法 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.4(2)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び設備図書をインプ

ットとして，評価方法を選定し，その結果をアウトプットと

してリストにまとめた。 

 

供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

評価方法の設定方針を満たした結果となっていることの確認

を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 c. 評価条件 

 

 

 

 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.4(2)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び設備図書をインプ

ットとして，評価条件を選定し，その結果をアウトプットと

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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してリストにまとめた。 

 

供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

評価方法の設定方針を満たした結果となっていることの確認

を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d. 強度評価の実施 

 

 

 

 

 

 

 

供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.4(2)b. 強度評価

方法の設定」で定めた強度評価方法，「12.2.4(2)c. 評価条

件」で定めた評価条件及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，強度評価を実施し，その結果をアウト

プットとしてリストにまとめた。 

 

供給者は，強度評価結果のリストについて，柏崎刈羽原子

力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより強度評

価方法に基づく強度評価を実施しており，評価対象部位の発

生応力又は荷重が許容限界以下であることの確認を受け，そ

の結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提

出した。 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(2)a. 

強度評価の基本方針の設定」で定めた評価方針，

「12.2.4(2)b. 強度評価方法の設定」で定めた強度評価方

法，「12.2.4(2)c. 評価条件」で設定した評価条件及び

「12.2.4(2)d. 強度評価の実施」で実施した評価結果をイ

ンプットとし，竜巻防護鋼製フードの強度計算書として取り

まとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  (3) 竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの強度計算 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，「12.2.4(3)a. 強度

評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定し，

「12.2.4(3)b. 強度評価方法の設定」，「12.2.4(3)c. 評価

条件」及び「12.2.4(3)d. 強度評価の実施」で強度評価の

基本方針に基づく強度評価を実施した。 

・設備構成の差異 

  a. 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，「12.2.3 防護対策

施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護鉄筋

コンクリート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料移送

ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護

板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の設計の方針」で定めた

方針及び設備図書をインプットとして，竜巻防護鉄筋コンク

リート製フードの強度評価を行うためのフロー及び適用規格

を検討して，評価方針を設定し，アウトプットとして強度に

関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  b. 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，竜巻防護鉄筋コンク

リート製フードの強度評価を行うための評価対象部位，荷重

及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定

を実施し，竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの強度評価方

法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 
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  (a) 評価対象部位 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.4(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で定め

た評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，評価対象部位を特定し，その結果をアウトプット

としてリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（建築チーム）により強度評価を行う対象部

位として基本方針に適合している結果となっていることの確

認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  (b) 荷重及び荷重の組合せ 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.4(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で定め

た評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果をアウ

トプットとしてリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（建築チーム）により評価部位に対

する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  (c) 許容限界 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.4(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で定め

た評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をインプッ

トとして，許容限界を選定し，その結果をアウトプットとし

てリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  (d) 評価方法 ・設備構成の差異 
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供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.4(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で定め

た評価方針及び設備図書をインプットとして，評価方法を選

定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  c. 評価条件 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.4(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で定め

た評価方針及び設備図書をインプットとして，評価条件を選

定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  d. 強度評価の実施 

供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.2.4(3)b. 強度評価方法の設定」で定めた強度

評価方法，「12.2.4(3)c. 評価条件」で定めた評価条件及び

供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，強度

評価を実施し，その結果をアウトプットとしてリストにまと

めた。 

 

供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（建築チーム）により強度評価方法に基づく強度評価を

実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界

以下であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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工認プロジェクト（建築チーム）は，業務報告書をインプ

ットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

工認プロジェクト（建築チーム）は，「12.2.4(3)a. 強度

評価の基本方針の設定」で定めた評価方針，「12.2.4(3)b. 

強度評価方法の設定」で定めた強度評価方法，「12.2.4(3)c. 

評価条件」で設定した評価条件及び「12.2.4(3)d. 強度評

価の実施」で実施した評価結果をインプットとし，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フードの強度計算書として取りまとめ，

アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  (4) 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防護板の強

度計算 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(4)a. 強

度評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定し，

「12.2.4(4)b. 強度評価方法の設定」，「12.2.4(4)c. 評価

条件」及び「12.2.4(4)d. 強度評価の実施」で強度評価の

基本方針に基づく強度評価を実施した。 

・設備構成の差異 

 

  a. 強度評価の基本方針の設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.3 防護

対策施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の設計の方針」で定

めた方針及び設備図書をインプットとして，非常用ディーゼ

ル発電設備燃料移送ポンプ防護板の強度評価を行うためのフ

ロー及び適用規格を検討して，評価方針を設定し，アウトプ

ットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  b. 強度評価方法の設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，非常用ディーゼ

ル発電設備燃料移送ポンプ防護板の強度評価を行うための評

価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及

・設備構成の差異 
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び評価条件の設定を実施し，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ防護板の強度評価方法を以下に示すとおり設定し

た。 

  (a) 評価対象部位 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(4)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果をアウトプ

ットとしてリストにまとめた。 

 

供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対

象部位として基本方針に適合している結果となっていること

の確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を

作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  (b) 荷重及び荷重の組合せ 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(4)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

アウトプットとしてリストにまとめた。 

 

供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（自然現象チーム）により評価部位

に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  (c) 許容限界 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(4)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を選定し，その結果をアウトプット

としてリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

  (d) 評価方法 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(4)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，評価方法

を選定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

た。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  c. 評価条件 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(4)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，評価条件

を選定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

た。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  d. 強度評価の実施 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(4)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法「12.2.4(4)c. 評価条件」で定めた評価条件

及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

強度評価を実施し，その結果をアウトプットとしてリストに

まとめた。 

 

供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（自然現象チーム）により強度評価方法に基づく強度評

価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容

限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプット

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(4)a. 

強度評価の基本方針の設定」で定めた評価方針，

「12.2.4(4)b. 強度評価方法の設定」で定めた強度評価方

法，「12.2.4(4)c. 評価条件」で設定した評価条件及び

「12.2.4(4)d. 強度評価の実施」で実施した評価結果をイ

ンプットとし，非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ防

護板の強度計算書として取りまとめ，アウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管防護板の強度

計算 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，非常用ディーゼ

ル発電設備燃料移送配管防護板について，「12.2.4(1) 竜巻

防護ネットの強度計算」と同様のプロセスにより強度評価を

実施し，強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が「12.2.4(1) 竜巻防護ネットの強度計算」

と同様のプロセスにより強度評価を実施し，取りまとめた設

計資料をレビューし，承認した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 (6) 建屋内防護壁の強度計算 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(6)a. 

強度評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定

・設備構成の差異 
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し，「12.2.4(6)b. 強度評価方法の設定」，「12.2.4(6)c. 

評価条件」及び「12.2.4(6)d. 強度評価の実施」で強度評

価の基本方針に基づく強度評価を実施した。 

 

 a. 強度評価の基本方針の設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.3 防護

対策施設（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼製フード，竜巻防護

鉄筋コンクリート製フード，非常用ディーゼル発電設備燃料

移送ポンプ防護板，非常用ディーゼル発電設備燃料移送配管

防護板，建屋内防護壁及び竜巻防護扉）の設計の方針」で定

めた方針及び設備図書をインプットとして，建屋内防護壁の

強度評価を行うためのフロー及び適用規格を検討して，評価

方針を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 b. 強度評価方法の設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，建屋内防護壁の

強度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合

せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，建屋

内防護壁の強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 

 (a) 評価対象部位 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(6)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果をアウトプ

ットとしてリストにまとめた。 

 

供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム）により強度評価を行う対

象部位として基本方針に適合している結果となっていること

の確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を

作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 (b) 荷重及び荷重の組合せ 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(6)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

アウトプットとしてリストにまとめた。 

・設備構成の差異 
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供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（自然現象チーム）により評価部位

に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受

け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当

社に提出した。 

 

・設備構成の差異 

 

 (c) 許容限界 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(6)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を選定し，その結果をアウトプット

としてリストにまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により許容限界の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 (d) 評価方法 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(6)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，評価方法

を選定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

た。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（自然現象チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 c. 評価条件 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(6)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，評価条件

を選定し，その結果をアウトプットとしてリストにまとめ

た。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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ロジェクト（自然現象チーム）により評価方法の設定方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 d. 強度評価の実施 

供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム）からの要

求を受けて，「12.2.4(6)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.2.4(6)c. 評価条件」で定めた評価条件

及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

強度評価を実施し，その結果をアウトプットとしてリストに

まとめた。 

 

供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（自然現象チーム）により強度評価方法に基づく強度評

価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容

限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

設備技術グループマネージャ及び建築耐震グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム）の確認を受け

て供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.4(6)a. 

強度評価の基本方針の設定」で定めた評価方針，

「12.2.4(6)b. 強度評価方法の設定」で定めた強度評価方

法，「12.2.4(6)c. 評価条件」で設定した評価条件及び

「12.2.4(6)d. 強度評価の実施」で実施した評価結果をイ

ンプットとし，建屋内防護壁の強度計算書として取りまと

め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめ

た。 

 

設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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た。 

 

 (7) 竜巻防護扉の強度計算 

工認プロジェクト（建築チーム）は，竜巻防護扉につい

て，「12.2.4(3) 竜巻防護鉄筋コンクリート製フードの強度

計算」と同様のプロセスにより強度評価を実施し，強度に関

する設計資料に取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）が「12.2.4(3) 竜巻防護鉄筋コンクリート製フー

ド」と同様のプロセスにより強度評価を実施し，取りまとめ

た設計資料をレビューし，承認した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

 

  

 

12.2.5 固縛装置の設計の方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻への配慮が

必要な施設のうち，固縛装置の強度設計の方針を以下のとお

り定めた。 

・表現上の差異 

  

 

  

 

(1) 強度設計の基本方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，竜巻への配慮が

必要な施設のうち，固縛装置の構成要素ごとの強度設計の基

本方針を以下に示すとおり定めた。 

・表現上の差異（説明書の記載

と統一。） 

  

 

 

  

 

 

a. 固縛対象物 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，基本設計方針及

び「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた竜巻の

影響を考慮する施設の方針をインプットとして，固縛対象物

を選定し，固縛対象物を固縛する固縛装置の構造計画及び概

略図を整理し，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

  

 

 

 

b. 固縛装置の設計方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた屋外の重大事故等対処設備の

構造強度設計上の性能目標及び「12.2.5(1)a. 固縛対象

物」をインプットとして，固縛装置の構成要素ごとに固縛装

置の設計方針を定め，アウトプットとして強度に関する設計

資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（説明書の記載

と統一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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(a) 固縛の方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(1) 要

求機能及び性能目標」で定めた屋外の重大事故等対処設備の

構造強度設計上の性能目標をインプットとして，固縛の方針

を定め，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

  

 

 

 

(b) 固縛装置の設計方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた固縛装置の構造計画，

「12.2.5(1)b.(a) 固縛の方針」及び設備図書をインプット

として，固縛装置の構成要素ごとに固縛の方針を定め，アウ

トプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（説明書の記載

と統一。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

  

 

 

(c) 構成要素の設計方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，

「12.2.5(1)b.(b) 固縛装置の設計方針」をインプットとし

て，構成要素ごとに構成要素の設計方針を定め，アウトプッ

トとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

  

 

 

c. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

設備技術グループマネージャは，固縛装置の強度評価を行

うために必要な仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務

の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 荷重及び荷重の組合せ 

イ. 第一ガスタービン発電機車・制御車 

設備技術グループマネージャは，調達の中で供給者に対

し，荷重及び荷重の組合せの設定を要求し，供給者は，荷重

及び荷重の組合せを以下に示すとおり設定した。 
 

 

供給者は，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定

めた各施設の荷重，規格・規定類及び既往の文献をインプッ

トとして，荷重の種類を整理するとともに，それらの荷重の

算定方法を設定し，その結果をリストにまとめた。 
 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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供給者は，荷重の算定方法の設定結果のリストについて，

設備技術グループマネージャにより荷重の考え方を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 
 

 

設備技術グループマネージャは，供給者が提出した業務報

告書を承認した。 
 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，荷重の算定方法を定め，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 
 

 

供給者は，強度評価にて考慮すべき荷重，「6.3.3(2) 竜

巻の影響を考慮する施設」で定めた荷重の組合せの考え方を

インプットとして，強度評価に用いる荷重の組合せを設定

し，その結果をリストにまとめた。 
 

供給者は，荷重の組合せの設定結果のリストについて，設

備技術グループマネージャにより荷重の組合せの考え方を満

たした結果となっていることの確認を受け，その結果をアウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 
 

 

設備技術グループマネージャは，供給者が提出した業務報

告書を承認した。 

 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，固縛装置の強度評価にて考慮すべき荷重及

び荷重の組合せを表にまとめ，アウトプットとして強度に関

する設計資料に取りまとめた。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

ロ. タンクローリ（4kL）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級） 

柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮

する施設」で定めた各施設の荷重，規格・規定類及び既往の

文献をインプットとして，固縛装置の強度評価にて考慮すべ

き荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果をアウトプット

として設備図書に取りまとめた。 
 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備図書をイン

プットとして，固縛装置の強度評価にて考慮すべき荷重及び

荷重の組合せを表にまとめ，アウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価箇所と取りまとめ箇所が別

箇所であるための差異。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 許容限界 

イ. 第一ガスタービン発電機車・制御車 

設備技術グループマネージャは，調達の中で供給者に対

し，許容限界の設定を要求し，供給者は，許容限界を以下に

示すとおり設定した。 
 
 
 
供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

て，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた固縛

装置の評価方針，規格，規定類及び既往の文献をインプット

として，固縛装置の許容限界を設定し，その結果をリストに

まとめた。 
 
供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，設備技

術グループマネージャにより許容限界の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 
 
 
設備技術グループマネージャは，供給者が提出した業務報

告書を承認した。 
 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，固縛装置の許容限界について表にまとめ，

アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  

 

 

 

 

ロ. タンクローリ（4kL）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級） 

柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮

する施設」で定めた固縛装置の評価方針，規格，規定類及び

既往の文献をインプットとして，固縛装置の許容限界を設定

し，その結果をアウトプットとして設備図書に取りまとめ

た。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備図書をイン

プットとして，固縛装置の許容限界について表にまとめ，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価箇所と取りまとめ箇所が別

箇所であるための差異。） 

  

  

 

 

  

  

 

 

d. 固縛装置の種類と設定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，

「12.2.5(1)b.(a) 固縛の方針」，「12.2.5(1)b.(b) 固縛装

置の設計方針」及び「12.2.5(1)b.(c) 構成要素の設計方

針」をインプットとして，固縛装置の構成要素と選定の考え

方，選定フローを設定し，その結果をアウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 固縛装置の荷重評価方法 

a. 第一ガスタービン発電機車・制御車 

設備技術グループマネージャは，「12.2.5(1)c. 荷重及び

荷重の組合せ並びに許容限界」で行った調達の中で供給者に

対し，固縛装置の評価方法の設定を要求し，供給者は，固縛

装置の評価方法を以下に示すとおり設定した。 

 

 

 

供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該プロセスについて調

達で行っている。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈
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て、「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮する施設」で定めた固縛

装置の機能維持の設計方針，「12.2.5(1)c. 荷重及び荷重の

組合せ並びに許容限界」，「12.2.5(1)d. 固縛装置の種類と

設定」及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，固縛装置の評価方法を設定し，その結果をリストにま

とめた。 

 

 

供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，設備技

術グループマネージャにより構造強度設計上の性能目標を満

足する方法となっていることの確認を受け，その結果をアウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

設備技術グループマネージャは，供給者が提出した業務報

告書を承認した。 

 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，固縛装置の評価方法を定め，アウトプット

として強度に関する設計資料に取りまとめた。 

羽は当該プロセスについて調

達で行っている。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該プロセスについて調

達で行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該プロセスについて調

達で行っている。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該プロセスについて調

達で行っている。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. タンクローリ（4kL）及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級） 

柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「6.3.3(2) 竜巻の影響を考慮

する施設」で定めた固縛装置の機能維持の設計方針，

「12.2.5(1)c. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」，

「12.2.5(1)d. 固縛装置の種類と設定」及び設備図書をイ

ンプットとして，固縛装置の評価方法を設定し，その結果を

アウトプットとして設備図書に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備図書をイン

プットとして，固縛装置の評価方法を定め，アウトプットと

して強度に関する設備資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価箇所と取りまとめ箇所が別

箇所であるための差異。） 
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(3) 固縛装置の強度評価方法 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，使用する強度評

価方法を以下に示すとおり選定した。 

・差異なし 

  

  

 

 

  

 

 

 

a. 固縛装置の強度評価方法 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.5(1) 強

度設計の基本方針」で定めた固縛装置の強度設計の基本方

針，「12.2.5(1)d. 固縛装置の種類と設定」の結果，適用可

能な図書及び文献をインプットとして，固縛装置の強度評価

方法を設定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

b. 固縛装置の選定 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.5(2) 固

縛装置の荷重評価方法」に基づく荷重評価の結果，

「12.2.5(1)d. 固縛装置の種類と設定」の結果，設備図

書，適用可能な図書及び文献をインプットとして，固縛装置

の構成要素ごとの諸元を表にまとめ，アウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

c. 固縛装置の強度確認 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.5(3)a. 

固縛装置の強度評価方法」に基づく強度評価の結果をインプ

ットとして，評価結果が十分な強度を有していることを確認

して表にまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料

に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が「12.2.5(1)」～「12.2.5(3)」で取りまとめ

た設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異 

  

 

  

 

12.2.6 固縛装置の強度評価の実施 

設備技術グループマネージャは，「12.2.5(1)c. 荷重及び

荷重の組合せ並びに許容限界」で行った調達の中で供給者に

対し，以下に示すとおり固縛装置の強度計算の実施を要求す

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，複数箇所で評価を行っ

ていることによる差異。） 
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るとともに，柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全

総括部技術計画グループマネージャは，固縛装置の強度計算

を以下に示すとおり実施した。 

  

  

 

 

  

  

 

 

(1) 強度評価の基本方針の設定 

a. 基本方針 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.2.5 固縛

装置の設計の方針」で定めた固縛装置の設計の方針及び設備

図書をインプットとして，固縛装置の強度評価を行うための

フロー及び適用規格を検討して，評価の基本方針を設定し，

アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

  

 

b. 強度評価方法 

設備技術グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所原

子力安全センター安全総括部技術計画グループマネージャ

は，固縛装置の強度評価の方法を以下のとおり定めた。 

・差異なし 

  

 

  

 

(2) 固縛装置の強度評価 

設備技術グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所原

子力安全センター安全総括部技術計画グループマネージャ

は，固縛装置の強度評価を行うための評価対象部位，荷重及

び荷重の組合せ，評価方法並びに評価条件の設定を実施し，

最も裕度の低い固縛装置を有する第一ガスタービン発電機車

及びタンクローリ（4kL）の固縛装置の強度評価方法を以下

に示すとおり設定した。 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

  

 

a. 評価対象部位 

(a) 第一ガスタービン発電機車 

供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

て，「12.2.5(1)a. 固縛対象物」で定めた構造計画をインプ

ットとして，固縛装置に作用する荷重を踏まえて評価対象部

位を特定し，その結果をリストにまとめた。 
 
供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，設

備技術グループマネージャにより強度評価を行う対象部位と

して基本方針に適合している結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  (b) タンクローリ（4kL） ・設備構成の差異 
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 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「12.2.5(1)a. 固縛対象物」で

定めた構造計画をインプットとして，固縛装置に作用する荷

重を踏まえて評価対象部位を特定し，その結果をリストにま

とめた。 

  

 

 

 

 

 

  b. 荷重及び荷重の組合せ 

(a) 第一ガスタービン発電機車 

供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

て，「12.2.5(1)c. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」

の結果をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定

し，その結果をリストにまとめた。 
 
供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，設備技術グループマネージャにより評価部位に対する

荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，その

結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出

した。 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  

 

 

 

(b) タンクローリ（4kL） 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「12.2.5(1)c. 荷重及び荷重の

組合せ並びに許容限界」の結果をインプットとして，荷重及

び荷重の組合せを設定し，その結果をリストにまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

c. 評価方法 

(a) 第一ガスタービン発電機車 

供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

て，「12.2.5(2) 固縛装置の荷重評価方法」に示している荷

重評価方法及び「12.2.5(3) 固縛装置の強度評価方法」に

示している強度評価方法をインプットとして，評価方法を選

定し，その結果をリストにまとめた。 
 
 
供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，設備技

術グループマネージャにより評価方法の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

(b) タンクローリ（4kL） 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「12.2.5(2) 固縛装置の荷重評

価方法」に示している荷重評価方法及び「12.2.5(3) 固縛

装置の強度評価方法」に示している強度評価方法をインプッ

トとして，評価方法を選定し，その結果をリストにまとめ

た。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

  (3) 評価条件 

a. 第一ガスタービン発電機車 

供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

て，「12.2.5(1)b.(b) 固縛装置の設計方針」で定めた固縛

装置の設計方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストにまと

めた。 
 
供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，設備技

術グループマネージャにより評価条件の設定方針を満たした

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  

 

 

 

b. タンクローリ（4kL） 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「12.2.5(1)b.(b) 固縛装置の

設計方針」で定めた固縛装置の設計方針及び設備図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストにまと

めた。 

・設備構成の差異 

・資料構成の差異 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 強度評価の実施 

a. 第一ガスタービン発電機車 

供給者は，設備技術グループマネージャからの要求を受け

て，「12.2.6(2) 固縛装置の強度評価」及び「12.2.6(3) 

評価条件」をインプットとして，固縛装置の要素ごとに強度

評価を実施し，その結果をリストにまとめた。 
 
 
供給者は，強度評価結果のリストについて，設備技術グル

ープマネージャにより強度評価方法に基づく強度評価を実施

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界以下

であることの確認を受け，その結果をアウトプットとして業

務報告書を作成し，当社に提出した。 
 
設備技術グループマネージャは，供給者が提出した業務報

告書を承認した。 
 
 
 
工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果を固縛装置の強度計算書とし

て取りまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 
 

行っている。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  

   

 

b. タンクローリ（4kL） 

柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，「12.2.6(2) 固縛装置の強度評

価」及び「12.2.6(3) 評価条件」をインプットとして，固

縛装置の要素ごとに強度評価を実施し，その結果を設備図書

にまとめた。 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム）は，設備図書をイン

プットとして，固縛装置の強度計算書として取りまとめ，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価箇所と取りまとめ箇所が別

箇所であるための差異。） 

 

 

 

設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が「12.2.6(1)」～「12.2.6(4)」で取りまとめ

た設計資料をレビューし，承認した。 

・表現上の差異 

  【強度に関する説明書】 ・差異なし 

    12.3 火山への配慮が必要な施設の強度評価 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

  

 

 

12.3.1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，火山への配慮が

必要な施設の強度評価に必要な基本方針を以下に示すとおり

定めた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評価対象施設 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)a. 

要求機能及び性能目標」で定めた降下火砕物の影響を考慮す

る施設と施設ごとの要求機能及び位置情報をインプットとし

て，強度評価の対象施設を分類整理し，アウトプットとして

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「6.4.3(3)b. 

降下火砕物の影響を考慮する施設」で定めた各施設の構造強

度設計の方針をインプットとして，各施設の構造計画を整理

し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめ

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 建築耐震グループマネージャ及び柏崎刈羽原子力発電所第

二保全部原子炉グループマネージャは，火山への配慮が必要

な施設の強度評価を行うために必要な仕様書を作成し，「1. 

設計に係る解析業務の管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）及び

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，調達の中で供給者に対し，荷重及び荷重の組合せ，許容

限界の設定を要求し，供給者は，荷重及び荷重の組合せ，許

容限界を以下に示すとおり設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

a. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「6.4.3(3) 降下火砕物の影響を考慮する施

設」で定めた各施設の荷重，規格，規定類及び既往の文献を

インプットとして，火山防護に関する施設の強度評価にて考

慮すべき荷重を整理したうえで，それらの荷重の算定方法を

設定し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重の算定方法の設計結果のリストについて，

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）又は柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より荷重の考え方を満たした結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）の確認を受けて供給者が提出し

た業務報告書を承認した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，荷重の算定方法を定め，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 供給者は，強度評価にて考慮すべき荷重，「6.4.3(3) 降

下火砕物の影響を考慮する施設」で定めた荷重の組合せの考

え方をインプットとして，各施設の強度評価に用いる荷重の

組合せを設定し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重の組合せの設定結果のリストについて，工

認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）又は柏崎

刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャによ

り荷重の組合せの考え方を満たした結果となっていることの

確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）の確認を受けて供給者が提出し

た業務報告書を承認した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，各施設の強度評価に用いる荷重の組合せを

表にまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取

りまとめた。 

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チ

ーム）及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループ

マネージャからの要求を受けて，「6.4.3(3) 降下火砕物の

影響を考慮する施設」で定めた各施設の評価方針及び供給者

が所有する適用可能な図書をインプットとして，許容限界を

設定し，その結果を取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム及び耐震チーム）又は柏崎刈羽原子力発

電所第二保全部原子炉グループマネージャにより許容限界の

設定方針を満たした結果となっていることの確認を受け，そ

の結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提

出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）の確認を受けて供給者が提出し

た業務報告書を承認した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，検討結果及び業

務報告書をインプットとして，許容限界について整理し，ア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

  

 

(3) 強度評価方法 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）及び

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，「12.3.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で

行った調達の中で供給者に対し，使用する評価方法の選定の

実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チ

ーム）及び柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループ

マネージャからの要求を受けて，供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，評価方法を選定し，その結果を

取りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の選定結果について，工認プロジェク

ト（自然現象チーム及び耐震チーム）又は柏崎刈羽原子力発

電所第二保全部原子炉グループマネージャにより評価方針を

満たした結果となっていることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）の確認を受けて供給者が提出し

た業務報告書を承認した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，火山防護に関する施設の強度評価に用いる

基本的な評価方法を定め，アウトプットとして強度に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が「12.3.1(1)」～「12.3.1(3)」で取りまとめ

た設計資料をレビューし，承認した。 

差異。） 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設計プロセスの差異（複数の

調達があることによる記載の

差異。） 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異 

  

 

  

 

12.3.2 火山への配慮が必要な施設の強度計算 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）及び

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャ

は，「12.3.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で

行った調達の中で供給者に対し，強度評価の実施を要求し

た。 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火山への配慮が必要な設備の強度計算 

 

 

（軽油タンク） 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.3.2(1)a. 

強度評価の基本方針の設定」で強度評価の基本方針を設定

し，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネー

ジャは，「12.3.2(1)b. 強度評価方法の設定」，

「12.3.2(1)c. 評価条件」及び「12.3.2(1)d. 強度評価の

実施」で強度評価の基本方針に基づく強度評価を実施した。 

・差異なし 

 

 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（実際の

プロセスを記載したことによ

る差異。） 

 

  

  

 

  

 

 

 

a. 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.3.1 火山

への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針」で定めた基本

方針及び設備図書をインプットとして軽油タンクの強度評価

を行うためのフロー及び適用規格を検討して，評価方針を設

定し，アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまと

めた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度評価方法の設定 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

ャは，「12.3.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」

で行った調達の中で，供給者に対し，軽油タンクの強度評価

を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限

界及び評価方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャの要求を受けて，軽油タンクの強度評価を行う

ための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限界，評

価方法及び評価条件の設定を実施し，軽油タンクの強度評価

方法を以下に示すとおり設定した。 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

 

 

・設備構成の差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，本設計について調達を

行っている。） 

 

  

 

 

  

 

 

(a) 評価対象部位 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.2.2(1)a. 強度評価

・差異なし 
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の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，評価対象部位を特定

し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より強度評価を行う対象部位として基本方針に適合している

結果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(b) 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.3.2(1)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針並びに供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，荷重及び荷重の組合

せを設定し，その結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果について，柏

崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャに

より評価部位に対する荷重及び荷重の組合せとなっているこ

との確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(c) 許容限界 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.3.2(1)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，許容限界を選定し，そ

の結果を取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

許容限界の設定方針を満たした結果となっていることの確認

を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

  

 

 

(d) 評価方法 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.3.2(1)a. 強度評価

・差異なし 
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の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，評価方法を選定し，そ

の結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

評価方法の設定方針を満たした結果となっていることの確認

を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c. 評価条件 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.3.2(1)a. 強度評価

の基本方針の設定」で定めた評価方針及び供給者が所有する

適用可能な図書をインプットとして，評価条件を設定し，そ

の結果をリストにまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，柏崎刈

羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージャにより

評価条件の設定方針を満たした結果となっていることの確認

を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 強度評価の実施 

 供給者は，柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グルー

プマネージャからの要求を受けて，「12.3.2(1)b. 強度評価

方法の設定」で定めた強度評価方法，「12.3.2(1)c. 評価条

件」で定めた評価条件及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，強度評価を実施し，その結果を取りま

とめた。 

 

 供給者は，強度評価結果について，柏崎刈羽原子力発電所

第二保全部原子炉グループマネージャにより強度評価方法に

基づく強度評価を実施しており，評価対象部位の発生応力又

は荷重が許容限界以下であることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所第二保全部原子炉グループマネージ

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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ャは，供給者が提出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，強度評価結果をまとめ，アウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム）は，「12.3.2(1)a. 

強度評価の基本方針の設定」で定めた評価方針，

「12.3.2(1)b. 強度評価方法の設定」で定めた強度評価方

法及び「12.3.2(1)c. 評価条件」で設定した評価条件及び

「12.3.2(1)d. 強度評価の実施」で実施した評価結果をイ

ンプットとし，軽油タンクの強度計算書として取りまとめ，

アウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

308 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

  

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

  

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

  

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

  

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

  

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

   

 
 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を
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実施していない。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は自社の解析による評価を

実施していない。） 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(2) 火山への配慮が必要な施設の強度設計 

（原子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋及び廃棄物

処理建屋） 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は

「12.3.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で強度評価の

基本方針を設定し，「12.3.2(2)b. 強度評価方法の設定」，

「12.3.2(2)c. 評価条件の設定」及び「12.3.2(2)d. 強度

評価の実施」で強度評価の基本方針に基づく強度評価を実施

した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・差異なし 
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 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

「12.3.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で建

築耐震グループマネージャが行った調達の中で供給者に対

し，以下の強度評価の実施を要求した。 

・差異なし 

  

  

 

  

 

 

 

a. 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

「12.3.1 火山への配慮が必要な建屋の強度計算の基本方

針」で定めた基本方針及び設備図書をインプットとして，施

設の強度評価を行うための評価方針，フロー及び適用規格を

検討して，評価方針を設定し，アウトプットとして強度に関

する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

b. 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

建築耐震グループマネージャが行った調達の中で，供給者に

対し，建屋の強度評価を行うための評価対象部位，荷重及び

荷重の組合せ，許容限界及び評価方法の設定を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チ

ーム）からの要求を受けて，「12.3.2(2)a. 強度評価の基本

方針の設定」で定めた評価方針，当社から提供した既工認，

設備図書をインプットとして，建屋の強度評価方法を以下に

示すとおり設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(a) 評価対象部位 

 供給者は，「12.3.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，建屋の強

度評価を行う対象部位として基本方針に適合している評価対

象部位を特定し，アウトプットとして評価対象部位の図面に

取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

(b) 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「12.3.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針をインプットとして，建屋の強度評価に用い

る荷重及び荷重の組合せを設定し，アウトプットとして荷重

及び荷重の組合せの表に取りまとめた。 

・差異なし 

  

  

  

  

(c) 許容限界 

 供給者は，「12.3.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び評価対象部位をインプットとして，建屋

・差異なし 
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の強度評価に用いる許容限界について，評価対象部位ごとに

適用する許容限界を設定し，アウトプットとして許容限界の

表に取りまとめた。 

  

  

 

  

 

 

(d) 評価方法 

 供給者は，「12.3.2(2)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，建屋の強

度評価の評価方法を設定し，アウトプットとして評価方法を

取りまとめた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

c. 評価条件の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

建築耐震グループマネージャが行った調達の中で，供給者に

対し，建屋の強度評価を行うための評価条件の設定を要求し

た。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チ

ーム）からの要求を受けて，「12.3.2(2)a. 強度評価の基本

方針の設定」で定めた評価方針，当社から提供した既工認及

び設備図書をインプットとして，建屋の強度評価に用いる諸

元を定め，アウトプットとして評価条件に取りまとめた。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

d. 強度評価の実施 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

建築耐震グループマネージャが行った調達の中で，供給者に

対し,建屋の「12.3.2(2)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法及び「12.3.2(2)c. 評価条件の設定」で定め

た評価条件に基づく強度評価を要求した。 

 

 供給者は，「12.3.2(2)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法及び「12.3.2(2)c. 評価条件の設定」で定め

た評価方法をインプットとして，建屋の強度評価方法及び評

価条件に基づく強度評価を実施し，評価対象部位の発生応力

又は荷重が許容限界以下であることを確認し，アウトプット

として建屋の強度評価結果を取りまとめた。 

 

 供給者は，これらの建屋の強度評価結果を，工認プロジェ

クト（自然現象チーム及び耐震チーム）により，建屋の強度

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計として妥当であることの確認を受け，アウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）の確認を受けて供給者が提出し

た業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

業務報告書をインプットとして，建屋の強度計算書として取

りまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）が「12.3.2(2)a.」～

「12.3.2(2)d.」で取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(3) 火山への配慮が必要な施設の強度設計 

（防護対策施設） 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

「12.3.2(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で強度評価の

基本方針を設定し，「12.3.2(3)b. 強度評価方法の設定」，

「12.3.2(3)c. 評価条件の設定」及び「12.3.2(3)d. 強度

評価の実施」で強度評価の基本方針に基づく強度評価を実施

した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

「12.3.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で建

築耐震グループマネージャが行った調達の中で供給者に対

し，以下の強度評価の実施を要求した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

a. 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

「12.3.1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の基本方

針」で定めた基本方針及び設備図書をインプットとして，防

護対策施設の強度評価を行うための評価方針，フロー及び適

用規格を検討して，評価方針を設定し，アウトプットとして

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

建築耐震グループマネージャが行った調達の中で，供給者に

対し，防護対策施設の強度評価を行うための評価対象部位，

荷重及び荷重の組合せ，許容限界及び評価方法の設定を要求

した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チ

ーム）からの要求を受けて，「12.3.2(3)a. 強度評価の基本

方針の設定」で定めた評価方針，当社から提供した既工認，

設備図書をインプットとして，防護対策施設の強度評価方法

を以下に示すとおり設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

  

 

(a) 評価対象部位 

 供給者は，「12.3.2(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，防護対策

施設の強度評価を行う対象部位として基本方針に適合してい

る評価対象部位を特定し，アウトプットとして評価対象部位

の図面に取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

  

 

(b) 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，「12.3.2(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針をインプットとして，防護対策施設の強度評

価に用いる荷重及び荷重の組合せを設定し，アウトプットと

して荷重及び荷重の組合せの表に取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

  

 

(c) 許容限界 

 供給者は，「12.3.2(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び評価対象部位をインプットとして，防護

対策施設の強度評価に用いる許容限界について，評価対象部

位ごとに適用する許容限界を設定し，アウトプットとして許

容限界の表に取りまとめた。 

・差異なし 

 

  

  

 

(d) 評価方法 

 供給者は，「12.3.2(3)a. 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び設備図書をインプットとして，防護対策

施設の強度評価の評価方法を設定し，アウトプットとして評

価方法を取りまとめた。 

・差異なし 

 
  

 

c. 評価条件の設定 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

建築耐震グループマネージャが行った調達の中で，供給者に

対し，防護対策施設の強度評価を行うための評価条件の設定

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チ

ーム）からの要求を受けて，「12.3.2(3)a. 強度評価の基本

方針の設定」で定めた評価方針，当社から提供した既工認及

び設備図書をインプットとして，防護対策施設の強度評価に

用いる諸元を定め，アウトプットとして評価条件に取りまと

めた。 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 強度評価の実施 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

建築耐震グループマネージャが行った調達の中で，供給者に

対し,防護対策施設の「12.3.2(3)b. 強度評価方法の設定」

で定めた強度評価方法及び「12.3.2(3)c. 評価条件の設

定」で定めた評価条件に基づく強度評価を要求した。 

 

 供給者は，「12.3.2(3)b. 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法及び「12.3.2(3)c. 評価条件の設定」で定め

た評価方法をインプットとして，防護対策施設の強度評価方

法及び評価条件に基づく強度評価を実施し，評価対象部位の

発生応力又は荷重が許容限界以下であることを確認し，アウ

トプットとして防護対策施設の強度評価結果を取りまとめ

た。 

 

 供給者は，これらの防護対策施設の強度評価結果を，工認

プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）により，防

護対策施設の強度設計として妥当であることの確認を受け，

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 建築耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（自然

現象チーム及び耐震チーム）の確認を受けて供給者が提出し

た業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チーム）は，

業務報告書をインプットとし，防護対策施設の強度計算書と

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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して取りまとめ，アウトプットとして強度に関する設計資料

に取りまとめた。 

 

 土木耐震グループマネージャ及び設備技術グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（自然現象チーム及び耐震チー

ム）が「12.3.2(3)a.」～「12.3.2(3)d.」で取りまとめた設

計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

・表現上の差異 

  【強度に関する説明書】 ・差異なし 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

12.4 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度評価 

12.4.1 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，津波又は溢水

への配慮が必要な施設の強度評価に必要な基本方針を以下に

示すとおり定めた。 

・差異なし 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

(1) 評価対象施設 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，Ⅴ-1-10-13 の

「2. 耐津波設計」で定めた津波防護に関する施設及びⅤ-

1-10-13 の「3. 溢水防護に関する設計」で定めた溢水防護

に関する施設をインプットとして，強度評価の対象施設と防

護する事象を表にまとめ，その結果をアウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，Ⅴ-1-10-13 の

「2. 耐津波設計」及びⅤ-1-10-13 の「3. 溢水防護に関す

る設計」で定めた各施設の構造計画をインプットとして，各

施設の構造計画を集約し，その結果をアウトプットとして強

度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビュー

し，承認した。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（呼び込み箇所

の訂正。） 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・差異なし 

  

   

  

 

  

  

  

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は解析を調達で実施してい

ることによる差異。） 
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・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は解析を調達で実施してい

ることによる差異。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 ・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は解析を調達で実施してい

ることによる差異。） 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は解析を調達で実施してい

ることによる差異。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は解析を調達で実施してい
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ることによる差異。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a. 調達の解析による強度評価 

 設備技術グループマネージャは，津波又は溢水への配慮が

必要な施設のうち，調達の解析による強度評価を行うために

必要な仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管理」

に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，設備技術グループマネージャが行った調達の中で，供給

者に対し，荷重及び荷重の組合せ，許容限界の設定を要求

し，供給者は，荷重及び荷重の組合せ，許容限界を以下に示

すとおり設定した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

  

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

  

(a) 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，Ⅴ-1-10-13 の「2. 耐津波設計」及びⅤ-1-10-

13 の「3. 溢水防護に関する設計」で定めた各施設の荷重，

規格，規定類及び既往の文献をインプットとして，津波防護

及び溢水防護に関する施設の強度評価にて考慮すべき荷重を

整理したうえで，それらの荷重の算定方法を定め，その結果

をアウトプットとして強度に関する設計結果に取りまとめ

た。 

 

 供給者は，強度評価にて考慮すべき荷重，Ⅴ-1-10-13 の

「2. 耐津波設計」及びⅤ-1-10-13 の「3. 溢水防護に関す

・記載の適正化（呼び込み箇所

の訂正。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（呼び込み箇所

の訂正。） 
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る設計」で定めた荷重の組合せについて，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム及び建築チーム）により設計方針のとお

りの評価対象部位に対する荷重及び荷重の組合せとなってい

ることの確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報

告書を作成し，当社に提出した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

(b) 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築

チーム）からの要求を受けて，Ⅴ-1-10-13 の「2. 耐津波設

計」及びⅤ-1-10-13 の「3. 溢水防護に関する設計」で定め

た各施設の機能維持の方針及び供給者が所有する適用可能な

図書をインプットとして，許容限界を設定し，設計資料に取

りまとめた。 

 

 

 

 

 

 供給者は，許容限界の設定結果の設計資料について，工認

プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）により許

容限界の設定方針を満たした結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム及び建築チーム）の確認を受けて供給者が提

出した業務報告書を承認した。 

 

 

 

・記載の適正化（呼び込み箇所

の訂正。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，業務報告書をインプットとして，荷重及び荷重の組合せ

並びに許容限界について表にまとめ，その結果をアウトプッ

トとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム及び建築チーム）が取りまとめた設計資

料をレビューし，承認した。 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

    (3) 使用する評価方法 ・差異なし 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 調達の解析による強度評価 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，設備技術グループマネージャが「12.4.1(2) 荷重及び

荷重の組合せ並びに許容限界」で行った調達の中で，供給者

に対し，使用する評価方法の選定の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築

チーム）からの要求を受けて，供給者が所有する適用可能な

図書をインプットとして，評価方法を選定し，設計結果に取

りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の選定結果の設計資料について，工認

プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）により評

価方法の選定方針を満たした結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム及び建築チーム）の確認を受けて供給者が提

出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，業務報告書をインプットとして，津波防護及び溢水防護

に関する施設の強度評価に用いる基本的な評価方法を定め，

その結果をアウトプットとして強度に関する設計資料に取り

まとめた。 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム及び建築チーム）が取りまとめた設計資

料をレビューし，承認した。 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

・表現上の差異 

    

  

12.4.2 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度設計 

(1) 津波 

・差異なし 

    

    

    

    

 

  

 

 

 

a. 取水槽閉止板 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度評価の

実施を要求した。 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，取水槽閉止板の

強度評価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，評

価方針を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，取水槽閉止板の強度

評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，許

容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，取水槽閉止

板の強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果を図に取り

まとめた。 

 

 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果の図について，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により強度評価を行う対象部位と

して基本方針に適合している結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・表現上の差異（実績に合わせ

記載を変更。） 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（実績に合わせ

記載を変更。） 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

リストに取りまとめた。 

 

 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

いて，工認プロジェクト（建築チーム）により評価部位に対

する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価方法を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

323 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価条件の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)a.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

評価方針，「12.4.2(1)a.(c) 評価条件」で定めた評価条件

及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（建築チーム）により強度評価方法に基づく強度評価を

実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界

以下であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(1)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(1)a.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(1)a.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(1)a.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，取水槽閉止板の強度計算書とし

て取りまとめ，その結果をアウトプットとして強度に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

b. 床ドレンライン浸水防止治具 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度

評価の実施を要求した。 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，床ドレンライン

浸水防止治具の強度評価を行うための評価方針及び適用規格

を検討して，評価方針を設定し，その結果をアウトプットと

して強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

  

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，床ドレンライ

ン浸水防止治具の強度評価を行うための評価対象部位，荷重

及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定

を実施し，床ドレンライン浸水防止治具の強度評価方法を以

下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 
  

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

・表現上の差異（実績に合わせ

記載を変更。） 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

325 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

要求を受けて，「12.4.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価対象部位を特定し，その結果を図

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果の図について，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により強度評価を行う対象

部位として基本方針に適合している結果となっていることの

確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（実績に合わせ

記載に変更。） 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その

結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）により評価部

位に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，許容限界を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により許容限界の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 
  

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

要求を受けて，「12.4.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価方法を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価方法の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価条件を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価条件の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)b.(b) 強度評価方法の設定」で

定めた評価方針，「12.4.2(1)b.(c) 評価条件」で定めた評

価条件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめ

た。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（津波・溢水チーム）により強度評価方法に基づく強度

評価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許

容限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(1)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(1)b.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(1)b.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(1)b.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，床ドレンライン浸水防止治具の

強度計算書として取りまとめ，その結果をアウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビュー

し，承認した。 

・表現上の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

c. 海水貯留堰 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度

評価の実施を要求した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，海水貯留堰の強

度評価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，評価

方針を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関する

設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，海水貯留堰の

強度評価を行うための評価対象断面及び部位，荷重及び荷重

の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施

し，海水貯留堰の強度評価方法を以下に示すとおり設定し

た。 

・設備構成の差異 

 

  イ. 評価対象断面及び部位 ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)c.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価対象断面及び部位を特定し，その

結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象断面及び部位の特定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）により強度評

価を行う対象断面及び部位として基本方針に適合している結

果となっていることの確認を受け，その結果をアウトプット

として業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)c.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その

結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）により評価対

象断面及び部位に対する荷重及び荷重の組合せとなっている

ことの確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告

書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)c.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，許容限界を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により許容限界の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  
ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

要求を受けて，「12.4.2(1)c.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価方法を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価方法の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)c.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価条件を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価条件の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 (d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)c.(b) 強度評価方法の設定」で

定めた評価方針，「12.4.2(1)c.(c) 評価条件」で定めた評

価条件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめ

た。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（津波・溢水チーム）により強度評価方法に基づく強度

評価を実施しており，評価対象断面及び部位の発生応力又は

荷重が許容限界以下であることの確認を受け，その結果をア

ウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(1)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(1)c.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(1)c.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(1)c.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，海水貯留堰の強度計算書として

取りまとめ，その結果をアウトプットとして強度に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

（その他設備） 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，海水貯留堰

（6号機設備）について「12.4.2(1)c. 海水貯留堰」と同様

のプロセスにより強度評価を実施し，設計資料を取りまとめ

た。 

 

 土木耐震グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が「12.4.2(1)c. 海水貯留堰」と同様の

プロセスにより強度評価を実施し，取りまとめた設計資料を

レビューし，承認した。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

d. 水密扉 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度評価の

実施を要求した。 

・設備構成の差異 

 

  

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，水密扉の強度評

価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，評価方針

・設備構成の差異 
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を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関する設計

資料に取りまとめた。 

  

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，水密扉の強度評価を

行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限

界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，水密扉の強度評

価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 

  

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果を図に取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果の図について，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により強度評価を行う対象部位と

して基本方針に適合している結果となっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

リストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（建築チーム）により評価部位に対

する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を設定し，その結果をリストに取り

・設備構成の差異 
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まとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価方法を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価条件の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(1)d.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

評価方針，「12.4.2(1)d.(c) 評価条件」で設定した評価条

件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとし

て，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

333 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

クト（建築チーム）により強度評価方法に基づく強度評価を

実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界

以下であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(1)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(1)d.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(1)d.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(1)d.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，水密扉の強度計算書として取り

まとめ，その結果をアウトプットとして強度に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

e. 貫通部止水処置 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度

評価の実施を要求した。 

・設備構成の差異 

 

  

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，貫通部止水処置

の強度評価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，

評価方針を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関

する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

  
(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，貫通部止水処

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

置の強度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組

合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，貫

通部止水処置の強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

  

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)e.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリ

ストに取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（津波・溢水チーム）により強度評価を行う

対象部位として基本方針に適合している結果となっているこ

との確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)e.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その

結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）により評価部

位に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)e.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，許容限界を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により許容限界の設定方針

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

  

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)e.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価方法を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価方法の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)e.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価条件を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価条件の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 (d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(1)e.(b) 強度評価方法の設定」で

定めた評価方針，「12.4.2(1)e.(c) 評価条件」で定めた評

価条件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

して，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめ

た。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（津波・溢水チーム）により強度評価方法に基づく強度

評価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許

容限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプッ

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(1)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(1)e.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(1)e.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(1)e.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，貫通部止水処置の強度計算書と

して取りまとめ，その結果をアウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 
 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

338 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

341 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

    ・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

    ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

   (2) 溢水 ・差異なし 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

a. 貫通部止水処置 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で行った調達の中で供給者に対し，以下の強度

評価の実施を要求した。 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

  

  

 

  

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，貫通部止水処置

の強度評価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，

評価方針を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

  

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，貫通部止水処

置の強度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組

合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，貫

通部止水処置の強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)a.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリ

ストに取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（津波・溢水チーム）により強度評価を行う

対象部位として基本方針に適合している結果となっているこ

との確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)a.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その

結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）により評価部

位に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

  

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)a.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，許容限界を設定し，その結果をリスト

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

に取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により許容限界の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)a.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価方法を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価方法の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)a.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価条件を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価条件の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

  

 

 

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)a.(b) 強度評価方法の設定」で

定めた評価方針，「12.4.2(2)a.(c) 評価条件」で定めた評

価条件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットと

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめ

た。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（津波・溢水チーム）により強度評価方法に基づく強度

評価を実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許

容限界以下であることの確認を受け，その結果をアウトプッ

トとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告

書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，強度評価結果をまとめ，その結果をアウ

トプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(2)a.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(2)a.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(2)a.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(2)a.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，貫通部止水処置の強度計算書と

して取りまとめ，その結果をアウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビュー

し，承認した。 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 水密扉 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界」で行った調達の中で，供給者に対し，以下の強度評価

の実施を要求した。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

  

 

 

  

 

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で，定めた耐震設計方針をインプットとして，水密扉の強度

評価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，評価方

針を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関する設

計資料に取りまとめた。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，水密扉の強度評価を

行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，許容限

界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，水密扉の強度評

価方法を以下に示すとおり設定した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（誤字の訂

正。） 

    イ. 評価対象部位 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリストに

取りまとめた。 

 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（建築チーム）により強度評価を行う対象部

位として基本方針に適合している結果となっていることの確

認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

リストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（建築チーム）により評価部位に対

する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価方法を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価条件の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(d) 強度評価の実施 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けて，「12.4.2(2)b.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

評価方針，「12.4.2(2)b.(c) 評価条件」で設定した評価条

件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとし

て，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（建築チーム）により強度評価方法に基づく強度評価を

実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界

以下であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，強度評価結果をまとめ，その結果をアウ

トプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(2)b.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(2)b.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(2)b.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(2)b.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，水密扉の強度計算書として取り

まとめ，その結果をアウトプットとして強度に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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c. 溢水伝播防止堰 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界」で行った調達の中で，供給者に対し，以下の強度評価

の実施を要求した。 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

 

  

 

 

 

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，溢水伝播防止堰

の強度評価を行うための評価方針及び適用規格を検討して，

評価方針を設定し，その結果をアウトプットとして強度に関

する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

  

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，溢水伝播防止堰の強

度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，

許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，溢水伝播

防止堰の強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリストに

取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（建築チーム）により強度評価を行う対象部

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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位として基本方針に適合している結果となっていることの確

認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

リストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（建築チーム）により評価部位に対

する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価方法を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価条件の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)c.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

評価方針，「12.4.2(2)c.(c) 評価条件」で設定した評価条

件及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとし

て，強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（建築チーム）により強度評価方法に基づく強度評価を

実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界

以下であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，強度評価結果をまとめ，その結果をアウ

トプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(2)c.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(2)c.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

強度評価方法，「12.4.2(2)c.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(2)c.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，溢水伝播防止堰の強度計算書と

して取りまとめ，その結果をアウトプットとして強度に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

（その他の設備） 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム及び建築チーム）

は，管理区域外伝播防止堰について「12.4.2(2)c. 溢水伝

播防止堰」と同様のプロセスにより強度評価を実施し，強度

に関する設計資料を取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム及び建築チーム）が管理区域外伝播防止堰に

ついて「12.4.2(2)c. 溢水伝播防止堰」と同様のプロセス

により強度評価を実施し，取りまとめた設計資料をレビュー

し，承認した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異 

    

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

d. 床ドレンライン浸水防止治具 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で行った調達の中で，供給者に対し，以下の強

度評価の実施を要求した。 

 

・設備構成の差異 

 

・表現上の差異（他の記載と統

一。） 

  

  

  

 

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット
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波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で定めた耐震設計方針をインプットとして，床ドレンライン

浸水防止治具の強度評価を行うための評価方針及び適用規格

を検討して，評価方針を設定し，その結果をアウトプットと

して強度に関する設計資料に取りまとめた。 

の明記。） 

 

  

 

 

  

 

 

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，床ドレンライ

ン浸水防止治具の強度評価を行うための評価対象部位，荷重

及び荷重の組合せ，許容限界，評価方法及び評価条件の設定

を実施し，床ドレンライン浸水防止治具の強度評価方法を以

下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの要

求を受けて，「12.4.2(2)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」

で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリストに

取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（津波・溢水チーム）により強度評価を行う

対象部位として基本方針に適合している結果となっているこ

との確認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書

を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの要

求を受けて，「12.4.2(2)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」

で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

リストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）により評価部

位に対する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を

受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，

当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの

要求を受けて，「12.4.2(2)d.(a) 強度評価の基本方針の設

定」で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，許容限界を設定し，その結果をリスト

に取りまとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により許容限界の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの要

求を受けて，「12.4.2(2)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」

で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，評価方法を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価方法の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（津波・溢水チーム）からの要

求を受けて，「12.4.2(2)d.(a) 強度評価の基本方針の設定」

で定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイ

ンプットとして，評価条件を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（津波・溢水チーム）により評価条件の設定方針

を満たした結果となっていることの確認を受け，その結果を

アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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(d) 計算書の作成 

 供給者は，「12.4.2(1)d.(c) 評価条件」で設定した評価条

件及び「12.4.2(2)d.(c) 評価条件」で設定した評価条件をイ

ンプットとして，それぞれの評価条件を比較し，評価上最も厳

しい計算結果が「12.4.2(1)d.(d) 強度評価の実施」で実施し

た評価結果となることを確認し，その確認結果をリストにま

とめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，確認した結果のリストについて，工認プロジェク

ト（津波・溢水チーム）により評価上最も厳しい計算結果が

「12.4.2(1)e.(d) 強度評価の実施」で実施した評価結果と

なることの確認を受け，その結果をアウトプットとして業務

報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津波・

溢水チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書をイ

ンプットとして，確認結果をまとめ，その結果をアウトプット

として強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.2(2)d.(a) 

強度評価の基 本方針 の設定」で定 めた評 価方針，

「12.4.2(2)d.(b) 強度評価方法の設定」で定めた強度評価

方法，「12.4.2(2)d.(c) 評価条件」で設定した評価条件及び

「12.4.2(2)d.(d) 計算書の作成」で確認した評価条件の比

較結果をインプットとし，床ドレンライン浸水防止治具の強

・設計プロセスの差異（強度評

価を実施していないことによ

る記載の差異。） 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価を実施していないことによ

る記載の差異。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価を実施していないことによ

る記載の差異。） 

・表現上の差異 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価を実施していないことによ

る記載の差異。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

・設計プロセスの差異（強度評

価を実施していないことによ

る記載の差異。） 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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度計算書として取りまとめ，その結果をアウトプットとして

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 機器耐震技術グループマネージャは，工認プロジェクト

（津波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビュー

し，承認した。 

 

 

 

 

・表現上の差異 

    

  

e. 水密扉付止水堰 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，設備技術グループマ

ネージャが「12.4.1(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界」で行った調達の中で，供給者に対し，以下の強度評価

の実施を要求した。 

・設備構成の差異 

  

(a) 強度評価の基本方針の設定 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，「12.4.1 津

波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」で定め

た基本方針，設備図書及び「4.5 耐震設計方針の明確化」

で，定めた耐震設計方針をインプットとして，水密扉付止水

堰の強度評価を行うための評価方針及び適用規格を検討し

て，評価方針を設定し，その結果をアウトプットとして強度

に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

  

(b) 強度評価方法の設定 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，水密扉付止水堰の強

度評価を行うための評価対象部位，荷重及び荷重の組合せ，

許容限界，評価方法及び評価条件の設定を実施し，水密扉付

止水堰の強度評価方法を以下に示すとおり設定した。 

・設備構成の差異 

  

イ. 評価対象部位 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価対象部位を特定し，その結果をリストに

取りまとめた。 

 

 供給者は，評価対象部位の特定結果のリストについて，工

認プロジェクト（建築チーム）により強度評価を行う対象部

位として基本方針に適合している結果となっていることの確

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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認を受け，その結果をアウトプットとして業務報告書を作成

し，当社に提出した。 

  

ロ. 荷重及び荷重の組合せ 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，荷重及び荷重の組合せを設定し，その結果を

リストに取りまとめた。 

 

 供給者は，荷重及び荷重の組合せの設定結果のリストにつ

いて，工認プロジェクト（建築チーム）により評価部位に対

する荷重及び荷重の組合せとなっていることの確認を受け，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

ハ. 許容限界 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，許容限界を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，許容限界の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により許容限界の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

  

ニ. 評価方法 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価方法を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価方法の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価方法の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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(c) 評価条件 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で

定めた評価方針及び供給者が所有する適用可能な図書をイン

プットとして，評価条件を設定し，その結果をリストに取り

まとめた。 

 

 供給者は，評価条件の設定結果のリストについて，工認プ

ロジェクト（建築チーム）により評価条件の設定方針を満た

した結果となっていることの確認を受け，その結果をアウト

プットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 (d) 強度評価の実施 

 供給者は，工認プロジェクト（建築チーム）からの要求を

受けて，「12.4.2(2)e.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

評価方針，「12.4.2(2)e.(c) 評価条件」で定めた評価条件

及び供給者が所有する適用可能な図書をインプットとして，

強度評価を実施し，その結果をリストに取りまとめた。 

 

 供給者は，強度評価結果のリストについて，工認プロジェ

クト（建築チーム）により強度評価方法に基づく強度評価を

実施しており，評価対象部位の発生応力又は荷重が許容限界

以下であることの確認を受け，その結果をアウトプットとし

て業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を承認

した。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，業務報告書を

インプットとして，強度評価結果をまとめ，その結果をアウ

トプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，

「12.4.2(2)e.(a) 強度評価の基本方針の設定」で定めた評

価方針，「12.4.2(2)e.(b) 強度評価方法の設定」で定めた

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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強度評価方法，「12.4.2(2)e.(c) 評価条件」で設定した評

価条件及び「12.4.2(2)e.(d) 強度評価の実施」で実施した

評価結果をインプットとし，水密扉付止水堰の強度計算書と

して取りまとめ，その結果をアウトプットとして設計資料に

取りまとめた。 

 

 建築技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

370 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

374 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

・設備構成の差異 
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・設備構成の差異 
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12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価 

12.5.1 発電用火力設備の技術基準による強度評価の基本方

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，
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針 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，様式－5－2に示

された評価対象機器に対して，基本設計方針，「発電用火力

設備に関する技術基準を定める省令（以下「発電用火力設備

の技術基準」という。）」及び消防法をインプットとして，水

圧試験の実績に応じて，発電用火力設備の技術基準に基づき

水圧試験又は強度計算による強度評価を実施する方針を定

め，その結果をアウトプットとして，強度評価の基本方針と

して取りまとめた。また，開放型タンクについては，消防法

に準じた水圧試験を実施していることを確認することとし

た。 

 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，これらの結果を

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

様式－5－2として作成して

いる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.2 発電用火力設備の技術基準による強度評価方法 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，内燃機関のうち

水圧試験により評価を実施するものに対して，「12.5.1 発

電用火力設備の技術基準による強度評価の基本方針」で取り

まとめた強度評価の基本方針及び評価方法の選定の方針をイ

ンプットとして，発電用火力設備の技術基準に規定されてい

る水圧試験にて強度評価を実施する方法及び試験条件を整理

し，その結果をアウトプットとして，水圧試験の方法に取り

まとめた。また，開放型タンクについては，消防法に準じた

水圧試験を実施していることの確認を実施した。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，内燃機関のうち

水圧試験により評価を実施するものに対して，「12.5.1 発

電用火力設備の技術基準による強度評価の基本方針」で取り

まとめた強度評価の基本方針及び評価方法の選定の方針をイ

ンプットとして，発電用火力設備の技術基準に規定されてい

る水圧試験にて強度評価を実施する方法及び試験条件を整理

し，その結果をアウトプットとして，内燃機関ケーシングの

水圧試験の方法に取りまとめた。 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

379 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，ガスタービン又

は内燃機関のうち強度計算を実施するものに対して，

「12.5.1 発電用火力設備の技術基準による強度評価の基本

方針」で取りまとめた強度評価の基本方針及び評価方法の選

定の方針をインプットとして，発電用火力設備の技術基準に

規定されている評価式とその解析に必要な入力条件となる，

設備の材料，形状，寸法及び設計条件を整理し，その結果を

アウトプットとして，強度計算方法に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，水圧試験の方

法，内燃機関ケーシングの水圧試験の方法，強度計算方法を

インプットとして，強度評価に必要な条件及びその結果を記

載するフォーマットを定め，アウトプットとして，強度評価

書のフォーマットに取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，これらの結果を

強度に関する設計資料に取りまとめた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.3 発電用火力設備の技術基準による強度評価書 

(1) 調達による解析業務により強度評価を実施した発電用

火力設備の技術基準による強度評価 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の管

理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，設備技術グルー

プマネージャが行った調達の中で，供給者に対し評価対象機

器の材料及び構造に係る設計としての強度を確認するための

解析業務の実施を要求した。 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（電源設備チーム）からの要

求を受けて，当社から提供した設備図書，供給者が所有する

適用可能な図書，「12.5.1 発電用火力設備の技術基準によ

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る強度評価の基本方針」で取りまとめた強度評価の基本方針

及び評価方法の選定の方針，「12.5.2 発電用火力設備の技

術基準による強度評価方法」で取りまとめた強度計算方法を

インプットとして，解析に用いる入力条件となるデータを抽

出して整理したうえで，評価対象機器ごとに強度評価に用い

る解析を実施し，工認プロジェクト（電源設備チーム）によ

り「12.5.2 発電用火力設備の技術基準による強度評価方

法」で取りまとめた強度計算方法に従った解析結果となって

いることの確認を受けた。また，その結果をアウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（電源

設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書を

承認した。 

 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，「12.5.1 発電

用火力設備の技術基準による強度評価の基本方針」で取りま

とめた強度評価の基本方針及び評価方法の選定の方針，

「12.5.2 発電用火力設備の技術基準による強度評価方法」

で取りまとめた強度計算方法及び強度評価書のフォーマット

並びに業務報告書をインプットとして，評価対象機器ごとに

強度評価書のフォーマットにまとめ，アウトプットとして，

設備仕様，非常用発電装置の出力の決定に関する設計資料及

び強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

(2) 自社による解析業務により強度評価を実施した発電用

火力設備の技術基準による強度評価 

工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「1. 設計に係

る解析業務の管理」に従い，評価対象機器の材料及び構造に係

る設計としての強度を確認するための解析業務を，以下に示

すとおり実施した。 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

解析していることによる差

異。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.5.1 発電

用火力設備の技術基準による強度評価の基本方針」で取りま

とめた強度評価の基本方針，「12.5.2 発電用火力設備の技術

基準による強度評価方法」で取りまとめた強度計算方法及び

強度評価書のフォーマット並びに評価対象機器の設備図書を

インプットとして，解析に用いる入力条件となるデータを抽

出して整理したうえで，「1. 設計に係る解析業務の管理」に

従い，自ら解析を実施することにより，評価対象設備が発電用

火力設備の技術基準に適合することを確認し，その結果を評

価対象項目ごとの強度評価書のフォーマットにまとめ，アウ

トプットとして，設備図書に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，設備図書をインプ

ットとして，強度評価書としてまとめ，アウトプットとして，

設備仕様，非常用発電装置の出力の決定に関する設計資料及

び強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

解析していることによる差

異。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

解析していることによる差

異。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 耐圧試験の記録を確認することによる強度評価を実施

した発電用火力設備の技術基準による強度評価 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，「12.5.1 発電

用火力設備の技術基準による強度評価の基本方針」で取りま

とめた強度評価の基本方針及び評価方法の選定の方針，

「12.5.2 発電用火力設備の技術基準による強度評価方法」

で取りまとめた水圧試験の方法並びに内燃機関ケーシングの

水圧試験の方法，評価対象機器の設備図書をインプットとし

て，評価対象機器が発電用火力設備の技術基準に適合するこ

とを確認することにより，評価対象機器が設計条件に対して

十分な強度を有する設計であることを確認し，その結果をア

ウトプットとして，設備仕様及び強度に関する設計資料に取

りまとめた。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（電源

設備チーム）が上記「12.5.1」～「12.5.3」で取りまとめた

設計資料をレビューし，承認した。 

 

・表現上の差異 

  【要目表】【非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】

【強度に関する説明書】 

・資料構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6 非常用発電装置（可搬型）の強度評価 

 工認プロジェクト（電源設備チーム及び原子炉設備チー

ム）は，様式－5－2に示された評価対象機器のうち，可搬型

の非常用発電装置の内燃機関に対し，基本設計方針，一般産

業品の規格及び基準をインプットとして，評価対象機器が一

般産業品の規格及び基準に適合することを確認することによ

る強度評価を実施することが妥当であることを確認したうえ

で，非常用発電装置（可搬型）の内燃機関の強度評価の基本

方針及び強度評価方法を定め，その結果をアウトプットとし

て強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム及び原子炉設備チー

ム）は，設備図書，非常用発電装置（可搬型）の内燃機関の

強度評価の基本方針及び非常用発電装置（可搬型）の強度評

価方法をインプットとして，評価対象機器が一般産業品の規

格及び基準に適合することを確認することにより，使用条件

に対して十分な強度を有した設計であることを確認し，その

結果をアウトプットとして設備仕様，非常用発電装置の出力

の決定に関する設計資料及び強度に関する設計資料に取りま

とめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（電源

設備チーム及び原子炉設備チーム）が取りまとめた設計資料

をレビューし，承認した。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【要目表】【非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】

【強度に関する説明書】 

・資料構成の差異 

  

  

  

  

 

12.7 炉心支持構造物の強度評価 

12.7.1 炉心支持構造物の強度評価の基本方針 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2に

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

示された評価対象設備である炉心支持構造物の材料及び構造

に係る設計に関する評価について，基本設計方針及び「発電

用原子力設備規格設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補

版含む））〈第 I編軽水炉規格） ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－

2005/2007」（日本機械学会）をインプットとして，技術基準

規則の炉心支持構造物に対する要求を整理し，強度評価を実

施する方針を検討し，アウトプットとして，炉心支持構造物

の強度評価の基本方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2に

示された評価対象設備である炉心支持構造物のうち，既工認

にて実施された強度評価結果がある機器の材料及び構造に係

る設計に関する評価について，炉心支持構造物の強度評価の

基本方針をインプットとして，既工認にて実施された強度評

価結果を用いて，炉心支持構造物の強度評価を実施する方針

を定め，その結果をアウトプットとして，炉心支持構造物の

構造及び強度の評価方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－5－2に

示された評価対象設備である炉心支持構造物のうち，既工認

にて実施された強度評価結果がない燃料支持金具の材料及び

構造に係る設計に関する評価について，炉心支持構造物の強

度評価の基本方針をインプットとして，強度計算における適

用規格を選定し，燃料支持金具の強度評価を実施する方針を

定め，その結果をアウトプットとして，炉心支持構造物の構

造及び強度の評価方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，これらの結果

を強度に関する設計資料に取りまとめた。 

いる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・評価方法の差異 

 

 

 

 

・解析手法による差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

  

 

  

  

12.7.2 炉心支持構造物の強度評価方法 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.7.1 炉

心支持構造物の強度評価の基本方針」で取りまとめた炉心支

持構造物の構造及び強度の評価方針をインプットとして，炉

心支持構造物のうち，既工認にて実施された強度評価結果が

ある機器について，既に実施された評価結果を設工認の強度

評価に用いることの妥当性を確認したうえで，既に実施され

・評価方法の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 た強度評価に用いた評価方法を整理し，炉心支持構造物の強

度評価方法として整理し，それをアウトプットとして強度に

関する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.7.1 炉

心支持構造物の強度評価の基本方針」で取りまとめた炉心支

持構造物の構造及び強度の評価方針をインプットとして，燃

料支持金具について，強度評価に用いる評価方法を設定し，

炉心支持構造物の強度評価方法として整理し，それをアウト

プットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

・評価方法の差異 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.3 炉心支持構造物の強度評価書 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.7.1 炉

心支持構造物の強度評価の基本方針」で取りまとめた炉心支

持構造物の強度評価の基本方針及び「12.7.2 炉心支持構造

物の強度評価方法」で取りまとめた炉心支持構造物の強度評

価方法をインプットとして，炉心支持構造物のうち，既工認

にて実施された強度評価結果がある機器が設計条件に対して

十分な強度を有する設計であることを確認し，その結果をア

ウトプットとして強度に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，燃料支持金具の強度評価

を行うための仕様書を作成し，「1. 設計に係る解析業務の

管理」に従い，調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し燃料支持

金具の強度を確認するための解析業務の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，供給者が所有する適用可能な図書，「12.7.1 

炉心支持構造物の強度評価の基本方針」で取りまとめた炉心

支持構造物の強度評価の基本方針及び「12.7.2 炉心支持構

造物の強度評価方法」で定めた評価方法をインプットとし

て，燃料支持金具の強度評価を実施し，工認プロジェクト

（原子炉設備チーム）により「12.7.2 炉心支持構造物の強

度評価方法」で取りまとめた炉心支持構造物の強度評価方法

・評価方法の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の差異 

 

 

 

・評価方法の差異 

 

 

 

・評価方法の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に従った解析結果となっていることの確認を受けた。また，

その結果をアウトプットとして業務報告書を作成し，当社に

提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「12.7.1 炉

心支持構造物の強度評価の基本方針」で取りまとめた炉心支

持構造物の強度評価の基本方針，「12.7.2 炉心支持構造物

の強度評価方法」で取りまとめた炉心支持構造物の強度評価

方法及び業務報告書をインプットとして，燃料支持金具が設

計条件に対して十分な強度を有する設計であることを確認

し，その結果をアウトプットとして強度に関する設計資料に

取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，上記「12.7.1」～

「12.7.3」で工認プロジェクト（原子炉設備チーム）が取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

・評価方法の差異 

 

 

 

・評価方法の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【強度に関する説明書】 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

13. 安全避難通路等に係る設計 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，様式－2で抽出した

非常灯及び誘導灯にてその位置を明確かつ恒久的に表示する

ことにより容易に識別できる安全避難通路の設計を以下に示

すとおり実施した。 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，基本設計方針，建築

基準法及び消防法をインプットとして，安全避難通路を明確

かつ恒久的に表示するため，非常灯及び誘導灯を必要箇所に

設置することを定め，その結果をアウトプットとして，安全

避難通路に関する詳細設計方針に取りまとめた。 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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 工認プロジェクト（建築チーム）は，安全避難通路に関す

る詳細設計方針及び現場配置状況をインプットとして，非常

灯及び誘導灯が詳細設計方針に示すとおり設置されているこ

とを確認し，その結果をアウトプットとして，配置図に取り

まとめた。 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，取りまとめたこれら

の結果についてアウトプットとして安全避難通路に関する設

計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・差異なし 

  

【安全避難通路に関する説明書】【安全避難通路を明示した

図面】 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 非常用照明に係る設計 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，非常用照明に関する

設計を以下に示すとおり実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，様式－2で抽出した

非常灯及び誘導灯に関する設計について，基本設計方針，設

備図書，建築基準法及び消防法をインプットとして，照明用

の電源が喪失した場合においても電源が確保される設計と

し，その結果をアウトプットとして，非常用照明に関する詳

細設計方針に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，「13. 安全避難通路

等に係る設計」において取りまとめた非常灯及び誘導灯の設

置に関する詳細設計方針及び現場配置状況をインプットとし

て，安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示するため，

非常灯及び誘導灯が詳細設計方針に示すとおり設置されてい

ることを確認し，その結果をアウトプットとして，非常用照

明に関する詳細設計方針及び配置図に取りまとめた。 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，様式－2で抽出した

作業用照明に関する設計について，基本設計方針及び設備図

書をインプットとして，設計基準事故が発生した場合に用い

る照明は，非常用低圧母線に接続し，非常用ディーゼル発電

機から電力を供給できる設計又は蓄電池に接続する直流非常

灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する設計，重大事故等が発生

した場合は，常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計

とし，その結果をアウトプットとして非常用照明に関する詳

細設計方針に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，基本設計方針をイン

プットとし，設計基準事故が発生した場合に操作が必要とな

る箇所に作業用照明を設置する設計とし，その結果をアウト

プットとして，非常用照明に関する詳細設計方針に取りまと

めた。 

 

 また，工認プロジェクト（建築チーム）は，非常用照明に

関する詳細設計方針及び現場位置状況をインプットとして，

作業用照明が詳細設計方針に示すとおり設置されていること

を確認し，その結果をアウトプットとして，配置図に取りま

とめた。 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，可搬型照明につい

て，基本設計方針をインプットとして，準備に時間的余裕が

ある場合に活用できる可搬型照明を配備することとし，その

結果をアウトプットとして非常用照明に関する詳細設計方針

及び配置図に取りまとめた。 

 

 

 工認プロジェクト（建築チーム）は，取りまとめたこれら

の結果についてアウトプットとして非常用照明に関する設計

資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（建築

チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

  

【非常用照明に関する説明書】【非常用照明の取付箇所を明

示した図面】 

・差異なし 

  

 

  

  

 

15. 安全弁等の設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，様式－2で抽

出した系統の圧力変動による過圧破損等の防止のために必要

な安全弁等の設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 設備仕様に係る設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方

針，設置変更許可申請書，設備図書及び適用可能な図書をイ

ンプットとして，系統の圧力変動による過圧破損等の防止の

ために必要な安全弁等の機器の仕様に関する設計を設定根拠

にまとめ，設備が設定根拠を満たす機能を有することを確認

し，その結果をアウトプットとして，設備仕様及び設定根拠

に取りまとめた。 
 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，系統の圧

力変動による過圧破損等の防止のために必要な安全弁等の機

器の配置及び構造に係る設計の実施を要求した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

・設計プロセスの差異（自社で

図書を作成していることによ

る差異。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

・表現上の差異（要求事項の明

記。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

図書を作成していることによ

る差異。） 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（インプット情
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要求を受けて，基本設計方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，安全弁等の機器の配置及び構造

に関する設計を実施し，その結果をアウトプットとして，配

置図及び構造図に取りまとめた。 

 

 供給者は，取りまとめられた結果について，工認プロジェ

クト（原子炉設備チーム）により機器の配置及び構造が基本

設計方針を満たしていることの確認を受け，アウトプットと

して業務報告書を作成し，当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書，基

本設計方針及び業務報告書をインプットとして，安全弁等の

機器の配置及び構造が基本設計方針の要求を満たしているこ

とを確認し，その結果をアウトプットとして配置図及び構造

図に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

報の明記。） 

・設計プロセスの差異（調達内

容の差異。） 

 

 

・設計プロセスの差異（自社で

図書を作成していることによ

る差異。） 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・記載箇所の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，系統の圧力変

動による過圧破損等の防止のために必要な設計のうち，健全

性に係る「多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分

散」，「悪影響防止等」，「環境条件等」及び「操作性及び試

験・検査性」の設計を「11. 健全性に係る設計」で実施し

た。 

 

 

・記載箇所の差異 

  

  

 

 

  

  

 

 

15.2 各機器固有の設計 

15.2.1 耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，耐震評価を

「4. 地震による損傷防止に関する設計」で実施した。 

・差異なし 

  

 

 

  

  

 

15.2.2 安全弁等の吹出量に関する計算 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，「15.1 設備

仕様に係る設計」で行った，仕様に関する設計のうち，安全

弁等の吹出量に関する計算を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

 

 

  

 

(1) 基本方針及び計算方法の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方

針，設備図書及び「発電用原子力設備規格（設計・建設規

格）」等の規格類をインプットとして，原子炉冷却系統施

設，計測制御系統施設及び原子炉格納施設に属する安全弁等

の吹出量に関する計算の基本方針及び計算方法を取りまとめ

た。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

(2) 計算の実施 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが「15.1 設備仕様に係る設計」で行った調

達の中で供給者に対し，安全弁等の吹出量に係る設計の実施

を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した安全弁の吹出量に関する基

本方針及び計算方法，設備図書並びに供給者が所有する適用

可能な図書をインプットとして，安全弁等の吹出量に関する

計算を実施し，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）によ

り，基本方針及び計算方法を満たす計算内容となっているこ

との確認を受け，アウトプットとして安全弁及び逃がし弁の

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹出量に関する設計結果にまとめ，それを業務報告書として

当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書及び

業務報告書をインプットとして，その結果を確認することに

より安全弁等が必要な吹出量以上の容量を有することを確認

し，その結果をアウトプットとして安全弁及び逃がし弁の吹

出量に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

  

【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【機

器の配置を明示した図面】【構造図】【安全弁及び逃がし弁

の吹出量計算書】 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16. 逆止め弁の設計 

16.1 設備仕様に係る設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び設備図書をインプットとして，逆止め弁について設備設

計を実施し，逆止め弁の設計が基本設計方針の要求を満たし

ていることを確認し，その結果をアウトプットとして系統図

に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 30 条に

対する適合性を確認してい

る。） 

 

 

 

 

・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 30 条に

対する適合性を確認してい
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

る。） 

  

【系統図】 ・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 30 条に

対する適合性を確認してい

る。） 

  

 

  

 

 

17. 内燃機関及びガスタービンの設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム及

び火災防護チーム）は，基本設計方針をインプットとして，

内燃機関及びガスタービンの設計を以下に示すとおり実施し

た。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 常設の内燃機関及びガスタービンの設計 

17.1.1 設備仕様に係る設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム及

び火災防護チーム）は，基本設計方針，発電用火力設備の技

術基準及び設備図書をインプットとして，非常用ディーゼル

発電機等の常設の内燃機関，ガスタービンの調速装置及び非

常調速装置の設置等の火力設備の技術基準の各条文の要求事

項に対する設計が実施されていることを確認し，その結果を

アウトプットとして設備仕様，火災防護に関する設計資料及

び非常用発電装置の出力の決定に関する設計資料に取りまと

めた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム，電源設備チーム及び火災防護チーム）が取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

  

  

 

 

 

17.1.2 各機器固有の設計 

(1) 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム及

び火災防護チーム）は，強度設計を「12. 材料及び構造に

係る設計」で実施した。 

・差異なし 

 

 

【要目表】【火災防護に関する説明書】【非常用発電装置の出

力の決定に関する説明書】 

・資料構成の差異 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

17.2 可搬型の内燃機関の設計 

17.2.1 設備仕様に係る設計 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，「発電用火力設

備の技術基準」及び「可搬型発電設備技術基準」をインプッ

トとして，「発電用火力設備の技術基準」に対する，「可搬型

発電設備技術基準」の比較を実施して適合性を確認し，その

結果をアウトプットとして非常用発電装置の出力の決定に関

する設計資料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，基本設計方針，

「可搬型発電設備技術基準」及び設備図書をインプットとし

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て，電源車，可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備及び 5号

機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の内燃機関に

流入する燃料を自動的に調整する調速装置の設置，内燃機関

の回転速度が著しく上昇した場合に自動的に停止する設計等

の「可搬型発電設備技術基準」の各条文への要求事項に対す

る設計が実施されていることを確認し，その結果をアウトプ

ットとして設備仕様及び非常用発電装置の出力の決定に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（電源

設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

  

  

  

 

17.2.2 各機器固有の設計 

(1) 強度評価 

 工認プロジェクト（電気設備チーム）は，強度設計を

「12. 材料及び構造に係る設計」で実施した。 

・差異なし 

  【要目表】【非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】 ・資料構成の差異 

  

 

  

 

 

18. 電気設備の設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

放射線管理チーム及び中央制御室チーム）は，基本設計方針

をインプットとして，電気設備の設計を以下に示すとおり実

施した。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1 常設の電気設備の設計 

18.1.1 設備仕様に係る設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

放射線管理チーム及び中央制御室チーム）は，基本設計方

針，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準

（以下「電気設備の技術基準」という。）」及び設備図書をイ

ンプットとして，非常用ディーゼル発電機等の常設の電気設

備の感電防止のため接地する設計，異常の予防及び保護対策

のため，過電流を過電流継電器にて検出し，遮断器を開放す

る設計等の電気設備の技術基準の各条文の要求事項に対する

設計が実施されていることを確認し，その結果をアウトプッ

トとして設備仕様及び非常用発電装置の出力の決定に関する

設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備技術グループマネージャ及び放射線管理グループマネ

ージャは，工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備

チーム，放射線管理チーム及び中央制御室チーム）が取りま

とめた設計資料をレビューし，承認した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

   18.1.2 各機器固有の設計 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

(1) 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，電源設備チーム，

放射線管理チーム及び中央制御室チーム）は，強度設計を

「12. 材料及び構造に係る設計」で実施した。 

  

【要目表】【非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】 ・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 可搬型の電気設備の設計 

18.2.1 設備仕様に係る設計 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，「電気設備の技

術基準」，「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び

「可搬型発電設備技術基準」をインプットとして，「電気設

備に関する技術基準を定める省令」の各条文との対応性を確

認した「電気設備の技術基準」に対する「可搬型発電設備技

術基準」の比較を実施して適合性を確認し，その結果をアウ

トプットとして非常用発電装置の出力の決定に関する設計資

料に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，基本設計方針，

「可搬型発電設備技術基準」及び設備図書をインプットとし

て，電源車，可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備及び 5号

機原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の可搬型の非

常用発電装置への発電機の通常の使用状態において発生する

熱に耐える設計，定格出力のもとで 1時間運転し，安定した

運転が維持される設計等の「可搬型発電設備技術基準」の各

条文への要求事項に対する設計が実施されていることを確認

し，その結果をアウトプットとして設備仕様，非常用発電装

置の出力の決定に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（電源

設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認し

た。 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

  

  

 

 

18.2.2 各機器固有の設計 

(1) 強度評価 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，強度設計を

「12. 材料及び構造に係る設計」で実施した。 

・差異なし 

  【要目表】【非常用発電装置の出力の決定に関する説明書】 ・資料構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

19. 放射性物質による汚染の防止に係る設計 

 工認プロジェクト（火災防護チーム及び津波・溢水チー

ム）は，基本設計方針をインプットとして，放射性物質によ

る汚染の防止に係る設計を以下に示すとおり実施した。 

 

 工認プロジェクト（火災防護チーム及び津波・溢水チー

ム）は，設備図書，設置変更許可時の設計資料及び基本設計

方針をインプットとして，放射性物質による汚染の防止に必

要となる機器の配置及び構造に係る設計を実施し，その結果

をアウトプットとして，設備仕様，配置図及び構造図に取り

まとめた。 

 

 設備技術グループマネージャ及び建築技術グループマネー

ジャは，工認プロジェクト（火災防護チーム及び津波・溢水

チーム）が取りまとめた設備資料をレビューし，承認した。 

・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 41 条に

対する適合性を確認してい

る。） 

 

・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 41 条に

対する適合性を確認してい

る。） 

 

 

 

・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 41 条に

対する適合性を確認してい

る。） 

  

【要目表】【機器の配置を明示した図面】【構造図】 ・設備構成の差異（柏崎刈羽

は，技術基準規則第 41 条に

対する適合性を確認してい

る。） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

20. 原子炉冷却系統施設の兼用に関する設計 

20.1 設備に係る設計のための系統の明確化及び兼用する機

能の確認 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，原子炉冷却系

統施設の設備の設計にあたって，「20.1.1 系統構成の明確

化」及び「20.1.2 兼用する機能の確認」により施設・設備

区分を整理し，兼用する機能を確認したうえで，原子炉冷却

系統施設の設備設計を「20.2 機能を兼用する機器を含む設

備に係る設計」で実施した。 

・表現上の差異 

 

  

 

 

  

  

 

 

20.1.1 系統構成の明確化 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，Ⅴ-1-10-1 の

「第 5図 主要な設備の設計」の「系統構成の明確化」に従

い，様式－2，設置変更許可申請書及び基本設計方針をイン

プットとして，原子炉冷却系統施設で設計を行う設備につい

て，系統構成をそれぞれ明確にし，その結果をアウトプット

として設備ごとに必要な機能単位の系統図に取りまとめた。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

20.1.2 兼用する機能の確認 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，Ⅴ-1-10-1 の

「第 5図 主要な設備の設計」の「兼用する機能の確認」に

従い，様式－5－2をインプットとして，原子炉冷却系統施設

が主登録となる機器について兼用する施設・設備区分を確認

したうえで，様式－2及び様式－5－1をインプットとして関

係する技術基準規則の条文及び兼用する機能を確認し，その

結果をアウトプットとして機器ごとに必要な設定根拠の

「（概要）」部分に取りまとめた。 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して

いる。） 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

  【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】 ・記載方針の差異 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

20.2 機能を兼用する機器を含む設備に係る設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，複数の機能を

兼用する機器を含む以下の設備について，「20.2.1 兼用を

含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関する設計」及び

「20.2.2 各機器固有の設計」に示すとおり設計を実施し

た。 

 

 

 

① 原子炉冷却材の循環設備 

・主蒸気系 

・復水給水系 

② 残留熱除去設備 

・残留熱除去系 

  

③ 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 

・高圧炉心注水系 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧代替注水系 

・低圧代替注水系 

 

④ 原子炉冷却材補給設備 

・補給水系 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑤ 原子炉補機冷却設備 

・原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

20.2.1 兼用を含む原子炉冷却系統施設の機器の仕様等に関

する設計 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，機能を兼

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用する機器を含む設備のうち，調達にて設計が必要な機器の

仕様等に関する設計の実施を要求した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）又は供給者は，Ⅴ

-1-10-1 の「第 5図 主要な設備の設計」の「機器の仕様等

に関する設計」に従い，「20.1.2 系統構成の明確化」で取

りまとめた「機能単位の系統図」，「20.1.3 兼用する機能の

確認」で取りまとめた「設定根拠の「（概要）」部分」，設備

図書等をインプットとして，原子炉冷却系統施設が主登録と

なる機器について兼用する機能ごとの使用条件を集約したう

えで，仕様等に関する設計を実施し，設定根拠に取りまとめ

た。その結果が設定根拠を満たす機能を有することを確認

し，アウトプットとして機器ごとに必要な設備仕様，設定根

拠，構造図及び配置図に取りまとめた。 

 

 

 

 

 供給者が取りまとめた結果について，工認プロジェクト

（原子炉設備チーム）により設定根拠を満たす設計となって

いることの確認を受け，アウトプットとして業務報告書を作

成し，当社に提出した。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書，基

本設計方針及び供給者が提出した業務報告書をインプットと

して，機能を兼用する機器を含む設備の仕様を決定するため

の設計が基本設計方針の要求を満たしていることを確認し，

その結果をアウトプットとして設計資料に取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異 
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 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，原子炉冷却系

統施設に係る設計のうち，健全性に係る「多重性又は多様性

及び独立性並びに位置的分散」，「悪影響防止等」，「環境条件

等」及び「操作性及び試験・検査性」の設計を「11. 健全

性に係る設計」で実施した。 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異 

  

【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【機

器の配置を明示した図面】【構造図】 

・差異なし 

  

 

 

  

 

 

20.2.2 各機器固有の設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，固有の設計が

必要な機器の設計を以下に示すとおり実施した。 

・差異なし 

  

  

 

 

 

  

  

 

(1) 設備共通の設計 

a. 耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，原子炉冷却系

統施設が主登録となる機器の耐震評価を「4. 地震による損

傷防止に関する設計」で実施した。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

  

 

 

  

 

  

b. 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，原子炉冷却系

統施設が主登録となる機器の強度評価を「12. 材料及び構

造に係る設計」で実施した。 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

c. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有

効吸込水頭に係る設計 

(a) 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

をインプットとして，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

設備のポンプの有効吸込水頭に係る設計についての基本方針

を定めた。 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

(b) 評価方針の設定 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，非常用炉

心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に

係る評価の実施を要求した。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

  

 

  

 

 

イ. サプレッションプールを水源とするポンプ 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した基本方針，既工認及び「非

常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の

性能評価等について（内規）」（以下「内規」という。）が適

用可能であることを確認したうえで，これらの資料をインプ

ットとして，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のう

ち，サプレッションプールを水源とするポンプの有効吸込水

頭に係る評価方針を定めた。 

・設備構成の差異 

・資料構成の差異 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

    ロ. サプレッションプールを水源としないポンプ ・設備構成の差異 
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玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，当社から提供した基本方針をインプットとし

て，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のうち，サプ

レッションプールを水源としないポンプの有効吸込水頭に係

る評価方針を定めた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本方針をイ

ンプットとして，サプレッションプールを水源としないポン

プのうち，代替注水ポンプ（A-2 級）について有効吸込水頭

に係る評価方針を定めた。 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）に

ついては自社解析を行ってい

る。） 

  

  

 

 

  

  

  

 

(c) 評価対象ポンプの選定 

イ. サプレッションプールを水源とするポンプ 

 供給者は，「20.2.2(1)c.(b) 評価方針の設定」で設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，当社から提供し

た設置変更許可申請書及び評価方針をインプットとして，サ

プレッションプールを水源とする評価対象ポンプを選定し

た。 

・設備構成の差異 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ロ. サプレッションプールを水源としないポンプ 

 

 供給者は，「20.2.2(1)c.(b) 評価方針の設定」で設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，当社から提供し

た設置変更許可申請書及び評価方針をインプットとして，サ

プレッションプールを水源としない評価対象ポンプを選定し

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設置変更許可

申請書及び評価方針をインプットとして，サプレッションプ

ールを水源としない評価対象ポンプを選定した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異（前後の記載と

統一。） 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）に

ついては自社解析を行ってい

る。） 

  

  

 

  

  

  

(d) 評価方法の設定 

イ. サプレッションプールを水源とするポンプ 

 供給者は，「20.2.2(1)c.(b) 評価方針の設定」で設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，評価方針，評価

対象ポンプ，当社から提供した設置変更許可時の設計結果，

設備図書，既工認，内規及び供給者が所有する適用可能な図

書をインプットとして，サプレッションプールを水源とする

・インプットの差異 

・設備構成の差異 
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  ポンプの評価方法を定めた。 

  

 

 

  

 

 

ロ. サプレッションプールを水源としないポンプ 

 供給者は，「20.2.2(1)c.(b) 評価方針の設定」で設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，評価方針，評価

対象ポンプ，当社から提供した設備図書及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，サプレッションプー

ルを水源としないポンプの評価方法を定めた。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，評価方針，評価対象ポンプ，設

備図書をインプットとして，サプレッションプールを水源と

しないポンプのうち，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）につ

いて評価方法を定めた。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）に

ついては自社解析を行ってい

る。） 

  

  

 

 

  

  

 

 

(e) 評価の実施 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は，サプレッションプール

を水源とするポンプについ

て，個別評価不要としてい

る。） 

  

 

 

  

  

 

イ. サプレッションプールを水源としないポンプ 

 供給者は，「20.2.2(1)c.(b) 評価方針の設定」で設備技

術グループマネージャが行った調達の中で，評価方法，当社

から提供した設備図書及び供給者が所有する適用可能な図書

をインプットとして，評価対象ポンプのうち，サプレッショ

ンプールを水源としないポンプの有効吸込水頭に係る評価を

実施し，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプ

の有効吸込水頭に係る評価結果に取りまとめた。 

 

 柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技術

計画グループマネージャは，評価方法及び設備図書をインプ

ットとして，サプレッションプールを水源としないポンプの

うち，代替注水ポンプ（A-2 級）について「1. 設計に係る解

・設備構成の差異 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）に

ついては自社解析を行ってい

る。） 
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析業務の管理」に従い，有効吸込水頭に係る評価を実施し，非

常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込

水頭に係る評価結果に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 評価内容の確認 

 供給者は，「20.2.2(1)c.(b) 評価方針の設定」で工認プ

ロジェクト（原子炉設備チーム）により基本方針を満たす評

価内容となっていることの確認を受け，アウトプットとして

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸

込水頭に関する設計結果にまとめ，それを業務報告書として

当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方

針，柏崎刈羽原子力発電所原子力安全センター安全総括部技

術計画グループマネージャが実施した評価結果及び業務報告

書をインプットとして，非常用炉心冷却設備その他原子炉注

水設備のポンプの有効吸込水頭に係る設計が基本設計方針の

要求を満たしていることを確認し，その結果をアウトプット

として非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの

有効吸込水頭に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・インプットの差異 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

【非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効

吸込水頭に関する説明書】 

・表現上の差異（「その他原子

炉注水設備」を追記。） 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

   

(2) その他各設備固有の設計 

a. 原子炉冷却材の循環設備 

(a) 応力腐食割れ対策に係る設計 

イ. 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2001）及び（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

１－2005）［事例規格］発電用原子力設備における「応力腐

食割れ発生の抑制に対する考慮」（ＮＣ－ＣＣ－002）」をイ

ンプットとして，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の設

備に対して，応力腐食割れの発生に対する抑制策として基本

方針を定めた。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ロ. 応力腐食割れの抑制策の実施 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本方針及び

設備図書をインプットとして，原子炉冷却材圧力バウンダリ

拡大範囲の設備に対して応力腐食割れに対する抑制策を講じ

ていることを確認し，その結果をアウトプットとしてクラス

１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する設計

資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

【クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関

する説明書】 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

 

(b) 原子炉冷却材の漏えい監視装置の構成等に係る設計 

イ. 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び計測制御チー

ム）は，基本設計方針及び設備図書をインプットとして，原

子炉冷却材圧力バウンダリ配管からの原子炉冷却材の漏えい

を検出する監視装置の構成，漏えい検出時間並びに計測範囲

及び警報動作範囲に関する基本方針を定めた。 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 漏えい監視装置の構成に係る設計 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び計測制御チー

ム）は，設備技術グループマネージャが行った調達の中で供

給者に対し，原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えい監視

装置の構成等に係る設計の実施を要求した。 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び計測

制御チーム）からの要求を受けて，当社から提供した基本方

針，設備図書及び供給者が所有する適用可能な図書をインプ

ットとして，漏えい監視装置であるドライウェル内ガス冷却

装置凝縮水量測定装置及びドライウェル高電導度廃液サンプ

水位測定装置の構成に係る設計を実施した。 

・設備構成の差異 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ハ. 漏えい検出時間の評価 

 供給者は，「20.2.2(2)a.(b)ロ. 漏えい監視装置の構成に

係る設計」で設備技術グループマネージャが行った調達の中

で，当社から提供した基本方針，設備図書及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，漏えい検出時間の

評価方法を設定した。 

 

 供給者は，漏えい検出時間の評価方法及び供給者が所有す

る適用可能な図書をインプットとして，漏えい検出時間の評

価を実施し，原子炉冷却材圧力バウンダリ配管からの原子炉

冷却材の漏えい開始より 1時間以内に，基本方針で定めた一

定量の漏えいを検出できる設計となっていることを確認し

た。 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ニ. 漏えい監視装置の計測範囲及び警報動作範囲に係る設

計 

 

 供給者は，「20.2.2(2)a.(b)ロ. 漏えい監視装置の構成に

係る設計」で設備技術グループマネージャが行った調達の中

で，当社から提供した基本方針，設備図書及び供給者が所有

する適用可能な図書をインプットとして，漏えい監視装置で

あるドライウェル内ガス冷却装置凝縮水量測定装置及びドラ

イウェル高電導度廃液サンプ水位測定装置の計測範囲及び警

報動作範囲に係る設計を実施した。 

・設備構成の差異 

  

 

 

 

  

  

 

 

ホ. 設計内容の確認 

 供給者は，「20.2.2(2)a.(b)ロ. 漏えい監視装置の構成に

係る設計」で設備技術グループマネージャが行った調達の中

で，「20.2.2(2)a.(b)ロ. 漏えい監視装置の構成に係る設

計」～「20.2.2(2)a.(b)ニ. 漏えい監視装置の計測範囲及

び警報動作範囲に係る設計」の設計内容について，工認プロ

ジェクト（原子炉設備チーム及び計測制御チーム）により基

・表現上の差異 

・表現上の差異（調達内容の確

認行為を実施した個所を明

記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本方針の要求を満たしていることの確認を受け，アウトプッ

トとして原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視す

る装置の構成に関する設計資料並びに計測範囲及び警報動作

範囲に関する設計資料にまとめ，それを業務報告書として当

社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム及び計測制御チーム）の確認を受けて供給者が

提出した業務報告書を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び計測制御チー

ム）は，基本設計方針，設備図書及び業務報告書をインプッ

トとして，原子炉冷却材の漏えい監視装置の構成等に係る設

計が基本設計方針の要求を満たしていることを確認し，その

結果をアウトプットとして原子炉格納容器内の原子炉冷却材

の漏えいを監視する装置の構成に関する設計資料並びに計測

範囲及び警報動作範囲に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム及び計測制御チーム）が取りまとめた設計資料

をレビューし，承認した。 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

 

 

 

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  

【原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置

の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書】 

・差異なし 

  

  

 

  

  

 

 

(c) 流体振動又は温度変動による損傷防止に係る設計 

イ. 基本方針の設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

をインプットとして，原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範

囲の配管に対して，流体振動又は温度変動による損傷を防止

するための基本方針を定めた。 

・差異なし 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

ロ. 流体振動又は温度変動による損傷防止の評価方法に係

る設定 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本方針，日

本機械学会「配管内円栓状構造物の流力振動評価指針」（Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ０１２－1998）及び「配管の高サイクル熱疲労

に関する評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ ０１７－2003）をイン

・表現上の差異（アウトプット

の明記。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

プットとして，各指針に規定された評価方法を確認し，その

結果をアウトプットとして流体振動又は温度変動による損傷

の防止に関する設計資料に取りまとめた。 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ハ. 流体振動又は温度変動による損傷防止の評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書及び

「20.2.2(2)a.(c)ロ. 流体振動又は温度変動による損傷防

止の評価方法」で確認した評価方法をインプットとして，原

子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲に流体振動又は温度変

動の影響評価の対象となる部位がないことを確認し，その結

果をアウトプットとして流体振動又は温度変動による損傷の

防止に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

 

  【流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書】 ・差異なし 

  

  

 

  

  

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

412 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

  

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録と

なる機器については「原子炉本

体」側で記載を行っている。） 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

  

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

 

  

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は「原子炉本体」が主登録

となる機器については「原子

炉本体」側で記載を行ってい

る。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計実績の差異 

 

 

 

 

 

・設計実績の差異 

 

 

・設計実績の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計実績の差異 

 

 

・設計実績の差異 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

b. 残留熱除去設備 

(a) 残留熱除去系への電源供給に関する設計 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，残留熱除去系へ

の電源供給に関する設計について，Ⅴ-1-10-9「設工認に係

る設計の実績，工事及び検査の計画 非常用電源設備」（以

下「Ⅴ-1-10-9」という。）の「2.1 非常用発電装置」で実

施した。 

 

 

 

 

 

工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及びⅤ-1-10-9 の「2.1 非常用発電装置」において工認プロ

ジェクト（電源設備チーム）が実施した結果をインプットと

して，残留熱除去系の電源について，常設代替交流電源設備

からの給電が可能な設計となっていることを確認し，その結

果をアウトプットとして，原子炉格納施設の設計条件に関す

る設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該系統を「原子炉格納

施設」を主登録としているた

め，「原子炉格納施設」側で

記載を行っている。） 

 

  

 

 

 

 

 

 



KK7 添-1-060-4 改 0（比較表） 

 

417 

 
青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該系統を「原子炉格納

施設」を主登録としているた

め，「原子炉格納施設」側で

記載を行っている。） 

 

 

 

【原子炉格納施設の設計条件に関する説明書】 ・資料構成の差異 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

c. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 ・設備構成の差異 

  

  

 

  

 

  

(a) 低圧代替注水系への電源供給に関する設計 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，低圧代替注水系

への電源供給に関する設計について，Ⅴ-1-10-9 の「2.1 非

・表現上の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用発電装置」で実施した。 

 

 

 

 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及びⅤ-1-10-9 の「2.1 非常用発電装置」において工認プロ

ジェクト（電源設備チーム）が実施した結果をインプットと

して，低圧代替注水系の電源について，常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とな

っていることを確認し，その結果をアウトプットとして，原

子炉格納施設の設計条件に関する設計資料に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・表現上の差異 

   

 

  

 

(b) 高圧代替注水系への電源供給に関する設計 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，高圧代替注水系

への電源供給に関する設計について，Ⅴ-1-10-9 の「2.2 直

流電源設備及び計測制御用電源設備」で実施した。 

・表現上の差異 

 

 (c) 原子炉隔離時冷却系への電源供給に関する設計 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，原子炉隔離時冷

却系への電源供給に関する設計について，Ⅴ-1-10-9 の「2.1 

非常用発電装置」及び「2.2 直流電源設備及び計測制御用

電源設備」で実施した。 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

  

 

  

 

 

・設計プロセスの差異（柏崎刈

羽は当該系統を「原子炉格納

施設」を主登録としているた

め，「原子炉格納施設」側で

記載を行っている。） 

 

 

【原子炉格納施設の設計条件に関する説明書】 ・資料構成の差異 

 

  

  

 

  

 

 ・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

・設備構成の差異 

   ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 ・設備構成の差異 

   ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施設の系統

図に関する取りまとめ 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，主登録となる

施設の「系統構成の明確化」で取りまとめた機能単位の系統

・表現上の差異 

・資料構成の差異（柏崎刈羽

は，様式－5を様式－5－1，

様式－5－2として作成して
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

図，様式－2，様式－5－1及び様式－5－2をインプットとし

て，機能を兼用する機器を含む原子炉冷却系統施設の系統構

成及び兼用する施設・設備区分を明確にし，その結果をアウ

トプットとして原子炉冷却系統施設の系統図に取りまとめ

た。 

 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

いる。） 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

  【系統図】 ・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. インターフェイスシステム LOCA 発生時に用いる設備に

係る設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方

針，設備図書，既工認及び設置変更許可申請書をインプット

として，インターフェイスシステム LOCA 時に注入弁を現場

操作できる設計であること及び逃がし安全弁を中央制御室か

らの手動操作によって作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧できる設計であることを確認し，その結果をアウト

プットとして設備仕様，設定根拠及び系統図に取りまとめ

た。 

 

設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，インター

フェイスシステム LOCA 発生時に用いる設備の機器の配置及

び構造に係る設計の実施を要求した。 
 
 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，基本設計方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，機器の配置及び構造に係る設計

を実施し，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）により機

器が基本設計方針を満足する設計となっていることの確認を

・設備構成の差異 

・インプットの差異 

・設計プロセスの差異 

・資料構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設計プロセスの差異（図面を

調達で作成していることによ

る差異。） 

 

・設計プロセスの差異（図面を

調達で作成していることによ

る差異。） 

 

 

・設計プロセスの差異（図面を

調達で作成していることによ

る差異。） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け，アウトプットとして，配置図及び構造図に取りまと

め，それを業務報告書として当社に提出した。 
 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，業務報告書を

インプットとして，機器の配置及び構造が，基本設計方針の

要求を満たしていることを確認し，その結果をアウトプット

として，配置図及び構造図に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 

 

・設計プロセスの差異（図面を

調達で作成していることによ

る差異。） 

 

・設計プロセスの差異（図面を

調達で作成していることによ

る差異。） 

 

 

・表現上の差異 

  【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【機

器の配置を明示した図面】【系統図】【構造図】 

・資料構成の差異 

   

 

 

22. 地下水排水設備の設計 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，建屋の耐震性

を確保するため，建屋周囲の地下水を排水できる 7号機地下

水排水設備（サブドレンポンプ及び水位検出器）及び 5号機

地下水排水設備（サブドレンポンプ及び水位検出器）の設計

を以下に示すとおり実施した。 

・設備構成の差異 

・表現上の差異 

 

  

 

 

 

 

 

22.1 設備仕様に係る設計 

 工認プロジェクト（津波・溢水チーム）は，基本設計方針

及び設備図書をインプットとして，7号機地下水排水設備

（サブドレンポンプ及び水位検出器）及び 5号機地下水排水

設備（サブドレンポンプ及び水位検出器）に関する設計を実

施し，設定根拠にまとめ，その結果をアウトプットとして設

定根拠に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（津

波・溢水チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承

認した。 

・表現上の差異 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・差異なし 

   22.2 各機器固有の設計 ・差異なし 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

  

 

  

22.2.1 耐震評価 

 工認プロジェクト（耐震チーム）は，耐震評価を「4. 地

震による損傷防止に関する設計」で実施した。 

  【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】 ・差異なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23. 水の供給設備の設計 

23.1 設備仕様に係る設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び設備図書をインプットとして，様式－2で抽出した重大

事故等の収束に必要となる水の供給設備の系統を構成する機

器の仕様に関する設計を設定根拠にまとめ，設備が設定根拠

を満たす機能を有することを確認し，その結果をアウトプッ

トとして，設備仕様及び設定根拠に取りまとめた。 

 

設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で供給者に対し，水の供給

設備の機器の配置に関する設計の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，基本設計方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，機器の配置に関する設計を実施

し，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）により機器が基

本設計方針を満足する設計となっていることの確認を受け，

アウトプットとして，配置図に取りまとめ，それを業務報告

書として当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，業務報告書を

インプットとして，機器の配置が基本設計方針の要求を満た

していることを確認し，その結果をアウトプットとして，配

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

置図に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書をイ

ンプットとして，機器の配置，系統構成及び構造に係る設計

を実施し，その結果をアウトプットとして，配置図，系統図

及び構造図に取りまとめた。 

 

工認プロジェクト（共通パートチーム）は，水の供給設備

に必要な設備設計のうち，健全性に係る「多重性又は多様性

及び独立性並びに位置的分散」，「悪影響防止等」，「環境条件

等」及び「操作性及び試験・検査性」の設計を「11. 健全

性に係る設計」で実施した。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 23.2 各機器固有の設計 

 23.2.1 耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び共通パートチー

ム）は，耐震評価を「4. 地震による損傷防止に関する設

計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 

  23.2.2 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，強度評価を

「12. 材料及び構造に係る設計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 
 【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【機

器の配置を明示した図面】【系統図】【構造図】 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 代替原子炉補機冷却系の設計 

24.1 設備仕様に関する設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び設備図書をインプットとして，様式－2で抽出した代替

原子炉補機冷却系の機器の仕様に関する設計を設定根拠にま

とめ，設備が設定根拠を満たす機能を有することを確認し，

その結果をアウトプットとして，設備仕様及び設定根拠に取

りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，代替原

子炉補機冷却系の機器の配置及び構造に係る設計の実施を要

求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，基本設計方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，機器の配置及び構造に係る設計

を実施し，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）により機

器が基本設計方針を満足する設計となっていることの確認を

受け，アウトプットとして，配置図及び構造図に取りまと

め，それを業務報告書として当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，業務報告書を

インプットとして，機器の配置及び構造が基本設計方針の要

求を満たしていることを確認し，その結果をアウトプットと

して，配置図及び構造図に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書をイ

ンプットとして，機器の系統構成，構造及び配置を確認し，

その結果をアウトプットとして，配置図，系統図及び構造図

に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 工認プロジェクト（電源設備チーム）は，熱交換器ユニッ

トへの電源供給に関する設計について，Ⅴ-1-10-9 の「2.2 

直流電源設備及び計測制御用電源設備」で実施した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，代替原子炉補

機冷却系に必要な設備設計のうち，健全性に係る「多重性又

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

は多様性及び独立性並びに位置的分散」，「悪影響防止等」，

「環境条件等」及び「操作性及び試験・検査性」の設計を

「11. 健全性に係る設計」で実施した。 

 

 24.2 各機器固有の設計 

24.2.1 耐震評価  

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム及び共通パートチー

ム）は，耐震評価を「4. 地震による損傷防止に関する設

計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 

 24.2.2 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，強度評価を

「12. 材料及び構造に係る設計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 
 【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【機

器の配置を明示した図面】【系統図】【構造図】 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 残留熱除去系に関する設計 

25.1 設備仕様に関する設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び設備図書をインプットとして，残留熱除去系のうち兼用

としない機器の仕様に関する設計を設定根拠にまとめ，設備

が設定根拠を満たす機能を有することを確認し，その結果を

アウトプットとして，設備仕様及び設定根拠に取りまとめ

た。 

 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，残留熱

除去系のうち兼用としない機器の配置及び構造に係る設計の

実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，基本設計方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，残留熱除去系のうち兼用としな

い機器の構造に係る設計を実施し，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）により機器が基本設計方針を満足する設計と

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

なっていることの確認を受け，アウトプットとして，構造図

に取りまとめ，それを業務報告書として当社に提出した。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，業務報告書を

インプットとして，残留熱除去系のうち兼用としない機器の

構造が基本設計方針の要求を満たしていることを確認し，そ

の結果をアウトプットとして，構造図に取りまとめた。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書をイ

ンプットとして，残留熱除去系のうち兼用としない機器を含

む系統構成を確認し，その結果をアウトプットとして，系統

図に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，残留熱除去系

のうち兼用としない機器に必要な設備設計のうち，健全性に

係る「多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散」，「悪

影響防止等」，「環境条件等」及び「操作性及び試験・検査

性」の設計を「11. 健全性に係る設計」で実施した。 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

25.2 各機器固有の設計 

25.2.1 耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，残留熱除去系

のうち兼用としない機器の耐震評価を「4. 地震による損傷

防止に関する設計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 

 25.2.2 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，残留熱除去系

のうち兼用としない機器の強度評価を「12. 材料及び構造

に係る設計」で実施した。 

・設備構成の差異 

  【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【系 ・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

統図】【構造図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 原子炉冷却材浄化系に関する設計 

26.1 設備仕様に関する設計 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，基本設計方針

及び設備図書をインプットとして，原子炉冷却材浄化系のう

ち兼用としない機器の仕様に関する設計を設定根拠にまと

め，設備が設定根拠を満たす機能を有することを確認し，そ

の結果をアウトプットとして，設備仕様及び設定根拠に取り

まとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，設工認に必要な設計を行

うための仕様書を作成し，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工認におけ

る調達管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備技術グル

ープマネージャが行った調達の中で，供給者に対し，原子炉

冷却材浄化系のうち兼用としない機器の配置及び構造に係る

設計の実施を要求した。 

 

 供給者は，工認プロジェクト（原子炉設備チーム）からの

要求を受けて，基本設計方針及び供給者が所有する適用可能

な図書をインプットとして，原子炉冷却材浄化系のうち兼用

としない機器の構造に係る設計を実施し，工認プロジェクト

（原子炉設備チーム）により機器が基本設計方針を満足する

設計となっていることの確認を受け，アウトプットとして，

構造図に取りまとめ，それを業務報告書として当社に提出し

た。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）の確認を受けて供給者が提出した業務報告書

を承認した。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，業務報告書を

インプットとして，原子炉冷却材浄化系のうち兼用としない

機器の構造が基本設計方針の要求を満たしていることを確認

し，その結果をアウトプットとして，構造図に取りまとめ

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

た。 

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，設備図書をイ

ンプットとして，原子炉冷却材浄化系のうち兼用としない機

器を含む系統構成を確認し，その結果をアウトプットとし

て，系統図に取りまとめた。 

 

 設備技術グループマネージャは，工認プロジェクト（原子

炉設備チーム）が取りまとめた設計資料をレビューし，承認

した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，原子炉冷却材

浄化系のうち兼用としない機器に必要な設備設計のうち，健

全性に係る「多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分

散」，「悪影響防止等」，「環境条件等」及び「操作性及び試

験・検査性」の設計を「11. 健全性に係る設計」で実施し

た。 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 

 

・設備構成の差異 

 

 26.2 各機器固有の設計 

26.2.1 耐震評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，原子炉冷却材

浄化系のうち兼用としない機器の耐震評価を「4. 地震によ

る損傷防止に関する設計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 

 26.2.2 強度評価 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム）は，原子炉冷却材

浄化系のうち兼用としない機器の強度評価を「12. 材料及

び構造に係る設計」で実施した。 

・設備構成の差異 

 
 

 

【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【系

統図】【構造図】 

・設備構成の差異 

 

 27. 設備共用の設計 

工認プロジェクト（共通パートチーム）は，復水貯蔵槽及

び復水補給水系の「悪影響防止等」の設計について，「11. 

健全性に係る設計」の「11.2 悪影響防止等」が適用できる

ことを確認し，「11. 健全性に係る設計」の「11.2 悪影響

防止等」により設計を実施した。 

 

 工認プロジェクト（共通パートチーム）は，安全避難通

・設備構成の差異 

 

 

 

 

 

 

・設備構成の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

路，非常灯，誘導灯及び乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）

の「悪影響防止等」の設計について，「11. 健全性に係る設

計」の「11.2 悪影響防止等」が適用できることを確認し，

「11. 健全性に係る設計」の「11.2 悪影響防止等」によ

り設計を実施した。 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 工認プロジェクト品質保証チーム管理者は，Ⅴ-1-10-1 の

「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）」及びⅤ-1-10-1

の「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確

保するための設計（設計 2）」に基づき作成した設計資料につ

いて，これがⅤ-1-10-1 の「3.3.1 適合性確認対象設備に対

する要求事項の明確化」で与えられた要求事項を満たしてい

ることの検証を，原設計者以外の者に実施させ，承認した。 

・表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，自然

現象チーム,電源設備チーム,放射線管理チーム，共通パート

チーム及び品質保証チーム）は，Ⅴ-1-10-1 の「3.3.3(4) 

設工認申請書の作成」に基づき，適用される要求事項の抜け

がないように管理して作成した基本設計方針（設計 1）及び

適用される技術基準の条項に対応した基本設計方針を用いて

実施した詳細設計の結果（設計 2）並びに工事の方法を設工

認として整理することにより，設工認申請書案を作成した。 

 

 工認プロジェクトのプロジェクトマネージャは，Ⅴ-1-10-

1 の「3.3.3(4)e. 設工認申請書案のチェック」に基づき，

工認プロジェクト（原子炉設備チーム，耐震チーム，自然現

象チーム,電源設備チーム,放射線管理チーム，共通パートチ

ーム及び品質保証チーム）が作成した設工認申請書案につい

て，本社及び発電所の関係箇所のチェックを受けた。 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

   

  

 工認プロジェクトのプロジェクトマネージャは，Ⅴ-1-10-

1 の「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及びⅤ-

1-10-1 の「3.3.3(4)e. 設工認申請書案のチェック」が終了

した設工認申請書案について，Ⅴ-1-10-1 の「3.3.3(5) 設

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・会議体及び手続きの差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

   

 

工認申請書の承認」に基づき，原子力発電保安運営委員会へ

付議し，審議及び確認を得た。原子力発電保安運営委員会で

の審議，確認が終了した後，原子力発電保安委員会に付議

し，審議及び確認を得た。 

 また，原子力発電保安委員会の審議及び確認を得た設工認

申請書案について，原子力設備管理部長の承認を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 工事を主管する箇所の長は，Ⅴ-1-10-1 の「3.4.1 設工認

に基づく設備の具体的な設計の実施（設計 3）」に基づき，設

工認を実現するための具体的な設計を実施し，レビューし，

承認するとともに，決定した具体的な設計結果を様式－8の

「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

 

 工事を主管する箇所の長は，Ⅴ-1-10-1 の「3.4.2 設備の

具体的な設計に基づく工事の実施」に基づき，設工認の対象

となる設備の工事を実施する。 

 

 工事を主管する箇所の長は，使用前事業者検査の計画検討

時に追加工事が必要となった場合，Ⅴ-1-10-1 の「3.6 設工

認における調達管理の方法」に基づき，供給者から必要な調

達を実施する。 

 

 

 調達に当たっては，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.3(1) 仕様書の作

成」及び様式－8に基づき，必要な調達要求事項を「仕様

書」へ明記し，供給者との情報伝達を確実に行う。 

 

 

 工事を主管する箇所の長は，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.2 使用前

事業者検査の計画」に基づき，設工認の適合性確認対象設備

が，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとお

りであること，技術基準規則に適合していることを確認する

ための使用前事業者検査を計画する。 

 

 工事を主管する箇所の長は，使用前事業者検査の計画に当

たって，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方法

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

・表現上の差異（設計 3をレビ

ュー・承認することを明確に

記載した。） 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

の決定」に基づき，検査項目及び検査方法を決定し，様式－

8の「確認方法」欄へ明記する。 

 

 

 検査の取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検

査を実施するための全体工程をⅤ-1-10-1 の「3.5.3 検査計

画の管理」に基づき管理する。 

・プロセスの差異（柏崎刈羽

は，本段階ではレビュー，承

認を行わない。） 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 検査を担当する箇所の長は，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.2(1) 使

用前事業者検査の方法の決定」で計画した使用前事業者検査

を実施するため，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.5(4) 使用前事業者検

査の検査要領書の作成」に基づき，以下の項目を明確にした

「検査要領書」を作成し，品質管理担当の審査を経て，検査

実施責任者がこれを承認し，該当する主任技術者が確認す

る。 

 

・「検査目的」，「検査対象範囲」，「検査項目」，「検査方法」，

「判定基準」，「検査体制」，「検査工程」，「不適合管理」，

「検査手順」，「検査用計器」，「検査助勢を請負企業等へ依

頼する場合は当該企業の管理に関する事項」，「検査の記録

の管理に関する事項」及び「検査成績書（様式）」 

 

 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，

Ⅴ-1-10-1 の「3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ」に基

づき，使用前事業者検査対象設備を識別する。 

 

 検査を担当する箇所の長は，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.5(3) 使

用前事業者検査の体制」に基づき，使用前事業者検査の体制

を構成する。 

 

 

 

 検査員は，Ⅴ-1-10-1 の「3.5.5 使用前事業者検査の実

施」に基づき，「検査要領書」に基づき確立された検査体制

の下で使用前事業者検査を実施し，その結果を検査実施責任

者に報告する。 

 

・検査要領書で明確にする項目

の差異 

 

 

 

 

 

 

・検査要領書で明確にする項目

の差異 

 

 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 

 

 

 

 

・新検査制度移行に伴う表現の

差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

玄海原子力発電所 3号機 東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 報告を受けた検査実施責任者は，検査プロセスが検査要領

書に基づき適切に実施されたこと，及び検査結果が判定基準

に適合していることを確認し，主任技術者の確認を得た後，

検査を担当する箇所の長に検査完了の報告を行う。 

・検査プロセスの差異 

 


